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経済発展にともなうわが国の港湾は、コ ンテナ輸送、地域開発、港湾労働

等をはじめ、ターミナル ・オベレーター問題や管理・経営の諸問題等本質的

な課題に迫られている。このような時に、本年度は北海道において、第7巨［

大会がきわめて充実したスケジュールのもとに開かれようとしている。

本号は，今年度大会における共通論題の一部と、昨年度の北九州 ・下開港

における研究発表の成果を集録して、諸兄の御高批に供する次第である。こ

れらの学的研ー鏡が現実の港湾問題の本格的な解決に役立つと共に、一方にお

いては理論の形成と蓄積のための一里塚にならんことを願ってやまない。

終りに、賛助会員、正会員の諸兄をはじめ、その他本学会の発展に直接間

接にど協力下さる多くの方々のあることを覚え、めらためて厚く感謝申上る

と共に、 今後のご尽力をもお願いする次第であるc
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研究

港湾の近代化と運送の機械化

和 泉雄
(1函館大学〉

1, 現代日本港湾近代化の意味するもの

第6回日本港湾経済学会における共通論題 「輸送の近代化と港湾」をめぐ

って展開せられた 「港湾の近代化」論は、主と して技術的機械化と経営合理

化、とくに機械化を内容とするものであった。とくに高見玄一郎氏のコンテ

ナリゼーションのモデノレ設定に深い関心が寄せられた。港湾にとってここ数

年の最大の問題がコンテナリゼーションであったことに間違いはないのであ

って、このコンテナリゼーションが直ちに港湾近代化の担い手として受取ら

れたのである。 コンテナリゼーション、あるいはこれとパレチゼーションを

加えてユニット ・ロード・システムと称し（りている場合も叉同じである。

港湾の近代化がコンテナ リゼーション、あるいはユニット ・ロード・ シス

テムを意味する限り、それは北見俊郎教授の「全輸送体系」の 「合理的再編

成」といわれる分野に属するものであって、いってみれば技術的革新、ある

いはもっと一般的にいって労働生産力の革新的向上ということ になる。〔2)

然し港湾においてコンテナ リゼーションと並んで問題になった港運企業の再

編成も又、近代化論議に逸すべきではなかろう。昭和39年のU、わゆる 3.3 

答申、これを受ける昭和41年6月15日公布の港湾運送事業法改正、さらにつ

づく42年3月3日の新3・3答申はすべて港湾運送事業の合理化、近代化の

方策を指摘したものである。しかし、この港運業界の過少零細資本の整理集

約と個別港運資本充実化方針も、究極する ところ港湾における輸送能力の増

大を計って打出されたものであって、その目標は、労働生産力の向上であっ

たといえよう。



以上の向れ劣らぬ重要な内容を含む港湾近代化問題は、海運・港運業界最

大の課題となると共に、運輸行政の重大問題ともなっている。然、し近代化の

内容はそれだけで‘はない。すでに戦前から引続き温存された港湾労働の前近

代性、半封建性の存在を見逃すわけには行かない。

昭和30年後半から40年前半にかけての全国港湾の近代化とは以上の3つを

含むのである。北見俊郎教授のいわれる「港湾体制の近代化」は、港運業及

び労働関係の革新、すなわち社会、人間関係の革新を指すものと解される。

これらの3つの分野における革新の問題は一見無関係なようにみえるが、決

してそうではない。 コンテナ リゼーションに代表される港湾の機械化が、木

質的に人間労働の量的縮少で、あり、機械による人間労働の代替である以上、

労働関係がその起動的契機たらざるをえないのであり、又そうである以上、

結果と して実現する機械化は、コンテナリ ゼーションに代表されるように、

究極するところ、人間労働、人力作業に力点をおく労働集約的港運企業その

ものの一掃乃至は体質改善をもたらさざるをえないからである。（3)

2, コンテナリゼーション Contain巴rizationの経済的意義

第2次大戦以降米国で急速に実現されたコンテナ リゼーションは、その木

来の目標を 「戸口から戸口へ」の運送におく。即ち、荷主の軒先から荷受人

の軒先までの一貫輸送の実現である。このことは発荷主が内陸部にあり、中

間に海洋を狭み、着荷主も内陸部に位置していることを想定し、この運送過

程を、発荷主→ト ラック→通運→鉄道→港湾、→海運→港湾→鉄道→通運→ト

ラックと仮定するのである。即ち、この一貫輸送実現のためには、輸送手段

がトラック、鉄道、海運と異ること、同時に貨物を扱う運輸業態、企業が異

ること、技術的にはまず、貨物重量、容量、荷姿、包装及び運送量に関する

制約、条件が、輸送各機関によって、それぞれ異なることがその障害とな

っているのである。パラ荷即ち、大量無包装工業原材料についてはすでに相

当の開発が行われ、不定期船における専用船、大型化したタンカ一、これに

接続する内陸運輸における専用大型貨車、パイプラインが実現している。然
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し小量完成財を主とする雑貨を扱う定期貨物船部門では関係する運輸業態、

企業数も多く、まず個別分散的小量貨物を集中化し大量輸送に照応する貨物

形態の統一化、単純化を必要としているのである。同じことは トラックご鉄

道における通運業、鉄道でもいえるであろう。然し1時に数千トンの貨物を

扱い、短時間にこれらを仕訳、運送する港運、海運部門が最もその必要に迫ら

れていたといえる。小量雑貨をただコンテナーと称する金属あるいは木製荷

箱に格納することが、この問題を一挙に解決するという結論に達したのはア

メリカのマトソン社、 MatsonCo.によるアメリカ本土一一ハワイ聞のコン

テナ輸送の企業的成功以降であった。コンテナ導入による「戸口から戸口へj

door to door方式の実現には技術的、社会的、 経済的はては政治的、国際

的障害が数多く存在し、前途は容易でないにしても、とも角その最も必要度

の高い海運部門の定期貨物船 linerに於て実現しつつあるのは周知の通りで

あるc この海運部門、とくに外航定期船における コンテナ専用船、又はフノレ

・コ ンテナ船、セミ・コンテナ船、雑貨 ・コンテナ混載船（4）等によるロンテ

ナ導入の基本的契機は、これも又周知のとおり、港湾荷役能力の飛躍的増t大

と港湾荷役労働者数の縮少及ひ荷役労働時間の短縮という技術的要請の経済

的表現たる港湾荷役費の激落であり、また船舶なる固定資産回転率の増大に

よる海運資本の手ljj閏増大であった。

米国の海上貨物輸送会議略称 MCTC、MaritimeCargo Transportation 

Conferenceが1959年に出した「ユニット貨物の海上輸送」MaritimeTran-

sportation of Unitized Cargo （昭和42年港湾経済研究所、高見玄一郎氏訳〉

では、コンテナ化による港湾荷役労働力の節減を伴う荷役能力の増大、即ち

労働生産力の上昇程度を1時間当り荷役作業トン数8倍、 しかもこの8倍の

トン数を従来のすの労働力 (1シフト当り〉で処理！しうると計算している。

その結果荷役労務費は実に16分の1に這縮減される可能性をもっとされる。

下表のとおりである。（5〕
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貨物 1,000 L T当りコスト・データの比較

荷役労働費

a〕賃金及び手当

(A) 基礎となるブレーク0・パノレク船

(B) コーテナ船Cl)

(C) 改良型ブレーク・ パノレク船（2〕
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b）ギヤング ・アワー

時間

ll8, 8 

8.0 

54.0 

（注） (1) コンテナ船1船は荷役労働力を(A）の3分のlとする。

(2) 改良型プレーク ・バノレク船は作業率を（A）の2倍とする。

(3) アメリカ国内及び外国の揚積みを含む。

労働生産力の比較は船舶規模580.000ベーノレ・キューピック balecubic、

速力14ノット、港間航海距離3.000マイル、ステベ作業在港日 1日につき、

時間内作業1、時間外作業1の2シフ トの3隻の船舶について行われてい

る。ωはブレーク ・パノレク船break-bulk.(B）は100%コンテナ船、つまり フ
ル ・コ ンテナ専用船、ω）はブレーク・パノレク船であるが、セミ 混裁という想
定である。

この画期的な方法がとられるならば、これ迄船舶運航収入の40%、運航費

の705杉（めを占める貨物費（その大部分が港湾、荷役費〕の革命的節約となり、

船舶総原価を激減せしめ、かく して船舶資本の採算性を異常に有利ならしめ

るわけである。

船舶運航費の最も重要な費目を縮減ずるだけではない。航海日数の20%以

上を占める港湾荷役時間の短縮が、港湾停泊日数を短縮せしめ船舶の航海日

数を縮減し、かくして船舶固定資本の回転率を上昇せしめて、手IJ潤を増大せ

しめるのである。（7)

従って、コンテナリ ゼーションによって直接に経済的利益を受けるのが海

運資木である ことはいうまでもない。特に外国海運資木と激烈な貨物争奪戦

を演じている 日本の外航定期貨物船である。（8〕

1967年9月に北米太平洋岸に初のコ ンテナ専用船マ トソン社のハワイア ン

・プランタ 一号 (15,900総 トン〉が東京港品J11埠頭のコンテナ ・ターミ ナル
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を出帆 ロサンゼ／レスへ向って以来、日本海運の コンテナ戦争参加が具体化

し、本年秋には邦船コンテナ専用船が北米太平洋航路に就航すると伝えられ

るが、この驚くべき迅速さ、疾風迅来的具体化は、海運資本の自発的合理化

意欲の所産ーというよりは、むしろアメ リカ海運資本との対抗上、やむなく重

い腰をあけ。たという方が正しいのではないだろうか。

3, コンテナリゼーションによる日本港運業の影響

海運資本先導のコンテナリゼーションは、外航貨物船それ自体の合理化で

あり、機械化でもある。コンテナ専用船、セミコンテナ船、不定期船の改良

による雑貨の速時大量輸送の促進及ひヨリ以上の安全性の確保がえられるか

らである。然しそれは海員労働力の減少と機械カの代替ということを意味す

る合理化機械化ではない。その意味における本来的機械化は、周知のとおり

海運部門ではなくて、港運部門において行われなければならない。それが又

明記せられたコンテナリゼーションの具体的目標でもある。（9)

即ち、端的にいって港湾荷役労働者数の縮減、とくに船内荷役労働者数の

徹底的減少こそがその具体的目標となる。高見玄一郎氏のいう『徹底的な大

型機械化」による「集中的な大量作業」とは、具体的にはこのことを意味す

るものでなければならない。機械化の進んだ巨大な船舶、陸上運送手段には

さまれて、エアポケッ トのような原始的労働集約的船内荷役部門の「徹底

的」人員整理は、単なる人員整理に終るこ とですみはしない。日雇依存とい

う基底的土台の上に成り立っていた港運業それ自体の 「徹底的」合理化を誘

導せずにはおかないであろう。それも単なる零細企業 ・下請の整理、港運企

業の再編成と単位企業規模の量的拡大及び資本力の増大に止まらず、ヨ リ基

本的な問題、HDち港運部門の海運乃至トラック資本の直営化、乃至は港湾自

体にポート・オーソリテイが出現するなどというが加き港運管理の質的変化

をもたらす契機になるであろう。港湾関係労働組合が人員整理を警戒し、港

運業界が倒産、企業整備を憂慮、し、（10）黒船来と銘打つたのは当然といわな

ければならない。
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問題はこの技術革新が港運業の内部から自然的に起ったのではないという

ことである。港運業界あるいは港ー運企業が、自ら合理化努力を試み、その結

果、かかる方法を創始し実現に乗り出したと したら、かかる企業全体を押し

包む一大「革命」の一切の責任は港運業自らが負うことになる。然し、コ ン

テナリゼーションはそうではなくて、海運資本の要請という形をとるのであ

って、港運業にとっては、需要市場の要請、需要の外部的激減である。従来あ

った注文が一挙に何分のーかに激減したという意味に受け取れる。その意味

における変化である。形は異っても、現在日本の石炭業界の沈滞の契機、石

炭の需要減少と、経済的内容において変りがない。港湾中央共斗会議がいみ

じくもいった通り、正に炭鉱のピノレド ・アンド ・スクラップの港湾版に外な

らない。そしてかかる意味の技術革新であるが故に、コンテナリゼーショ ン

の実現を結局は阻むことができないことになるであろう。港湾労働者がいか

に斗っても、その斗いの相手が自己の雇主でない外部の、 しかも顧客である

海運資本であり、その注文減少という形をとるからである。

以上のごとき内容を含むコンテナリゼーションは、船内荷役労働者数及び

沿岸荷役労働者数の大縮減という技術革新の実現で、あるといいうるのであり

その結果、港運業界の再編成と経営主体の変質を伴う資本基盤の充実という

「企業近代化」に波及するといいうる。後者は運ii倫省の推進する港湾運送事

業の合理化、近代化のための物質的条件となり、具体的契機たりうるであろ

o
 

hh
ノ

然しながら、これらのことが一体港運業の労働関係の近代化をもたらすか

どうかとなると問題は別である。むしろ、前近代的労働関係の存在は、コ ン

テナリゼーション推進の阻害条件となると共に、コンテナリゼーション実現

の後々までも、港の近代化を阻む敵に化する可能性が強い。

4. 労働関係の近代化とコンテナリゼーション

港湾における労働関係の前近代性とは、抽象的にいえば、社会関係の資本

主義化の未完成であり、 労使関係の不明確、不透明である。具体的には労働
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者供給業的色彩の濃い所調下請の存在であり、筆者の命名によれば、擬似資

本の存在である。経済関係からいえば、完全に賃労働関係が成立していなが

ら、直傭形式をとらず給料支払者と受取人とがあいまいにされている間接雇

用形態の存在であり、あるいは、雇用主と賃労働者の中間に手配師等が存在

することである。古くから炭鉱 ・建設・港湾 ・工業等に存在した労働請負が

その具体的象徴である。 （11〕要約すれば、賃労働の経済関係と社会関係の矛

盾である。

これらは全く手労働に依存する労働過程に存在し成立するのであって、機

械、原材料等の 「資木」を所有していなし、。正に労働集約的労働過程を条件

とする労働関件である。労働契約は日雇形式であり、その労働者の使用者は

雇主たる形式を法律的社会的にとることもない。無資木であるが放に暴力組

織の入りこむ余地を多く残すのである。 00組と称する船内業者あるいはそ

の下請の社会関係の実態がそうである場合が多い。

これらの前近代的労働関係の成立基盤は、従来、いくつかの研究調査報告

の示すとおり、日雇の大量的集結であるっ即ち、相対的過剰人口の存在であ

った。(12）この基本条件を基盤と し、 チープ・レーパー継続を経済的目標と

する社会関係がこれである。

港湾経済における古くからの重大問題である労働関係の前近代性の克復

は、かかる中間介在者の一掃と、明確なる雇用関係の実現によってもたらさ

れる。このことを、コンテナ リゼーションが、もたらすであろうか。

理論的にいうならば、全くもたらさないというべきであろう。何故ならば

コンテナリゼーションが港湾、荷役労賃の減額を目標としてその作業労働者数

縮減をもたらすものとする以上、港湾労働の前近代性残存の経済的理由、即

ち低賃金の温存なる理念と合致するからである。ギヤング数の減少という形

で人員整理が実現したにしても、それが常用、日雇という雇用形態を変更せし

める理由にはならない。ギヤング内雇用構成を従来のままにしておいても一

向に差支えがないであろう。ーギヤングのチーフが従来のままの中間搾取的

組頭であって悪いという理由もない。コンテナリゼーションが労働関係、社会
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関係の近代化をもたらす保証はどこにもない。 逆に、労務費節減という共通

の目標実現のために、可能ならば、労働関係を変更することなく 、必要とあ

れば、前近代性強化策をとる可能性がある。現に炭鉱がそうである。炭鉱業

が石油代替によった極度の需要不振に陥入り、驚くべきテンポでピ‘ノレド・ ア

ンド・ スクラップ政策を実行して行く過程において、ビ、ル ド鉱の下請導入、

組夫数増大が現象化している。むしろ、組夫数が常用労働者に匹敵し、 これ

を上廻る切羽（主として岩石掘進現場〉さえもみられる今日である。炭鉱の

災害数の増大の原因がこの下請化、 組夫増大にも求められているのである。

むしろ炭鉱合理化の一環として、積極的に組夫導入を図っているというべき

であろう。この組夫の賃金、福利厚生施設は常用労働者に比して格段に悪い

のであって、これこそ炭鉱の組夫利用の経済的理由なのである。

港湾のコンテナ リゼーションに代表される機械化、合理化も叉同じ条件下

にある。コンテナ リゼーションが港運事業の顧客、注文主である海運資本の

要請である以上、港運作業の供給側に立つ港運業労使が、その注文減少、即

ち、経済的表現に翻訳するならば、需要減退に対して、何ごともなしえない

であろうし、その命令は至上命令となろうc しかし、全く別の業態である以

上、海運資本が港運業の労働関係に介入する法的根拠も又ありえない。港運

業の労働関係の近代化を推進するのは、あくまでも港運業者であって、海運

資木ではない。海運資本、即ちコンテナリゼーション実現の担当者は，港運

事業の内部関係たる労働関係の近代化については、第三者であり傍観者にす

ぎないというべきである。

5, 労働組合とコンテナリゼーシ ョン

労働関係のfliT近代性の温存が、実はコンテナ リゼーションとその経済的目

標が同一であるとするならば、コ ンテナ リゼーションによって労働関係の近

代化が直接もたらされる理由はない。それで、は労働関係の近代化は一体誰に

よってもたらされるであろうか？そのトレーガーは誰か？いう迄もなく港運

業の労使双方である。更にもっと追求して行くならば、労働関係の前近代性
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からくる被害を直接受ける者としての労働者側以外にはありえない。労働者

側から近代化推進のトレーガーを求めるならば、その社会的集団力としての

労働組合以外にはないであろう。

6大港の港湾労働組合の現状について筆者は遺憾ながら詳しく承知してい

ない。然、し北海道の例では、労働組合を結成し、これに加入しているのは常

用労働者に限られ、日雇労働者は参加していなし、。この事情は恐らく 6大港で

もあまり変っていないのではないかと思う。昭和39年3月、筆者らが北海道

立総合経済研究所から「港湾労働」を出版した当時の6大港の労働事情では

日雇が全港湾に加入していないのはもちろん、横浜港では、船内荷役労働者

全体が常用労働者を含めて、未組織であった。むしろ、暴力組織が深く根を

張り、港湾職業安定所の仕事の多くがその対策に向けられていたc

労働関係近代化のトレーガーたる労働組合は、全く存在していないも同然

であった。むしろ、 労働関係の前近代性克復を志して努力を傾注していたの

は、港運企業の教育ある若手管理者であり、港湾関係官公吏であったといえ

る。

このように労働組合組織が弱体な場合、労働関係の近代化は望むべくもな

いであろう。たとえ、労働組合が強力であった場合でも、臨時工、社外工問

題の場合にみられるように、常用労働者で組織する既存大組合は、扶手傍観

するケースが多いのである。むしろ、常用労働者の労働組合は、労働貴族集

聞と して自らを位置づけ、臨時工・社外工を雇用の安全弁としていやしめ、

会社側と協力としてその存続を図る場合すらある。

前掲、喜多村国次郎氏の論文所収の港湾中央共斗会議の要求内容をそのま

ま転載した理由は、労働組合の役割lの重要性からであった。この港湾中央共

斗会議参加！の港湾労働組合の構成がどのようなものであり、そこに船内労働

者、日雇が参加しているかどうかが問題であろう。然、し、たとえ船内労働者

日雇が参加していない場合でも、コ ンテナ リゼーションに関する港湾中央共

斗会議の発言とその今後の動きは、港湾労働近代化に役立つことがありう

る。何故なら、その組織化と行動の原理が、港湾労働者の権手IJ，と就労権の確
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保、労働条件の向上であるからである。この理由からコンテナリゼーション

に注文をつけている以上、もう一つの問題である港湾労働の近代化に限をそ

むける理由はない。も しそうだとすれば、港湾中央共斗会議の基本的原則に

逆行するからであり，自らの存在を否定することになるからである。木格的

にコンテナリゼーションに取組む意欲と行動力を持ち、御用組合でない本来

的労働組合と して組織されたものであるならば、それはコンテナリゼーショ

ンと取組むと同時に、港湾労働の近代化をも取上げるであろう。逆にいって

港湾労働の近代化に手を触れることなく、扶手傍観する労働組合であるなら

ば、それは、コ ンテナリゼーションに対して、何ものをもなしえない無視し

うる無力な存在にすぎないであろう。

アメ リカにおける港湾荷役費コストの高い比重が港湾労働組合の強力に支

えられた高賃金にあるとされ、このためにこそコンテナリゼーションがアメ

リカで実現したのであるが、日木の；場合は、そのような関係はない。コンテ

ナリゼーションを推進すべき経済的契機は相対的に弱少であるというべきで

ある。このことを成立せしめたと同じ経済的基盤、I!日ち低賃金こそが、港湾

労働の前近代性温存の理由ともなっている。 これを打破すべき直接的トレー

ガーたる労働組合は弱体である。

このようにみてくるならば、コ ンテナリゼーションに対する港運業の姿勢

にも又疑問が湧いてくるであろう。労働組合が弱く 、港湾荷役労働者の賃金

が国際的基準に比較して相対的に非常に低く、労働関係の前近代性の温存に

よって、日雇の形における労働力供給が伸縮縮自在に行われるとすれば、一

体、コ ンテナリゼーション推進の経済的理由をどこに求めるべきか？少くと

も、アメリカ、ヨーロ ッパに比較して、内在的理由が薄弱といわねばならな

い。このこ とは、コンテナリゼーシ ョン実現への意欲を弱め、その実現への

努力の足かせになりその実現の時期を遅らせ、たとえ実現したにしても、中

途半ばなものにしてしまう可能性をもっ。所謂「日木的合理化」合理化の日

木型といわれる過去の例が示すとおりである。

戦前の日木資本主義が機械化を怠り、チープレーパーに依存して、全産業
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のいたるところに半封建的労働関係、社会関係を成立せしめたζとは、歴史

の示すところであり、戦後の世界的発展の契機が、日本の民主化、 具体的に

は労働組合の成立てあったことこそが経済法則というべきである。その一般

的視点に立つ限り、港湾労働に温存される前近代性は、 コンテナリゼーショ

ンによって排損されるのではなくて、逆にその実現を阻む障害物と しての反

動的役割を果すものと考えられる。 （昭和43年4月〉

（注〉 (1) 1「ユニッ ト・ロード・システムとは貨物の荷役を安全に迅速に、 しかも低

廉にするため、l個1個の貨物を直接荷役しないてー、これら個荷の貨物をハ

レットやコンテナなどを使用してある程度のユニット（単位〉にまとめて機械

荷役することである」。

2「日本の輸送革新JJI. P69，昭和39年P 日通総合研究所
(2) 北見俊郎教授『「輸送の近代化」と全港湾体制』港湾経済研究Nos.所収

P49～50、1967年。
(3) 1労働組合がコンテナリゼーションを「それは海上コンテナ輸送に伴なう海

述、港運の合理化」は「明らかに独占資本奉仕のための港運業のスクラップ・ア

ンド ・ピノレド化であり、港湾労働者を業もろとも港から放り出そうとするも

のである」とし、人員整理、登録日雇港湾労働者の定数削減反対、事前協議

制確保を要求しているのも無理のないことである。コソテナリゼーションに

代表される機械化は人間労働力を削減してこれに機械乃至は人間集団の組織

力をもって代替することを目的とするものであって、港運企業、労務担当者

の主観がどうであろうとも、人員、労働時間削減、短縮という結果をもたら

すことは避けられない法則だからである。

2.引用は、原田港湾作業KK、 「米国主要、港における陣頭ターミナノレの迩料。

と経E；調査報告書」 p18～19、昭和43年干lj、喜多村昌次郎氏著。

3.喜多村氏の貴重な米国港湾調査報告需であるが、同頁収録の港湾中央共三｜

会議 （港湾・海運・倉庫 ・検数・検定の関連産業及び官庁 ・自治団体労働組

合をもって結成〉の「むしろ国に向けている」要求は日木の今後の港湾機械化

実現過程を左右する重大問題であろう。次にそれを転載する。（同謡、同頁〉

①合理化による海運・港湾労働者の首切り、労働強化には絶対反対する。

政府および関係業者は既存の海運港湾労働者の就労保障について対策を明

確にすること。なお、このことによって港湾労働法による登録日雇港湾労

働者の定数を減らすことのないようにすること。

② 以上の対策と合理化全体について、港湾関係労使による産業別段階での

事前協議制を確立すること。関係労使とは港湾共斗ー加]fil組合（民間〕と船会
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社を含むすべての海運港湾関係業者あるいはその団体ということであるι

政府はこの産業別事前協議制確立について、責任をもって関係業者を指導

すること。

③ 港連業の集約については、労働者の首と既得労働条件と団結権について

完全に保障すること。

④ 8時間（休けい 1JI寺間以上を含む〉労働制を確立し、 即時間で人並みの

生活ができるよう、賃金の大巾引きあげを行うこと。また日限 ・祝日は完

全休日とすること。

⑤港湾の労働災害防止および福祉施設についての、抜本的な対策を国の財

政援日1Jを含めて確立すること。

(4) 「輸送革新」P112、1967年、大阪商船三井船舶調査室。

(5) 前掲書、第7章、P、109～111、なお balecubicは船舶の積載純貨物容
；駐をあらわし、その単位は、

（吃水船の長さ〉×（巾）×（ウエザー ・デッキ迄の深さ） = 1キュピックであ
l 0 0 

る。荷役作業率は longton I gang hourを用いる。580,000 cubicは、貨

物積載量 7,632ロングトンと試算されている。

的） 「港湾産業の発展のために」所収 「海運業における港湾産業の重要性」 p

49～50、織田政夫氏、1967年、港湾産業研究会
(7）前注、織田政夫氏論文によれば、 「ニュー ヨーク定期では図に示すごと く

所要航海日数に占める港湾停泊日数は33%で、その半分は荷役の行われてい

ない純然、たる停泊日数である。また同航路を日本内航と北米東岸内航とに分

けてみると、北米東岸の43%に対し日本内航の停泊日数の比重は80%と箸し

く高く 、わが国港湾の極端な低生産性に驚かされる。またこの図から港湾問

題が米国てt主人件費の割高による荷役資の引下げにあるのに対し、わが国で

は主として船舶速発にあることがわかるn 」 P55、と指摘、日木では特に港

湾停泊日数が問題だとされる。

(8）前掲大阪商船三井船舶調査室の 「輸送革新」によれば、すでにコンテナに

よって武装したアメリカ海運資本の日本進出が、 「黒鉛」来攻的脅威を現実

に与えていることを記録している。とくにベ トナム戦用の米国軍需物資輸送

をコンテナによって運送しているシーラン ド社 Sea land、 u. sライ ン
United States Lines.マトソン社 Matson が恐ろしい。ベトナムに今片荷

運航をしそれだけですでに採算上ベイしているので、復航の途中白木に寄港

することになれば、その述貨はダンピングしうることにもなり、叉赤字にも

耐えうるからである。

(9) 高見玄一郎氏は次のように指摘されている。 「コンテナ リゼーショ ンとは

端的にいって、港湾におけるhandlingcostを機械という他の手段によって

置きかえることである。……在来のブレーク ・パノレク方式の荷主から荷受人

までの海陸輸送において、港湾におけるステベ費およびその他の貨物費は、

総輸送コストの約509杉を占めている。 この大部分が人件費で、あって、多くの

12一



場合人件費は、生産性の拡大を伴わないて‘上昇する。このヂ盾を切ることが

コンテナリゼーγ ョンの日的とされる。 」

高見玄一郎氏 「流通近代化とコンテナリゼーション」 「港湾経消研究J

No. 5所収、P27、1067年

側 前掲アメリカの海上貨物輸送会議のレホート 「ユニ ット貨物の海上輸送」

をみると、荷役のギヤング桝成はホールドマン8人、ウインチマン2人，ス

リングマン3人、ヒーター（エープロン）1人、シグナノレマン1人、 フォアマ

ン1人、 トラクター ・ドライバー 2人、チェッカー 1人、計19人でlシフト

sr時間労働となっている。（P35）現在のn＊の船内荷役のギヤング ・サイズ
とは大差がないが、 その内容において変化する。然、し、 ~するに人員縮減は

ギヤング数の減少という形で行われるであろう。放にギヤングをもてるかも

てないかが港運企業経日の法木的条件になり、 このことと関辿して、人員整

理がイコーノレ企業数の整理という結果を生む可能性が生れよう。

帥現行商法に作業請負の規程が堂々 と存在するが、 これこそ労働請負で・あっ

て、職業安定法第44条の労働者供給業禁止、労働基準法第6条の中間搾取禁

止規定と真向から衝突する。商法の 「前近代性」ともいうべきか。

間昭和34、5年以降の高度成長期の実現が、労働力過剰経済から労働力不

足経済へと日本経済を変質せしめたとの所説を聞くこと久しし、。然、し、港湾

のJI雇依存度が減少したということも叉一向に問かなし、。
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都市化と港湾の近代化

はしがき

1. 港湾と都市の基本的関係

2. 都市化の地域的拡大と港湾の問題

今 野修平
（東京都港湾局〕

3. 都市化による経済および都市の地域構造の変化と港湾

4. 都市社会と港湾の近代化

5. わが国における都市化と港湾近代化の要因剖問題の共通性

結び

は しが き

都市問題は20世紀後半における人類最大の問題の一つであるといえるが、

このように都市問題が大きな問題となったのは、激しい勢いで進んでいる都

市化（Urbanization〕 によるものということが出来る。激しい都市化の波

は、日木も例外ではあり得ず、戦後の都市化の進行は、海外諸国に劣らない

勢いでなされており、その結果新しい地域較差問題、人口流動、産業構造の

変化、過疎過密i問題等々多くの問題が、都市自体が持つ都市交通、公害、住

宅、財政、自治等の一括したいわゆる郁子11問題と共に表面化あるいは深刻化

してきている。

このような社会の新しい動向と問題の所在に刈して、社会学、J也Jill学、経

済学等の多方JffJの分野でー従来取上げてきていることは、この問題の広汎さと

重要さを物部っているものといえる。この結果都市化そのものは各視点より

の把握がなされ、あるいはその現象が類型化され説明されている。そこで本

稿では都市化そのものについて論じる必要はなく 、むしろ都市化による諸現

象が港湾にとっていかなる影響があるのか、特に現在の港湾、が最も大きな課

題として、否応なしに直而している近代化にとっていかなるものであるのか

を考察する必要があるものと認識して居り、本稿の「l的もそこにあるといえ

- 14 -



る。

都市化と近代化は社会学での定義を待つまでもなく 、木質的には同意義で

はない。近代化が歴史的法則性に裏付けられたもので、封建社会から資木主

義社会への歴史的移行てあるという歴史学ないし社会学での定義づけから考

えて、港湾の近代化も港湾社会の持つ封建｜生（以後近代化という語に対応し

て前近代性という語を使うことにする〉からの脱皮と考えてよいものと思

う。これに対する都市化は、非都市的社会（例えば農村社会〉から都市社会

への変化てあり、都市自体は封建都市に代表される如く、資木主義社会と直

接、絶対の関係で存在するものではないから、都市化は必らずしも近代化と

は結びつくものとは言い切れないのである。

しかしわが国において都市化が社会問題化したのは、第二次世界大戦後で

あるといってよい。このように都市化それ自体が最近において問題となった

ことは、当然都市の近代化と深い関係のある問題であることは否定出来な

い。都市化は都市の近代化と置き換えられるものではないが、都市化は近代

化を考えずにはあり得ない問題であり、問題への対処も近代化の方策なくし

ては意味の少ないものであるということが出来る。

このような意義を有する都市化が、港湾の近代化と無関係で、あるものでは

なく、むしろ都市と港湾の密着不可分の関係から、港湾の近代化を考えるに

は都市化との関係を充分に考慮しておく必要がある。特に都市化の勢いは全

世界的であり、人類最大の問題の一つで、あるといわれるように広くかっ大き

い波である。この港湾成立の基盤である背後の社会を洗う大波を港湾が受け

ないわけにはいかないのである。既にわが国の工業化と港湾の工業化 （主と

して臨海工業港の発展）が一体となって行なわれている前例をここにあげる

までもないことである。

以上のことから都市化と港湾の近代化の｜珂係について、特に港湾の近代化

に都市化がいかなる影響を与えているのかを考察、解明することを目的とし

て、木稿を草する次第である。問題は極めて大きく、複雑であり、木稿で指

摘し得ることが、この大問題の全てであるとはとても考えられない。問題の
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本質からかなりの距りがあるやも知れぬが、あえて問題提起の意味も含めて

木稿を草し、 諸先学の御指導と御教示を仰ぐ次第である。

参考文献

遠藤湘吉『戦後日木の経済と社会』筑摩書房1966

木内、 山鹿、清水、稲永 『日木の都市化』古今書院1964

柴田徳衛『現代都市論』 東京大学出版会1967

磯村英一『都市社会学研究』有斐r1mgss

1. 港湾と都市の基本的関係

港湾は港という字が示す如く、水（サンズイ〉と巷（チマタ＝街の；音、〉の

合するところであり、地理学における都市集落の成因よりの分類の中にも、

港町ないしは港湾都市があるように、港湾と都市は笹接不可分の関係がある

といっても過言ではない。港湾、は港町ないし港湾都市で示されるように、都

市形成の要素として、工業、商業、政治行政機関、教育機関、宗教、交通機

関、漁港、鉱業等と並んで重視され、古今東西を間わず、幾多の都市を育成

発展させてきている。神奈川の開港以来の横浜港の発展が、今日の横浜を育

てあげたのはその好例で、あるといえよう。

このように港湾と都市の基木的関係として第一にあげられるのは、港湾が

都市形成の要素となっていることである。これはいうまでもなく、港湾が一

つの経済の場と して、特有の経済活動を行ない、人口を培養していけるため

であって、交通施設と しての港湾があることによ り立地している港湾産業、

海運業、商業および関連工業等一連の港湾経済が、都市の経済活動の核とし

て、あるいは重要な役割を果している場合である。厳密な：官、味で‘の港湾都市

とは、都市の経済基盤が港湾、経済におかれている都市をさすべきであり、単

に都市域の中に施設としての港湾があるだけで、港湾都市と呼ぶべきではな

いと考えている。

しかしながら港湾の経済活動が、港湾都市の経済基盤となっている形態

は、大分して二つの形態があるものと考えられる。その第ーは港湾が流通経

済の場としての本来的経済活動が直接都市の経済基盤をなす場合で、あり、第
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二は港湾が他産業の経済活動の場として十二分に利用され、しかもその利用

している産業がその都市の経済基盤をなす場合で、港湾が間接的に都市形成

要素として大きな役割を果している場合であるといえよう。前者の場合は従

来いわれている港湾都市であり、大阪、神戸、横浜等の大都市から地方の港

町までその例は枚挙のいとまがない程あり、後者の例としては臨海工業都市

や青森、函館のような総合的な交通都市、および港湾の機能、性格が根本的

に異なるが軍港所在の都市等をあげることが出来よう。

この他に港湾としては避難港、鉱石積出し港の一部、フェリ ーボート港の

一部等が施設ないしは入港船舶、取扱貨物量等で大きな数字を示すものの、

港湾経済活動としては低いため、これらの港湾では都市形成に大きなカとな

っていない場合が多く、すでに記したように、施設としての港湾の所在が必

らずしも都市と結びつくものではない証左となるものといえよう。同様の傾

向は臨海工業の一部にもみられるものであり、港湾都市というには疑問のあ

るものといえよう。

しかしながら一般には、港湾は都市形成要素として大きな役割lを持ち、そ

の点で密接な関係があるといえるが、もう一つの関係としては、都市の持つ

経済力が水運との結びつきを求めて港湾を建設発展させる場合があることを

指摘出来る。東京港や名古屋港はこのような基本的な両者の関係から建設さ

れ、発展したものであり、封建都市においても、江戸と江戸湊の関係や運河

で塩釜港（当時千賀補〉と結びつける努力をした仙台等はこの例であるとい

える。

実際には以上二つの相互作用が相関連して、港湾が所在する都市と港湾の

盛衰に影響していると考えられる。以上のことから、都市と港湾の基本的

関係に二つのものを認めることが、出来るがいずれも極めて密接な関係であ

り、当然、のこ とながら都市問題は直接港湾へ、港湾問題は都市自体の問題と

して影響し合う関係にあると考えられ、港湾計画、港湾財政、港湾行政、港

湾産業等もそれぞれ都市計画、都市財政、都市行政、都市の産業構造等と一

体となって考えるべきものであるといえよう。



参考文献

有末、柾、青木『交通地理学』大明堂1968

この中で拙稿の第6章E「都市開発と港湾」において詳述しておいた。

2. 都市化の地域的鉱大と広域港湾問題

都市化の定義を狭義に解すると ruralな地域から urbanな地域へ、そし

で urbanな地域からより urbanな地域への移行であり IJ それらは大都市

型都市化、地域中心型都市化、 工業化型都市化、在来工業化型都市化に類型

化が試みられ？）他の観点よりも考察が進められているが3）、結果的には市街

地の地域的拡大（UrbanSprawl) と人口および資本の集積をもたらしてお

り、わが国の場合は、かなりの問題を含みながらも大都市地域への人口集中、

東海道メガロポリスの形成等の現象となって表われているの。しかしながら

これらの現象は，いくつかの地域的特徴を有していることが指摘されてい

る。すなわち、都市化は都市の規模の場からみると一般に大都市ほど激しく、

第1表市町村人口規模別動態 （昭和30年代〉

｜増加 1人.000口人 ｜増減率%｜｜ 構 成比% 30年～40年

30～ 35～ 30～ 35～ I 増減率（年%〉
35年 40年 35年 40年 I30年 ，10年

給、 数｜ω 4863 4. 7 5.2 100 1 l, 0 

l…上 I2制 i626 I 17. 5 9. 1 15. 9 16. s I 3.9 
50～100万人 377 715 1. 6 3. 9 2.3 

30～50 502 639 13.2 13.8 -1.2 5.3 1. 1 

5,3 1. 5 

10～20 863 1 575 9.5 16.8 10.1 11.1 1. 0 

5～10 470 891 4.6 8. 4 11.5 11.6 0. 1 

3～ 5 188 221 ' 1. 6 10. 8 I -2 1 

2～ 3 -121 44 -1. I -0 7 8.0 6.7 -13 

l～ 2 I -520 609 ー 31 ー 04 19. 1 14目2 -4 9 

0.5～ l 10. 1 8.8 -1. 3 I --420 -789 , -4. 7 -8. 3 

0. 5万人以下 -67 -193 -5 6 -13. 4 1. 4 1. 3 -0 1 

（国勢調査より〉
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地方小都市はかなりの規模の都市までその絶対人口が減少しており、人口集

中地区 (DID) を例としても、D I D人口50,000未満のD I Dは、昭和

35年と昭和40年の比較においても、数の上では増加しているものの人口の割

合は減少し、大都市への集中を物語っている。 人口集中の核となっているの

第2表人口集中地区 人 口の動向

人口集中地区設 1 ｜ 
定市町村数 ｜ 人口集中地区人口 ｜人口の害恰%

人口階級 l昭和4吋昭和35年 H召和40年 昭和昨 ｜昭和岬！昭和35年

50.000以上 ！ 別 I 山 i 37, 36刊 01川
I (147〕Ic121) I (37, 29臼94)(31, 070, 381〕I(83. 6) I (80. 4) I 

50.000 未満コ；了｜ゴ~I三孟玉工｜三ヲ見9，石0 1ヲFγ五了；
(391) (398〕（7,306, 116) (7, 578, 276〕I(16. 4〕I(19. 6) I 

（ 〉 内は市部 「わが国の人口集中地区」より

は、東京、名古屋、大阪のMetropolisが主体であり、これについで、地方

中心都市の札幌、仙台、広島、福岡を認めることが出来るが、東京、名古屋

大阪を中心とする首都圏、中京圏、阪神圏の各MetropolitanArea （大都市圏〉

第3表 三大都市圏および地方主要都市の人口集中地区人口

＼＼＼都市 三 大都 市圏

年次 ~－－－－ 1 総 数 ｜京浜とその周辺；名古屋とその周辺l阪神とその周辺
昭和 40年 28, 300, 603 ! 15, 683, 437 3, 063, 997 I 9, 553, 276 

昭和 35年 l2印 1,900 I山山14 I 川 9,973I 7,85 
＼＼、 担7 士 要都市（35万以上〕＼＼＼ 都市 ' 
t 』＼＼＼｜ ... ＇ 札 幌福岡 ｜広島 ｜仙台年次 ＼＼｜ ｜ ｜ 

昭和 40年 I891, 031 668, 777 572, 332 I 473, 587 I 373, 524 

昭和 35年 I 798, 942 496, 402 5竺866」竺.＿99斗三竺：979
「わが国の人口集中j也区」より

が圧倒的な大きさを示しており、三地区のDI D人口で、2,830万以上と全国

人口の約28%をしめ、 しかも 5年間に約 500万人の増加をみている。全域人

口ではさらに全国の約幼児に当る 4,066万という数を示しているめどとく 、
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極めて特定の地域への集中現象で、あるということが出来る。

このような特定の地域における顕著な都市化は、これらの地域における港

湾に大きな影響を及ぼしている。すでに筆者が指摘したように、わが国の港

湾貨物はこれらの大都市圏の港湾に年々集中してきており、これからはずれ

る地域の港湾は、年々その比重を低下させてきている6）。港湾においても明

らかに大都市圏への集中を物語っているといえる。

このような急激なる都市化の結果、すでに東京湾、大阪湾ではその海岸

線は大部分が市街地と化し、巨大な連担市街地を現出している。景観的機

能的にはすでに完全な一つの Metropolisとなり、 ここに旧来の種々の 制

度との聞に大きな矛盾を露呈化しつつある。具体的には広域行政や都市財政

都市交通等が問題化しつつあることは、いずれもこの激しい都市化によるも

第 1図連担する港湾区域 （東京湾〉

東京都

ホ
弓

干葉県

20ー

のと f~平してよい7） 。 以

上一連の都市問題と全

く同じ現象と同じ性格

の問題をこれら地域の

港湾が呈していること

は極めて注目すべき問

題であるめ。東京湾、

大阪湾では、すでに港

湾区域が連担し、湾内

の海岸線は大部分港湾

区域に指定され、膨大

な埋立地造成と港湾建

設が進んでいる9）。景

観的にも港湾施設の配

置からみても全く連続

し、機能的には湾内の

工業港、外貿定期船港



第2函連担する港湾区域（大阪湾〉

基三一F

一
神、」

果庫丘ハ

戸西尼I
屋宮崎＼
；巷＼...............〆

ご／丈阪港
＼ 
作

句 、
J港

泉北：巷，二七

岸和~i巷ヘ

， _ __.., 
大
阪
湾

ル
J
／
／
 

内貿港の聞でそれぞれ

｛大量の貨物の流動が認

jめられて、各港がそれ
｛’  ぞれ機能分担している

ことは、港全体で背後

の地域経済への窓口と

して一つの港湾を形成大

阪

府
しているとみることが

出来るのであって、ま

さしく大都市圏に対応

する新しい港湾として

の大都市圏港湾がそれで、あるといえよう。

このように背後地域の都市化に対応して、港湾もこれに鋭敏に対応してき

ているこ とは、 今後の大都市圏の動向が、これら地域の港湾の将来を暗示す

るものであり、大都市圏が抱えている問題が何らかの形で港湾に反映し、 そ

の問題解決が新しいl時代に対応する港湾への発展＝港湾の近代化のためにも

必要不可欠なものとなっているのである。以上の観点よ りみた都市化がもた

らす港湾の近代化問題は、広域行政に対応する広域港湾問題とこれに関連す

る港湾管理問題（PortAuthorityについての検討等〉 、広域的都市計画に

対応する新しい港湾計画、人口急増あるいは都心空洞化等により問題となっ

ている新しい都市財政問題に対応する港湾管理者の財政問題、都市交通問題

と臨港交通施設等をあげることが出来る。以上のように現在港湾が直面して

いる近代化への問題のいくつかが、都市問題との関連においてはじめてアプ

ローチが可能なものがあり、またこれがない時は単なる一部の合理化に終始

してしまう可能性すら有しているといえる。これらの問題は一括して広域港

湾問題として解決されるべき問題であり、広域港湾の誕生が単なる地域的な

広域であるだけではなく、内部gの構造的なものの近代化を伴なう広域港湾と
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なることがl旬、近代都市への都市化に対応出米る唯一の方法であり、要求せ

られている課題である占考えられる。

注 (1) 木内、山鹿、清水、稲永『日本の都市化』古今書院 1964

(2) 高野史男 「都市化の類型と概念規定」地理学評論 32巻12号 1959

(3）石水照雄 「中央都市の都市化と地方都市の都市化」木内他 『日本の都

市化』1964

住）大野隆男「現段階の都市問題」経消 43号 1967m日本出版社
(5）総理府統計局 『昭和40年国勢調査わが国の人口集中地区』 1966

(6）奥村武正・今野修平 「東京湾における広域港湾計画に対する一指針」

港湾経済研究 5号 1965

(7) 吉岡健次『地域開発と地方財政』東洋経済新報社 1965

(8）伊坂市!l)J「東京湾における海運・港湾事情の変貌」産業構造と交通

交通学研究 1966年研究年報

(9) 運輸省港湾局『東京湾港湾計画のj高木構想』 『大阪湾港湾計画の基本

構想』 1967

日印 北見、寺谷、柴田、l白波、松木秘『港湾運主？の実証的研究一一大阪湾

諸港の現状とその広域的運？与を対象として一一』日本産業構造研究所

1966 

3, 都市化による経済および都市の地域構造の変化と港湾

都市化時代における人口と資本の大都市地域への集中は、当然のことなが

ら経済現象と密接な関係を有している。都市化は世界的にも経済発展度と相

関して、経済水準が高い国ほど都市化が進む傾向を示している I)c一方わが

国の都市化は、経済の高度成長とも｜掲連を有しながら、その要因は工業化と

も深い関係を有してはいるものの、大都市の都市化はむしろ第三次産業であ

る管理中枢機能の集中、言い換えれば資本の集中に基因するものであり、そ

の背景は資本主義の発展により、品業小生産者が賃金労働者へ転落すること

によっておきた由民の分解があるものとみて良い2）。一般的には地方中心都

市以上の都市化は第三次産業と関連を持ち、地方都市においては工業化との

関連において都市化が進んでいるといえるから、それに応じて各都市の経済

活動が変化しているとみてよい。このような都市の経済活動の変化は、当然都

市と密接な関係のある港湾に大きな影響を及ぼしている。すでに工業の比率
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が年々低下して、 第三次産業の集中が顕著な東京の場合は、東京港の取扱貨

物が工業原材料の減少と消費財の増加という変化を示しており、同様な傾向

は大阪港名古屋港でも認められる現象であるめ。このような都市経済の変化

に対応した港湾で、の取扱貨物の変化は、 当然のことながら港湾の施設利用、

港湾施設の運営、港湾産業等に微妙な影響を与えており、さ らにこれが進行

するときは、港湾の性格および体質の改善にまで発展することも充分に考え

られてくる。

次に都市化の進行は都市内部における地域構造の変化をもたら してい る

が、これがかなり急速に行なわれるため、位置的に、施設的に勤き得ない

港湾施設とこれに隣接する港湾機能地域は、当初の立地条件を失って、新た

な地点への立地を余儀なくされてくる。も ともと都市内部での産業の地域的

配置は、事11心を中心として同心円構造で説明されており、その中で港湾は都

心を取囲む中間地帯に立地すべきであるといわれているの 。しかし都市化が

第三次産業の集中て‘おきていることは、CB D (Central Business District) 

を中心とする都心の膨張に他ならないから、従来中間地帯であった所が都心

となる変化が表われ、経済活動が変化する。このような都市内部の地域構造の

変化は、港湾の立地条件に影響して港湾地帯の地域的移動と施設の再開発、

利用目的の変更等の問題が起きてくる。ニューヨーク港では既に遊休化して

きた港湾区域すらあり5、わが国で、も大阪港の再開発や東京港の河川利用等

でこの問題の一端を覗かせる現象を認めることが出来る6）。都市化の進捗に

よる港湾の地域的再編成は、都市内部の産業の動向とこれに関連する都市再

開発とも闘係して進行しており7）、 港湾にとってかなりの圧力となっている

といえよう。

次に都市化により都市が膨張し、しかも第三次産業を中心に都市化が進行

し、 都市の地域支配力が強化してくることは、地域の経済拠点と しての都市

となることを意味している。これは都市が流通の中心としての性格を強める

ことであるが、当然この場合は港湾が一つの中心地になることでもある。か

くして都市に集中する港湾貨物は、流通機構を経由する製品または直接消費
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財が主体となり、工場崎頭に揚荷出来ない大量貨物が生じ、しかもこれが背

後の陸上輸送とも結びつき、さらには都市内部における産業の地域構造、貨

物輸送としての都市交通網と結びつく必要が生じてくる。ここに新たな効率

的港湾施設の成立条件が整えられることになる。わが国の貨物別専門局頭、

航路別専門埠頭、さらにはリース方式の湯頭が成立し、または計画されてい

る基本的背景は、都市化に伴なう以上の様な経済動向によるものと解せよ

う。 しかし経済の発展と港湾管理の近代化を考え合わせれば、現在の物資別

専門陣頭等で満足すべきでないことは当然で、新しい経済発展に即応した経

営、運営、営業形態があるべきで、ここに近代的ターミナルオベレーターま

たは埠頭業の成立すべき意義と必然性が存在するといえようc その意味では

現在の港湾、産業のより成長した形態で‘の誕生の一因は、都市化によるところ

が大きいものであり、経済の発展段階に応じたものであるべきことは、アメ

リカの例8)からも言えるのではあるまいか。

注 (1）柴田徳衛『現代都市論』東洋大学出版会 1967

(2) 吉岡健次『地域開発と地方財政』東洋経済新報社 1965

(3）今野修平「大都市港湾の現状と問題専J産業棒造と交通交通学研究
1966年年報

(4）木内信蔵『都市地理学研究』古今書院、1956

(5）江端正義「アメリカにおける大都市並びに港湾事情について」 産計資

料420号産業計函会議1966

(6）今野修平「東京におけるはしけ依存地域」東北地理17巻1号1965

(7）今野修平「港湾における都市再開発の問題」港湾経済研究4号 1966

(8）喜多村昌次郎 『輸送革新と港湾』港湾経済研究所1968

4、 都市社会と港湾の近代化

広義の都市化には当然、のことながら都市を構成する個人の都市化、すなわ

ち都会人としての人間意識の変化と、割〉市社会の近代化と絡む都市社会を構

成する集団の変化等地域社会の都市化の二つがあるものと考えてよい1〕。一

般的には都会人と しての意識は、 農村のそれに比して極めて合理的、個人主

義的、コスモポリタニズム的等の特性を指摘されているの。 これらの都会人
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の各集団が、一時的、 画一的、開放的、異質的な社会である都市社会めを構

成するわけで、都市化はこれら個人および社会のより都市的な変化の動きで

あるといえる。

従来のわが国の港湾の社会、特に職場集団と しての港湾産業従事者の社会

は、極めて都市社会的である反問、多く の農村社会的特徴を残存していたこ

とをあげることが出来ょう。これは港湾産業の社会的基盤は、あくまでも都

市社会にありながら、都市化の影響を強く受けざるを得ないような状態でい

ることを意味するといえる。このような二面的性格ほ、程度の差こそあれ、

わが国都市社会の特性で‘あって、何も港湾の社会に限ったことではないが、

完全に都市化し切れない社会であったことは、農村との関係にその一因を求

めることが出来ょう。わが国の大都市居住者の大部分が、郷里を持つ地方出

身者であることは、従来の都市の産業が、その労働力の供給を農業を主とす

る第一次産業に求め、さらに資本主義経済の宿命ともいえる景気変動への対

応として農漁村を利用し、今日の経済成長に至ったこと等のi長漁村との強い

結びつきが都市の社会基盤の一つであったことの影響が強いものと考えられ

る。 とりわけ港湾産業の場合は、その中心となる労務者は、過酷な肉体労働

と特殊な労働条件下にある交通労働者の一員として、多かれ少なかれ品業と

結合した前近代的労働者で、ある4）ことは、その出身地からも伺い知るこ とが

出来5.6）、 必然的にその社会は出村的性格がかなり残されている7）ことが推

察されている。 このよ うな社会の特性のうち、 前近代性の残存がー ，~f~港湾に

おいてみられた港湾労務者の前近代的管恩とその社会であり、非都市的社会

の典型例が港湾産業における血縁的関係等で認めることが出来るめ といえ

ょう。

従来の港湾社会の基木的構造は、若干の具体例でも説明したようにその一

部ではあっても以上のような而が認められるが、今後においては従来の 農

村との基木的な関係が、都市化によって、根本的に崩されることが考えられ

る。すなわち、都市化の進行は人口の都市集中を極度に進めており、近い将

来は都市人口が90%にも達するのではないかめとさえいわれている時、従来
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のような潜在失業者の温床であり、かつ労働力の供給源であった農村が、 都

市近郊から次第に遠隔地に求めていた1のものも遂には不可能となり、 新しい

労働力の供給源は否応なしに都市に求めることになって、農村との関係は断

ち切られるものと思われる。これは結局都市で生れ、都市で育った都会人が

港湾社会の主流をしめることであり、港湾社会の基本的構造の都市化である

ということが出来よう。

一方内面的にもマスコミ の発達、生活程度の向上と安定、都市生活の経験

等から、 従来の港湾労務者を中心とする港湾人の意識も急速に都市化が進行

し、港湾社会全体の都市化を大巾に進められるものと考えられる。その結果

は港湾社会が持っていた従来の排他的、同質的等の出村社会的性格が次第に

薄められてくるものと考えてよいであろう。

しかしながらこのような港湾社会の都市化は、港湾の近代化と密接不可分

の関係であり、近代化を伴なわない都市化であっては大きな意義を有しない

といって良い。労働者の血縁的、地縁的関係による供給や、一族郎党による

経営者層の構成等が表面的になく なり、 意識的にも都市化が進んだとしても

労資関係、賃金体系、人事管理、営業活動、教育訓練等あらゆる分野の体制

的近代化11,12, 13）ーーその根底は港湾人の近代化意識であろうーーがなければ

ならないのである。だが内外岡而からの港湾社会の都市化は、港湾労働問題

を中心として港湾産業の体質改善、港湾行政等大巾な分野に亘り、その近代

化への大きな力となることは否定し得ない事実であろうと思われる。

注 （1) 遠藤湘吉『戦後白木の経済と社会』筑摩書房1966

(2）磯村英一『都市社会学研究』有斐閣1959

(3) 福武直『講座社会学、家族・村落・都市』東京大学出版会1967

(4）富永祐治『交通における資本主義の発展』岩波書店1953

(5) 山鹿誠次 「東京港における水上生活者の生成」地理学言平論23巻 7号

1950 

(6）徳田欣次「港湾労働の近代化条件について」港湾経済研究4号 1966

(7）今野修平・竹田隆「東京港における港湾労務者の居住に関する地域分

析」 一一未定稿一一東北地理学会発表1968

(8) 大手内航定期運航のK社の場合、海運と寄港j也の港湾運送業計4社の

社長は4人兄弗であるが、このような形態は Kf:上に限ったことではな
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し、。

(9) 国民生活審議会 『将来の国民生活像一一20年後のビジョン』大蔵省印

刷局1967

附菊地利夫 『労働力給源地帯としての東北地方』科学技術庁資源局 1963

仰 喜多村昌次郎「港湾労働の基調」港湾経済研究4号1966

02）北見俊郎「港湾、における輸送体制の近代化」産業構造と交通 交通学

研究1966年研究年報

湖北見俊郎 「輸送の近代化と全港湾輸送体制」港湾経済研究5号1967

5, わが国における都市化と港湾近代化の要因と問題の共通性

昭和30年代におけるわが国の高度経済成長に、港湾が果した役割は極めて

大きい1）が、 一方この時期における都市化も極めて激しく進行した。都市化

が人口と資本の都市への集中という結果を示 しているこ とは、人口につい

ては第1表に示す通りであり、資本については東京への企業の集中が金融業

が最も高くわしかも東京の都市化の主役が、本社機能で代表される管理中枢

機能であるめといわれていることでも明らかである。このような管理中枢機

能の都市集中が都市化、特に大都市の都市化の原動力であるとみるならば、

管理中枢機能は当然のことながら、工業を主役とする生産力の伸長の裏付け

により拡大したのであるから、都市化の基本的要因は港湾が大きな役割を果

した高度経済成長に求めることが出来るのである。もちろん、都市化は世界

的現象である以上、この他にも多くの要因があると思われるが、少なくても

高度経済成長が都市化の一因であるこ とは、都市化の日木的特徴として考え

られるこ とである。特に日木の都市化が独占資木の肥大化4）と関連あること

は、大資本中心の高度経済成長と密接な関係があるものとみることは、至極

当然のことである。しかしながら、都市における管理中枢機能の集中の要因

は、都市における集積の利益にあるとされるが、集積の核となっているもの

は権力の中央集中に求められるのではなかろうか。江戸時代の封建都市の形

成要因、明治維新以後の東京の膨張と中央集権体制の関係は、現在もなお新

中央集権主義体制の下にある政治経済と資本の結びつきを核としての集積で

の膨張となっており、これが首都（中央政府〕移転論や、筑波山麓研究学園
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都市計画への批判が生じる論拠となっているのである。

一方、以上のような都市化の一因となった資本の動向は、高度経済成長が

急速に進んだ昭和30年代後半になると、都市の公共施設一一社会資木の不足

が、その活動に大きな臨路となり、都市問題の解決を求めつつ港湾の合理化

を要求してくることになる5）。その結果、各地に大規模な港湾の建設が進む

と同時に、物資別専門舛i頭、航路別専門局頭等の施設改良に基づぐ合理化に

力を注ぐが、人間不在の合理化は充分にその効果を示さないため、遂に港湾

労働法の制定、港湾運送業の集約化等一連の港湾近代化の方策を講ずること

になったとみることが出来る。このような強力な上からの近代化が港湾に強

要されてきたことは、一聞においては港湾社会に残存する濃厚な前近代性

（上から強要することがすでに後進的なあり方である〉と、他而においては

都市化の要因となった大資本中心の経済の高度成長の組合わせであると考え

ることが出来るのであり、港湾の近代化が経済発展の中で‘当然行なわれるべ

き問題であるとはいえ、その要因から考えて、近代化が大資本中心の合理化

にすりかえられる危険性も充分考えられるのである。丁度、土地の高騰によ

り遠郊へあるいは劣悪狭院な不良住宅に押しこめられている例でも判明する

ような、市民の犠牲によ り進行している都市化ないしは都市改造による都市

の近代化と、 全く類似の形態での港湾の近代化の可能性があるところが、最

も大きな問題であり、その問題の大きさは、都市化とそれに伴なう都市問題

が大きな示唆を与えているものといえよう。

注 (1) 柾 幸雄「港湾」中西 ・広岡編『臼木の交通｜問題』ミネノレヴァ苫房

1967 

(2) 東京都『これからの東京一一20年後の展望』 1967

(3）東京都首都整備局『首都東京の機能と構造』 1964

(4) 柴田徳衛 『現代都市論』東京大学出版会、1967

(5) T]li掲註1および註4

結び

以上極めて不完全な断庁的考察ではあるが、わが国における急激な都市化

と強引に進められている港湾の近代化は、期するところ、その要因は全く同

--28ー



ーηものと考えられ、都市化と港湾近代化が持つ基本的問題も、性格的に極め

て類似しているといえる。この意味からも港湾の近代化は、都市化による都

市問題の中に大きな示唆を求め得ると同H寺に、港湾近代化の中での具体的問

題、例えば広域港湾問題、港湾管理問題、港湾管理者の財政問題、港湾労働

問題、港湾産業の近代化問題、港湾、の地域的再編成問題、港湾計画および再

開発問題等が何らかの形で都市問題と深い関係を有しており、しかも急激な

都市化の影響を受けていることが明らかとなって、 ~l1j者の｜謁係を充分に理解

しつつ近代化と取り組む必要があることを物語っているといえよう。
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苫小牧港 における 専用船 の実態

はじめに

松 沢 太郎
（苫小牧港管理組合）

現在、北海道において重点施工中の苫小牧港は、荒涼とした砂浜と火山灰地

を人工的に掘り込んで港をつくり、そこに商港と臨海工業地帯を造成しよう

とするもので、 外海に張り出された東西両防波堤は、延長約 2,400m、内陸

部に掘り込まれる港内水面積約I)420万mヘ公共岸壁延長約3,900m (24パー

ス〕 、臨海工業用地2.500万m2、を擁する一大工業港である。

今から18年前、未着工当時の苫小牧海岸は、ただ果しな喝く続く不毛の砂

丘で、2）石JIll原木の 「砂山の妙に腹這い、初恋の、いたみを遠くおもい出づ

る日」の砂山もちょうどこのような砂浜であったに相違ない。

今日、その砂浜に大規模な港湾が建設途上にあり、しかも漸く工程3分のl

程度にして道内では室蘭港に次ぎ釧路港と肩を投ベる港に成長したことは、

まさに今昔の感にたえぬものがある。

さて、苫小牧港の昭和42年における入港船舶は2.891隻、取強貨物は593万

tで、前年対比はそれぞれ143,148と著増した。

また、臨海工業地帯への企業立地動向は、38企業（所要用地637万mりの

進出が決定し、 大規模なものとしては、日本軽金属アノレミ ニウム工場（アノレ

ミニウム製錬11.6万t／年、電極6万t／年生産〉 、共同火力（25万KW2基〉 、

出光興産油槽所 （14万KL）、 日の出化学（熔成燐肥10万t／年生産〉等があ

る。 これらの工場群が稼働すれば、年間取扱貨物量は 2,600万t／年となり、

現在の室蘭港、四日市港を凌ぐほどの飛躍的な発展が予想される。

活発化する北海道の移出入とその変化

昭和34年から40年にかけて、北海道から道外府県に対する移出入総量は3〕
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1. 805万tから4>2, 969万tと65%の増加を示した。この増加率は5）道民所得の

伸び、名目で2.2倍、実質で・i.8倍の増加よりは下回ったが、このことは移出

品の大宗である石炭の増加に比べ、製造業所得が5倍、第3次産業所得が2.

5倍（いづれも名目〉と異常な伸びのためのものであった。今後北海道の飛

躍的な発展がはかられ、北海道の風土に適した産業、生活、文化が築きあげ

られるとき、の およそ20年後の北海道経済について、 百十量経済学的手法によ

って予測をした結果によれば、昭和40年における移輸出入傾l兆1.294億円は

20年後には5兆9,000億円～7兆2,000億円と5.8～6.4倍に増大するものと予想

されている。

いづれにせよ、現在においても、また将来においても、北海道と他地域聞

の物資交流はきわめて大きいものといえよう。

前述のとおり、昭和34年対40年の移出入数量は1.65倍であったが、移出の

みについてみると、移出量合計で147.4の増加となっており、品目別では、

紙パルプ278、機械器具323と大幅に増加したほかじ鉱産物、石炭、石油製品

鉄鋼金属製品等がこれに次いでいるが、なんといっても移出数量の60足以上

を占めている石炭の移出動向が北海道からの移出の大小を左右するきめ手と

なる。

つぎに、移入についてみると、移出の対34年比147.4を大きく上廻って234.

8となった。品目別では、鉱産物307.8、石炭 ・石油、製品339.2，機械器具

316.3で、これに次いで林産物258.7，出産物154.7、水産物142,9，加工食品

160,2，紙ノ勺レプ191.5，鉄鋼、金属製品190.8等がある。

このよ うに北海道の移入が、いずれの品目も土援大し、全体的にみても、昭

和34年当時の移出量対移入量の比率が4,1倍にも達し、 あっとう的に大きか

ったといわれた当時から、今日（昭和40年）ではその比率2.6倍と縮まって

きた。すなわち、それだけ移入の方がより多く増加したので、このこ とは、

この間に道内市場拡大のテンポが他府県よりも早かったことに起因すると

7〕北海道経済白書は説明している し、 め小松氏も、国内市場におけるつなが

りが増大した結果で、あると指適している。
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苫小牧港の専用船と港湾施設

北海道の地理的条件よりみて、域際物資の交流がきわめて大きいことから、

北海道の今後の一層の発展をはかるためには、流通の近代化とりわけ海運対

策が重要な課題であるが、その一環としての船舶輸送の近代化がまづとりあ
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げられなければならぬ。船舶輸送の近代化の方向と しては、大量輸送の効果

を高める、ための専用船化、高速化が大切である。同時に港湾施設・機能が船

舶の専用船化・ 高速化に即応するよう計画されてし、なければならない。この

ことは私が苫小牧港に着任してきた昭和40年当時からの持論であるが、私一

人の微力で‘はなかなか思うようにゆかない。この小稿では p苫小牧港におけ

る専用船の実態と、果してその実態に即応するよう港湾施設が整備されてい

るかどうかについて卒直に解説してみたい。

9）わが国の内航専用船は、 455隻CGIT 432, 664t）で、また本道航運業者所

有の内航タンカーは12隻である。

苫小牧港に就航する専用船は第1表のとおりで、石炭専用船18隻、 （G/T

59, 504t）、車綱専用船14重 （GIT31. 684t）、セメント専用船5隻（G/T20.8

63t）、その他L.P.G専用船、内航油槽船等がある。

第1表専用船の現状 （苫小牧港就航分〉
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19 Iジャパン近海

19 ；奥村海運

19 同

19 ジャパン近海

18 泉汽船
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いま、第I表、第一2表の両三菱から、石炭と 自動車専用船の2者について、

いま少し検討してみる。

苫小牧港からの移出鉱産品は殆んど大部分が石炭で あり（60～7、必〉、

の

他
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山訂
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このうち専用船によって積み出される数量はおよそ8割である。一方、41、

42年年の両年について、 石炭専用船の入港延隻数をみると、 41年400隻、42

年566隻であるから、 両年とも一隻当り、一航海平均5千トン程度の積荷を

行ったこととなり、しかも短時間で積込み可能な近代的石炭ローダーを設備

しているので、苫小牧港は石炭荷役については専用船、石炭専用岸壁ともに

最も近代化されているといってよい。

i次に第2表の金属機械工業品のうち、移入品の大部分は自動車であり、そ

の数量は、41年3l3.084t、42年449,974tで、14隻の車綱専用船によって、 輸

送され、専用船の入港延隻数は、41年184隻、42年245隻である。道内の自

動車需要は根強いものがあり、今後の苫小牧港扱いの自動車移入台数は増大

の一途をたどるであろうから、自動車専用岸壁を設け、それより車綱流通セ

ンターに直結するよう配慮しなければならないであろう。

次に船舶の高速化であるが、苫小牧港に寄航する専用船の速力は最高15ノ

ット程度のものであるが、明年から名古屋、苫小牧間就航予定の「あおい丸」

は、船型2,620総 トン、 7給甲板で乗用車730台積み、速力19.5ノットで、「あ

いち丸」よ りは総 トン数でほぼ同様、車楠積載台数で約180台、速力で4.6ノ

ット大きく、名古屋、苫小牧間約36時間、月間7航海運航可能といわれ、国

鉄が将来、背画トンネノレの開通と全線電化による輸送力増強とスピー ドアッ

プをはかることに備えて、このような新鋭専用船が計画されているというこ

とである。このような近代的専用船のメリットは苫小牧港の施設の近代化と

歩調がそろって、はじめて生み出されるものである。いやしく も、積地、揚

地で滞船現象があるとすれば、船舶の高速化の意義は失はれる。

今後の専用船に関する課題

最近における苫小牧港をとりまく情勢をみると、次の 3つの問題が現実の

日程にあがろうと している、その問題を列記してこの稿を閉じることとする。

(1) 外航コンテナー専用船の伴う支船輸送の地域的配置の問題。

(2）原油大型タンカー受入れの問題。
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(3）輸入パノレプ、輸入チップ専用岸壁の問題。

これを要するに、カーゴ別専用岸壁の規模と配置の問題である。

（注〕 1) 一般に人造港は、その必業費のうち、堀込み費用はほぼ609杉の巨額を占

めるから、港内水面積を必災最少限度に抑えざるを得なし、。 したがって天然

の良港に比べると、港内被1壁面積は小さく、苫小牧港は室開港739万m2の60
%、小樽港406万m2とほぼ同様程度である。

2) 1885～1912 

3) 昭和36年8月北海道企画部「北海道移出入白書（昭和34年物資交易の現状〉」

4) 昭和42年9月、北海道港湾経済 4小松雄逸（北海道と道外との物資交流〉

5) 昭和42年度版、北海道企画部『経済白書』

6) 昭和43年2月、北海道企図f.11『ゴヒ海道経済の長期展望』

7) 〔前掲5〕

8) （前掲4)

9) 昭和42年度版、運輸省編『運輸白書』
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港湾 の経済的性格に関 して

（ー〉

柴田悦 子
（大阪市立大学〉

交通労働が生産的労働に属する理論的根拠に関しては、戦後わが国におい

ても数回にわたって交通生産説論争が展開されてきたl〕。 その中心的争点は

その根拠を生産物の使用価値の完成又は実現のために、交通労働一一場所的

移動一ーが必要であるとする「追加l的生産過程説」めと、交通労働そのもの

が空間的位置の変化あるいは場所の変更という有用効果一一交通用役一ーを

生産すると主張する「有用効果生産説」め であろう。

「追加1的生産過程説」の主張は、 「物の使用価値はただその消費によって

のみ実現されるものであり、そしてその消費は、その場所の変化を、したが

って運輸業の追加的生産過程を必要とすることがありうる」 （『資木論J国民

文庫版5分冊235ページ〉という『資本論』の叙述から導き出され、資木の循

環過程に組み入れられる商品輸送（労働力輸送も含む〉は、生産的労働とみ

なすが、個人旅行は非生産的とすることから「部分的生産説」の立場をとる。

これに対し「有用効果生産説」は輸送対象の如何に関係なく交通用役を生産

するのであるから「全面的生産説」の立場に立つ。

しかし、この論争は両者とも、部分的であれ、全面的であれ、交通労働を

生産的労働と前提した上での論争である。この意味ではマルクスが『資本論』

第二巻、 第一館、 第一章で・示 した運輸業の定式G-W<p~ · P-G・は、両
者いずれの立場からみてもその根拠として前提とされているのである。交通

労働に関しては、その根拠に若干の差異があろうとも、生産的労働に属する

という点においては、交通理論家の多くが認知したと考えられる。

一方、港湾労働は運輸労働の一部に属し、その労働過程の内容は輸送対象

の荷役積みおろし、再整理、荷さばき、包装、一時的保管、可動施設の運行・
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調整等を含み、可動施設＝運搬具による走行をその内容とする一般交通労働

とは異る。陸上における貨物駅構内あるいはトラックタミナーノレ内の諸労働

が、労働過程の具体的内容については、港湾労働にもっとも類似しているも

のの、陸上のこれら諸労働は、一般運輸労働過程の一部に組スれられて、独

立した経済母体を持つに至っていない。それはあたかも生産工場内に布設さ

れた工場内線路を走る トロッ コが、独立した運搬労働部門を形成しないのと

同様である。 そのため、輸送対象の荷役労働に関して， 一般交通労働の補完

的役割をその特質と規定する場合が多いが、港湾労働に関しては、単なる補

完的役割を持つのみではない。

運輸労働によって生み出される位置の移動という有用効果の価値は、他商

品の価値形成と同様に、その有用効果のために消費された生産要素（労働力と

生産手段〉の価値と、運輸業に従事する労働者の剰余労働がっくり出した剰

余価値によって規定される。港湾労働は、 場所的位置の移動という有用効果

生産過程の一部であるかぎり、港湾における荷役 ・保管のための諸労働は、

愉送対象である商品の上へ、ある種の有用効果としての価値を形成する。 こ

の場合、労働対象＝運搬対象に労働が対象化されない放に、商品の使用価値

に何ら変化の痕跡を残さないのは4）、交通用役生産の特質によるもので、港

湾における荷役 ・保管の諸労働もその例外ではない。港湾労働を交通労働の

一部として生産的労働とみなすのは、以上のような理由にもとづくのであ

る。

港湾、における諸労働が、海上輸送労働の部分と して存在していることは、今

更付言する必要もないが、陸上輸送から海上輸送へ、あるいはその逆へ、商

品の場所的移動を実現させるために、港湾労働は不可欠の存在なのである。

しかしここで重要なことは、港湾における諸施設は、その大部分が海運資

本の生産手段と して存在しているこ とである。防波堤、港域内航路、峰頭、

岸壁、倉庫、上屋、荷役機械等々港湾施設は、その主たる部分は海運資本の

生産手段として使用されている。ただし荷役・保管 ・再整理といった港湾に

おける諸労働が、その労働過程で独自に労働手段を必要とすることは当然で
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あるが、港湾労働（主として荷役労働〉の生産手段が港湾であるとするのは正

確ではない。港湾労働の中心的生産手段は荷役のための諸機械（クレーン、

フォークリ フト等〉と、運搬物の再整理・包装等を行う場所 （上屋、倉庫、

岸壁物揚場等〉である。

港湾における基本的諸施設は、直接的には港湾労働jに関係を持たない。こ

れらはむしろ海上輸送労働における生産手段として存在するのである。

（二〉

交通労働における生産手段＝交通手段は、通路・運搬具・動力機と呼ばれ

る三要因の統一体であり、貨客移動のための通路、その上を移動する運搬具

それを動かす動力装置の三者から構成される。運搬具と動力装置は、一般産

業における作業機と動力機に相当するが、交通においては、その多くは動力

機と運搬Jえを統ーしたー単位として構成（電車、船舶、航空機等〉されてい

る場合が多い。交通における通路は、交通生産の特性を最もよくあらわして

おり、輸送対象の荷役、再整理、一時的保管、可動施設の運行・調整等を行

う発着地点（駅・港 ・空港 ・トラ ックターミナノレ等〉と、運搬具が稼動・走

行する通路（線路 ・道路 ・航路等〉の両機能をあわせもっている。

陸上交通における通路についてみれば、鉄道においても、通路そのものが

近代的土木技術によってつくられた「建造物」 であって、それの建設自体に

巨額な投資を必要とするのに対し、海運と空運の場合、通路はその走行道路

のほとんど全部が人工を加えない自然、路である。しかし自然路が無差別に、自

然的状態のままで海路または空路となるのではなくて、両端における発着地

点の設備状態（土地の広さ、施設完備の程度、荷役機械、労働力の補給） 等

によって、両端を結ぶ空間が通路としての役割を持つことになるのである。

空運の場合は、エア・ポート、つまり発着地点のみが自然路から独立して存

在し、両端聞の通路は全体すべてが自然路であるのに対して、海運の場合は

発着地点としての港湾が陸上あるいは海上の諸設備のみでなく、通路＝航路

の一部をも人工的に建設している点、空港と若干の相異点を有する。 5)
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港湾は、 交通手段としてその通路の一部に属すが、鉄道路線や駅が鉄道資

本の生産手段として、さらに道路が自動車輸送資木の生産手段の一部と して

機能すると同様に、港湾は海運資本の生産手段の一部なのである。鉄道（可

動施設を除く〉 、道路、空港、港湾等は，それぞれ交通資木の生産手段の一

部を形成し、交通資本の生産活動には不可欠のものであるが、その建設には

巨額な投資が必要とされ、一部私鉄資本を除いて、その建設は公共資木＝国

家資金によってなされる。

港湾をはじめ鉄道、道路、空港等は、工業用地 ・工業用水等ととも に、

「社会資本」あるいは「公共資木」とH乎ばれているが、マルクスによれば、

一般的労働手段と して、 労働手段の一つにつけ加えられている。

マルクスは労働手段を（1）全体として生産の骨格・筋肉系統と呼ぶことの

出来る機械的労働手段と（2）労働対象の容器と して役立つ生産の脈管；系統と

ゆもっ と広い意味で労働手段に数えられるものとして一般的労働手段を応

げている。 「それは直接過程にはいらないが、それらなしでは過程は全く

進行することが出来ないか、またはただ不完全にしか進行することが出来

ない。 この種類の一般的な労働手段は、やはり土地そのものである。なぜ

ならば、土地は、労働者に彼の立つ場所を与え、また彼の過程に仕事の場

を与えるからであるC この種類のすでに労働によって媒介されている労働

手段はた、とえば作業用の建物や運河や道路なのである」 6） 。

一般的労働手段として存在する港湾は、直接には海上輸送労働過程にはい

りこまないが、海運の労働過程はそれなしには全くおこなわれないか、また

は不完全にしか行われない。港湾の基本施設 （水路、防潮堤、パース、岸壁

碇泊設備、物揚場、上屋、倉庫等〉は、海運資本にとっての一般的労働手段

である。 （一般的労働手段の分析規定については、宮本憲一『社会資本論J

第一章の中で総括的にとり上げられているが、彼はこれを社会的一般労働手

段と名付けている。〕

港湾・鉄道 ・産業道路 ・飛行場 ・ダム ・工場用排水設備・臨海工業用地な
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ど一般的労働手段は共通の特性をいくつか有している。すでに多くの人が何

らかの形で述べておられるが、 ；場所的固定性、建設投資の巨額性や長期性、

先行投資の不可避性等がそれである。場所的固定性は、これがつねに土地と

の結合性が強いこ とを意味し、 その開発や整備に土地所有者＝地主との関係

をぬきにしては行いえないことを示す。近年みられる地代と土地価格のはげ

しい上昇は、資本と！日支配層との矛盾を増大させている。

建設投資の巨額性や長期性は、一般労働手段が、生産資本の平均的利用度

に応じて建設されるのではなく、その最大限の必要性を満たす要求にもとつ

いて建設されるためで、この大規模性は一般的労働手段自体の要求ではな

い。つまり鉄道や道路はピーク時の交通量にあわせて、設備保有が行われ、

港湾も波動性のピーク時における荷役能力を要求してその建設がすすめられ

る。さらに将来における需要予測が一般的労働手段に先行投資を要求し、建

設投資額はますます巨額となる。こうした性格は、その投資のかなりの部分

を公共資木に依存する結果を生む。巨額な国家資金の投入によって生み出さ

れた港湾その他の一般的労働手段は、ピーク時以外は遊休化する傾向が強

い。港湾における航路の波操、台風等の自然災害のたびに必要な防潮堤・防

波堤の改修等へ継続的な投資は、一般的労働手段がつねに社会的空費をとも

なうことを意味する。この社会的空貨部分の大半は、社会的費用として国家

に負担される場合が多い。

（三〉

港湾の諸施設が国家資木で建設されようとも、その価値は「生産資本」 、

港湾においては海上交通資本と結合して、はじめて生産物の価値に転化する

ことができる。港湾の価値は、物質的財貨（あるいは人間〉を愉送する海運

業という交通資本の利用によって、はじめて輸送対象に価値移転を行う。港

湾独自で価値移転や価値増殖はおこなわない。港湾のlilfJ値は、あたかも一般

生産過程において機械＝固定資本の価値が、新たな生産物の中に、機械の磨

滅の一定部分づつを分割l的に移転されるのと同じ方法によって、輸送対象と
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される商品の上に価値の移転を行う。港湾が独自に社会的使益を生むと考え

るのは正しくない。

「一般に公共投資から得られる便益は三つのカテゴリ ーに区分される。

第ーは『直接的便益』とよばれるもので、公共投資が直接に生み出す生産

物ないし用役の価値額であり、第二は『間接的便益』であって、公共投資

の第二次的、外部経済的諸効果のうち、なんらかの操作によって貨幣的価

値が可能なものをふくみ、さらに第三は 『無形の便益Jで貨幣タームによ

る評価がいちちる し くむずかしいものをいう。」（熊谷尚夫『経済政策原主~』

岩波書店288ページ以下〉

港湾が輸送される商品に、分割的価値移転を行うことは、海運資本にとって

生産手段（交通における通路の一部と して〉と しての港湾の性格からも容易

に理解できる。rfij.運資本は、港湾の価値にあたるものを国家（ここでは私的

資木に対する国家資本の所有者という意味〉、具体的には港湾管理者に使用料

として支払い、港湾の価値を含んだ輸送対象＝商品を価値どおり販売するの

であるが、港湾使用料が「公共的施設」としての港湾の特性や、海運政策上

の配慮から、極端な割安料金に定められていることによって、つねに特別利潤

を取得できる。しかもわが国においては、水域施設（航路など〕と外郭施設

（防波堤・護岸など〉は、港湾料金徴収の刻象となっていない。これら水域

施設および外郭施設の建設・整備には、他の諸施設に比べて直接国家資金の

分担率が高くなっているめ。ただしここでは港湾諸施設の建設資金が、直接

国家資金によるか、あるいは港湾管理者＝地方公共団体の資金によるかは問

題ではない。両者ともに私的資本から区別されたいわゆる「公共資本」 、広

義における国家資本であることが重要なのである。

さて、海上交通用役の生産者である海運資本は、その生産に不可欠な生産手

段の一部として港湾を必要とするのであるが、港湾の一般的労働手段として

の性格上、その建設・整備あるいは管理 ・運営が国家と地方公共団体で‘行わ

れているため、現実には港湾の使用者あるいは利用者としてあらわれる。

海運資本家は、港湾の利用のたびにその使用料を支払う。しかしその使用料
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は割安に決定されているため、たとえば、港湾の価値の半分しか補填しないと

いう例をとれば、この場合、輸送対象への港湾価値移転は終了しているので

ら、その差額にあたる二分のーの価値部分は、特別利潤として海運資本家の

あるか手許に帰属する。この関係は、港湾利用者が外国の海運資本であろう

と同様である。わが国の港湾使用料が、外国諸港湾、の使用料に比して低料金

である部分だけが、より多くの特別利潤を彼らに帰属させるのである。それ

に対し諸外国港湾を利用するたびに比較的高い使用料を支払うわが国海運資

木は、比較的僅かな超過利潤しか取得できないだけである。

港ー湾の価値移転の方法は、陸上における有料道路のそれとよく似ている。た

だし有料道路の場合は、商品輸送又は人間輸送を目的として交通用役生産の

ために利用される以外に、レジャーを目的とした自家用車が利用する場合が

多い。この場合自家用車による道路の摩滅は、価値移転をおこなわない。共

同消費手段として利用されるので、道路の価値は摩損するのみである。さら

に有料道路においては、通行料として道路使用料を徴収するのみで、道路運

送に附着した荷役その他の諸労働に関する諸費用は存在しない。この場合の

輸送貨物への価値移転と使用料金との関係は均一であり簡単である。

港湾の場合における価値の移転と使用料金の関係は、港湾諸施設のもつそ

れぞれの特性に応じて、いくつかのタイプごとに別々の方法をとる。

第一は、さきにあげた水域施設（航路等〉や外郭施設（防波堤、護岸等）

のように、それ自体価値を持ちながら、実際的には料金徴収の対象に入らな

いため、海運資本によって輸送対象への価値移転は行われながら、その新た

に附加された価値部分はまるまる当資本の特別利潤となる形態である。

第二は、パース、岸壁、浮標、物揚場、木林整理場、上屋、サイロ等は、

港湾、における基本的な固定施設である。これらは前記の例と同様に価値移転

を行うが、その価値のある部分を使用料として回収しているので、特別利潤

の巾はその差額部分とならざるを得ない。

第三は、曳船、荷役機械を中心とした稼動施設で‘ある。このうち荷役機械

は荷役のために港湾運送業者によっに利用される場合が多い。港運業者は、
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港湾労働者を雇用し、荷役桜械等の使用料を払って荷役作業を行う。荷役労

働過程では、それ自体としてある種の交通用役を生産するので、ここでは資

木はそれ自体として価値増殖を行う。これはあたかも大屯機メ ーカーや独占

的自動車メーカーが、その製造工程のー却を別の業者にゆだねている場合と

同じである。日1；品業者は、 労働力と労働手段を購入し、 生産活動を行うこと

によって、その；~11品に新たな価値を附1Jけ』るが、総括的には完成したテレビ

や自動車の全体の価値の中に含有されるのである。港湾荷役の場合も、これ

と同織に海上輸送の－f,j）として、最終的には輸送対象に総括的に価値移転を

行うと考えてよい。

港運業者が、弱小資本にもかかわらず、経営を持続出米るのは、荷役機械

をはじめ上屋、物揚場、木材整理場その他作業施設や作業機械が、一般的労

働手段であるため、その固定資本への投資をまぬがれているからに外ならな

し、。

一般的労働手段が、その投資の巨額性、先行性、固定性、長期性、「公共」

性等の理由で、民間資木以外の広義の国家資本によっていることはすでに述

べた。しかしその運営は、しばしば企業的に行われるむ港湾においてもその

管理・運営は港湾管理者、その多Jは地方公共団体によって行われ、その経

営は独立採算を目指している。一般的労働手段も、いったん企業的に運営さ

れると、設備やその運営方法で「合理化」をしようとする。この場合民間資

本のように資本の節約と利潤増大を目指した徹底的方法を採りにくいが、一

方、公的権力を利用して「資本の法員lj」を無視した方法で、抜本的な「合理

化」 が行われる場合もある。

神戸港摩耶出頭は、 J1;1頭、上屋の経営、沿岸から木船まですべての港湾

荷役作業を一貫しておこなう近代的新鋭陣頭であるが、この陣頭運営を行

う 「摩耶ターミナル株式会社」 （船会社405弘元請業者30%、乙仲30%の

共同出資による〉の設立、ならびにニューヨーク定期航路専用埠頭の整備

について、港湾管理者の強力にして適切な行政指導がなかったならば、お

そらくその笑現は困難であったろう。
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一般的労働手段に属する部門は、もともと社会的空白が大きいために公営・

公有化されたのであるが、都市交通 ・水道をはじめ純々の公営企業で、 「地

方公営企業法」写による独立採算制が厳絡に適用され、それらの企業化がす

すみ、公共｜生にかわって収提性が強く主張されはじめている。港湾において

は、部分的には「j也方公営企業法」の適用を受けるものがあるが、それ自体

全面にわたってはいない。

さらに、港湾をはじめとする一般的労働手段は、資本市I）社会の再生産の一

般的条件であるn したがって、少くともその最低限の自’用は資本制社会のに

ない手たる法人企業や資本家の所得によって、主としてまかなわれるべきで

あろう。

最近コンテナ輸送の開始にあたって、そのHT＼頭建設に海運資木が参加｜し、

民間資本を含めた公団方式でその建設が実行されている点は、その建設資金

の出所に闘するかぎり改善への道で‘あると忠われる。

〈四〉

近年臨海工業用地の造成が急速にすすみ、過去7年間に10倍以上の土地造

成が達成された。これらの用地は、従来から存在する六大港を中心とした港

湾の隣接地域、および太平洋ベノレト工業地帯を結ぶ地帯に造成されたので、あ

る。新たに造成された土地には、工場建設と同時に港湾建設がおこなわれ

た。これらの工業用地造成も港湾建設もその大部分は、港湾管理者＝地方公

共団体によっている。

新しく工場地帯として誕生した新産工業都市における港湾は、その地域に

建設された生産工場の附帯施設としての役割を持つ。原材料品の輸移入、製

品の輸移出のための港湾、であって、この；場合、水域施設と外郭施設を除いた

港湾施設は生産資本へ直接譲渡されるか長期にわたって生産資本に専用貸さ

れる場合が多い。港湾管理者は、文字どおりの管理のみであって、港湾経営

の責務は生じない。

生産資本への譲渡、専用貸の形態をとろうとも、！啄；！4や製品の輸送が行わ
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れるかぎり、港湾の価値が愉送対象である商品の中へ移転する方法にはかわ

りない。ただし特定生産資本の附帯設備となった場合、それの工場建物 ・工

場内倉庫等と同じく固定資本として、当該工場における生産物の上に価値移

転を行う。この場合、海上輸送はまさに水際帝京より海似IJの運輸のみを指すこ

とになろう。

この種の工業港が近年急速に増えてきている。港湾全部が特定巨大資本に

帰属しない場合でも、 .tG＼頭や岸壁ごとに以上のような形態をとる場合が多

い。これは臨海性を布する比較的巨大な生産資本が、純粋の生産過程以外の

J部分まで自己の統制下に組み入れることによって、 より徹底した資本の 「合

理化」を推進しようとする意図にもとづいている。陸上輸送の部門での工場

内専用ひきこみ線 ・専用貨車・専用駅さらに自家用トラッ ク等は、かなり以

"tl~から存在していた。運愉部門以外でも販売組織 ・ 流通部門へ直接生産資本

が進出している例は多い。

従来貿易港としての伝統を持つ六大港においても、近年隣接工業地域の激

増にともない、輸入商品にしめる原料品の比重が著しく伸びてきた。このこ

とは従米の輸出入港においても、 専用11；＼頭の建設、サイロの増設、コ ンビナ

ートなど港湾の結合を強力に進行させる結果となる。今後さらに港湾への生

産資木の要求は拡大する傾向にある。

ここで港湾が交通＝海運資本の生産手段であることを再確認しなけ

らなし、o このことは、コ ンテナ輸送体制のもとで、港湾の諸機能が単純化さ

れた段階で、もっとも顕著になるであろう。

（附記〉 この小稿は昭和42年度目木港湾経済学会における報告に、若干の

力11宅を行ったものである。

（注〉 (1) ソ込gにおいては国民経済バランスにおいて、旅客輸送と個人的通伝を物的
生産に含めるかどうかで、過去30年にわたる論争が続けられている。

(2) 「追加的生産過程税」の主張者としては、赤堀邦雄「交通経済学：上の二つ

の問題」 ・運輸調査局『運輸と経済』第25巻 9号（40年9月号〉が新らしいが、

その他、西川清治氏、石井彩次郎氏、崎山一雄氏らがこの立場から、 論争に
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参加し労作を発表されている。

(3) 「有用効果生産説Jは富永祐治「交通用役について」（『経済学雑誌』第37

巻第 4 号〕で全而的に展開されたが、 最近では仁~I西l建一「交通の生産的根」

（『拠運輸と経済』第25巻12号、40年12月〉 、金子ノリレオ「国民所得の理論問

題」（都立大『経済と経済学』第14号〉等がある。

(4) マノレクス『剰余価値学説史』第 1巻付論「生産的労働の概念」においては

交通労働における価値増殖過程について述べたあと、 「商品がその予定の場

所に到着するや否やその使用価値についておこったこの変化は、 消え去っ

て、たんにその交換価値の上昇、すなわち商品の価値の騰貨の中にあらわれ

るだけである。 このばあいには、実際の労働は使用価値については何の痕跡

も残していなL、」 と述べられている。

(5) この部分は屈稿「港湾における体制的合理化とその内容」（二〕『経済研究』

86“号による。

(6) マノレタス 『資木論』第一巻、第5主主労働過程と価値端殖過程（大月書店訳、

第1巻237ベージ〕

(7）港湾法44条、第2項「港湾管理者は、水域領域0白地を除く〉又は外かく施
設の利用に対し、百Ii項の料金を徴収することが出来なし、。」

(8）港湾法42条、第2項「特定重要港湾においてはー…水域施設又は外かく施

設については、その工事に要する10分の10までを、 けい留施設については、

その工事に要する費用の10分の 7.5までを国において負担することができる」

(9) くわしくは宮木古一、 『社会資木論』 「第2輩社会的共同消費手段を」参

照されたし、。
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ターミナlレ・オペレーションの経営基礎

一二 米国主要港との 比 較におい て

1. はしがき

喜多 村 昌次郎
（原田港湾作業 ・事j()

わが国の港湾は一般公衆の利用に供することを目的として、固と公共の資

本により開発整備されてきたものである。それゆえに、中央集権的で同時に

画一的な法規制と行政管理とが、港湾の管理運営の基本ともなり、これが輸

送革新の時期をむかえて、各種の｜問題を露呈するようになった。つまり、経

済外的法規制とその強制が、経済的な全港湾機能の発揮要請と、矛盾をきた

すこととなったのである。

生産力の増大にともなう産業構造の高度化は、物理的にも入出港船舶数の

増加l、その巨大化とともに、港湾貨物の量的増大をもたらし、港湾施設の整

備促進とならんで、施設の効率的利用を問題と してくる。

このような、港湾機能をめぐる宜、質的変革のなかで、ターミナノレ運送を

うけもつ港湾運送事業も時代の要請をうけ、その合理化、近代化を目ざすい

わば構造的転換を迫られているが、港湾の管理経営の基礎を公共｜生に強くと

どめるかぎり、経済的なターミナル運送用役の生産が規制される。

公共埠頭における公共利用形態が、港湾運送事業経営に、その労働｜却係を

含めておよぼす規制、つまり、生産性の阻害事情を明らかにすることは、港

湾運送事業の合理化なり、その近代イ七のための一つの手がかりともなろう。

このばあい、そのような公共性の制約一一少なく とも港湾運送の用役生産過

程においてーーをうけない米国主要港のターミナノレ運送は対比するに足る形

態事例のようである。
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2. わが国における港湾運送の問題点

港湾におけるターミナノレ運送について、これを物理的かつ、形態的にいえ

ば、 海上運送と lli上運送の始、 終点となる港湾、において、 ~lij運送を連繋結合

させる機能として行為するもの、と思解されている。港湾運送需要の径路お

よびその行為の内容は、要約つぎのとおりであって、オベレーションは貨物

の揚げ卸しと積み替え荷役、一時保管、補修、運搬等いわゆる極地輸送とも

いわれるものである。

(1) 荷主の委託をうけ、船舶により運送された貨物の船舶からの受取りお

よび船舶により運送されるべき貨物の船舶への引渡し。

(2) 船舶運航業者の委託をうけ、船舶により運送された貨物の荷主への引

渡しおよび船舶により運送されるべき貨物の荷主からの受取り。

したがって、この行為に先行し、また、後続する一般港湾運送、船内荷役、

はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送、検数、鑑定、検量；の各行為が、それぞ

れ運送目的にしたがって展開される。その運送行為は荷主または船舶運航業

者の委託にもとづき、いずれも船積み貨物の揚げ積み荷役が中心となるため

海上運送契約の責任範囲と、船積み貨物の受け渡し態勢にしたがって、一定

の業務組織を形成することとなる。

海上運送契約は、通常船似IJから船側まで‘を海上運送人の運送責任と定めて

いるので、わが国においては本船上が船積み貨物の受け渡しの場所となって

いる。それゆえに、港湾運送の組織はこのシステムに対応して実施するため

おおむねつぎのような問題点をその内部にとどめている。

(1) 港湾運送の行為別独立性

港湾運送といわれる極地的ターミナノレ ・オペレーションは、木来一つの概

念であり、 一貫して単一の経営体により遂行しうべきものであるが、木船

上が貨物のデリパリーの場所となるため、沖荷役、はしけ田辺jの港湾運送

行為がむしろその中核となる。

はしけ取りした貨物は接岸水切り （｜：セ揚げ〉のうえ、倉入にまたは上屋搬
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入を必要とするので、さらにまた、独立の沿岸荷役業が発生する。このよう

に、物理的にも一つの港湾運送行為が分断されるので、それぞれ行為別に別

個の企業が担当する。したがって、それらの異種企業を統轄し、一貫して港

湾運送需要者に対する受け渡しの責任に任ずる一般港湾運送事業がまた必要

になる。そして、その統轄の手段はもっぱら下請け契約により維持される。

この態様は一貫責任体制といわれており、六大港の普遍的港湾運送形態で

あるが、形式的には一貫して港湾運送が遂行されているとみなされながらも

その実態は、異種港湾運送行為のつなぎ目に、多くの非生産的要素（ロスタ

イム〉をみせている。1〕

(2) 海上運送契約範囲と港湾運送の対応関係

港湾運送行為が沖取り、はしけ運送で完成するかぎり、港湾機能施設の

整備拡充は、港湾をもっとも多く利用する船舶運航業者にとって、直接の

関心事項ではなく、そこでは充分なはしけの船腹と、船内荷役のためのす

ぐれたキeヤング数があれば、経営を維持しうるという歴史的過程があっ

た。したがって、港湾機能施設の不足と不備および港湾運送の構造的矛盾

が、社会的な問題として表面化する契機とはならず、もつばら港湾運送事

業とその労働組織の前期性なり、非近代性が問われることで終ったもので

ある。

昭和36年後半から始まる港湾の近代化要請は、この時期以降の船舶や港

湾貨物の量、質双方にわたる変革をむかえ、にわかに、港湾施設の整備開

発が進行することとなったが、反面量的拡張にともなう各種の問題が、あ

らためてf台頭するようになる。港湾管理者の財政危機、施設の効率利用の

要請、港湾労働力不足の深化などがこれである。

これらはいずれも港湾運送の構造形態が、合理的な一貫体制で完成しな

い港湾運送の現秩序と、港湾施設の利用形態に、多くその基礎をみてめる

ことができるものである。

本船上におけるデリλ リー態勢について、さらにH言すれば、せまい船

給内での貨物の分類、仕分けのための荷繰りをより必要と し、 貨物の損傷
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滅失の機会がそれだけ増加するとともに、上屋内での荷さばきを経由しな

い船給内積付けは、荷役能率を低下させ、高度の労働災害を誘発すると と

もに、また、本船速発を阻害する。 （上匡は船積み貨物の荷さばきのため

に存在するはずであるが。〉

(3）船積み径路の二元性

港湾運送需要は荷主の委託をうける港湾運送事業者と、 船舶運航業者の

委託にもとづく それは別系列となっており、かつ、公共利用をたてまえと

する港湾施設の利用形態が、本船所有者と上屋管理者とを機能的に分離す

るよう作用するため、これが有機的一体性を欠くこととなっている。

したがって、港湾運送需要の委託をうける系列ごとの事業者間では、緊

密な協力関係がなく、 むしろ反目的であると ころに、経岸荷役の場合であ

っても、貨物の一元的な船積み径路が確立しない。

(4) L皐頭の効率利用目的

港湾貨物量の引きつづく増加傾向に対処するため、港湾の計画的な整備

拡充が進行してくると、機能施設の開発、建設を義務づけられている港湾

管理者の財政をいよいよ圧迫することとなる。それゆえ、施設の効率利用

をはかつて使用料収入を増加させることの必要と、あわせて船積み貨物の

能率化を達成するこころみが、経岸率向上対策あるいは航路別、貨物別優

先使用形態の導入となって、その促進がいそがれているが、問題解決にい

たっていない点が指摘されているわ

(5) 公共出頭における労働力の疎外

公共均頭において、沖取りはしけ運送を中心とする港湾運送は、労働関

係にもその再生産条件に 「阻害Jをもたらしている。

港湾管理者の指定するパース ・ブイ ・」ニ屋にしたがって、ターミナノレ ・

オペレーションの場所が一定しないため、まず、労働力および荷役機械探

具を一定場所にプーノレすることとなる。ついで、指定された作業場所へ足

船（人員輸送船〉パス ・またはトラックでこれを輸送する。したがって、

輸送所要時間は 1シフ ト平均1時闘を要し、作業環境が日々一定しないこ
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とによる、作業準備のための所要時聞を含めると、かなりの｜時聞が空貸さ

れている。

労働力の不足が深化している混在、貴重な労働力が、その時間だけ生産

性に寄与 していないわけで‘ある。それゆえに、横浜港における船内労働時

間は、常態として拘束11時間づつの昼夜二交替制であるが、実際の作業に

従事している央労働H寺聞は、6時間21分余りにすぎない。 3)

生産性向上のための基礎条件を欠くわが国の港湾運送構造は、港湾労働

の長時間労働jj]lj、労働災害の高率化、労働環境の流動性をもたらし、結果

として労働力不足をいよいよ深化させている。

以上みてきたとおり、港湾運送をめぐ、る問題点の多くは、港湾施設の不備

不足とその利用形態のほか、治j;上運送の責任区分、範聞にもとめられるよう

である。旧来のアロングサイド ・デリパリ 一体制は、ターミナノレ ・オベレー

ションをことさら分断する行為別港湾運送事業として、独立的に機能させる

要因ともなり、また、これを前提とした港湾運送事業法は、港湾運送事業の

零細性と乱立性を容認したうえで、その保護育成を目的としたところで終っ

ている。

経済のより高度な成長：発展にしたがって、港湾の機能と役割が、わが国に

おける交通部門の一環と して問題視されるにおよんで、港湾も体鵠lj的な転換

を迫られているが、港湾運送に向けられている合理化、近代化の方向は、な

お、木質にふれた対策とはなっていないようである。

（注〕（1) ネットの荷役作業時聞は、沖荷役立i荷作業が拘束時間の679杉となって、もっ

とも効率的であり、ついで‘篠岸積荷役の60%、J中荷役の揚荷作業55%、接岸荷
役は47%ともっとも多くのロスがある。

荷役作業の能率について、これを貨物別に代表的な雑貨、鋼材、袋物を抽出

し、作業工程/JIJに能率を比絞してみると、沖荷役、接岸荷役に共通する問題点

は、拘束1人11時間当りの能率が、実i動l人11時間当りの能率の、それぞれメ
程度となっている。荷役作業の過程で発生するロスタイムの調査分析結果で明

らかなとおり、このことが港湾における荷役能率をいかに低下せしめているか

がより現実的な関心をよぶであろう。 Jill著 「港湾労働の構造と変動」 P.P53～54
1昭和39年、海文堂。

(2) 岸壁とその背後のヒ屋とを一体として連日することは、 坤頭利用の効率化と
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いう点できわめて重要であるが、実際には岸壁のl佐1.背後の上屋を経由するのが

妥当な公共雑貨貨物が、そのような径路をとらない場合が多く、そのため本船

速発が妨げられたり荷傷みや滅失による損害が生じる場合が少なくなく、 また

岸壁のエプロンにおける貨物の円滑な流れを阻害することにもなる。昭和41年

度実績では横浜港、神戸港でそれぞれ揚が17.8%、15.5%積みで7.4%、10.7%と

くに低くなっている点、注刊される。 「運l＇市白書」 P.P.297～298、昭和42年度版

(3）刻i著、tliT掲書 P.127

3, 米国主要港の港湾施設利用形態

一ーターミナノレ ・オペレーションとの照応ーー

米国におけるポート オーソリテイの設立事情と組織形態は、その港湾地域

の社会経済事情を反映して必ずしも画一的ではない。すなわち、市あるいは

州の行政機構の一部として設立されたものもあり、政治からの独立性を保障

された委員会制度のほか、公共企業体組織等がみうけられる。 1)

港湾の管＝理運営についてはともに自主的、かっ、独立的にその責任にあたる

もので、港湾経営は独立採算を基礎とする結果、主要港のポート・ チャージ

もそれぞれ高低があって統ーされていなし、。つまり、港貨の原価を利用者が

負担する制度ともみられるが、そうであっても、 その費用低減のための努力

は絶えず行なわれている といわれている。

すなわち、港湾施設を効率的に利用する必要理由は、巨額な建設資金を要

するための資本効率を問題とし、また、償却と維持補修費の負担を軽減させ

るという、いわば貨用の側面からの要請にとどまらず、さらに、港費と船舶

の滞船貨を低減させ、港湾貨物と船舶の誘致に寄与することにより、結果と

して貿易の拡大に役立つからである。

港湾施設のパース・上屋の利用方法には、公共利用（Publicuseまたは Co-

mmon us巴rTerminals）、優先使用（Preferential Assign ment use）お

よび専用貸し（Exclusivelease）制度がある。いずれを採るかは港湾経営採

算からみであるいは施設の有効利用の点から決定されるもののようである。

港湾規模および港湾貨物量の比較的小規模港湾では、港湾警察権とともに

行政的権利もあわせ保有することのほか、部分的には臨港鉄道と港湾運送ま
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で港湾局が｜当ら行なっている。このような規模形態の港湾では、司法 ・行政

経営も一体的に運営するこ との方に、より多くのメリットがえられるからで

あろう。このような港湾におけるバース・上屋の利用方法は公共利用制度と

なっている。

つぎに、港湾規模と貨物誌が増大してくると、港湾利J有形態とその管埋方向

は、バース・」二屋の指定権を中心とした港湾施設の効率利用が中核となる。

ここではパース ・上屋の利用様式は優先使用となるが、優先使用の意味する

形態は、わが国で、いう航路別または貨物別の優先割当てではなく、優先使用

の割当てを受けたものが、長期に事業の；恨拠地として使用しうる条件を保障

されながらも、ただ、そのパースが空いた際、他に入港船のつけるべきパー

スのないときに限って、港湾局が割当て権を留保する、ということである。

したがって、優先使用パースは借りうけたものの自由な利用にまかされて

おり、船積み貨物のデリパリ ー・ レシーブもここで行なわれる。

専用貸し（Exclusivelease) といわれる使用方法は、パース・上屋の港

湾施設を10年間あるいはこれを超える長期の専用使用契約によって貸付けら

れる。

港湾を通過する貨物および船舶の入出港が錯綜してくると、バース・上屋

宇の港湾施設は、これを一体として船会社あるいはターミナノレ ・オペレータ

ーに対して賃貸しされるようになる。つまり、長期の専用使用となるもので

この制度は、港湾局から上屋付パースを借り受けたものが、自らの経営実績

向上のため、その効率利用に努力するわけである。

なお、パース ・」二屋の専用使用料は、毎年所定の｜時期に年一回あるいは二

回に分け、港湾局に払込むこととなっており、その使用料にはドッケージ ・

ワーフェイジのほか、ワーフデマレージおよび上屋ならびにオープン ・エ リ

ヤ等の使用料も含まれている。

ここでは、港湾局が直接パース ・上屋の効率利用を目的とした指定権は放

棄されているわけて、ある。いわば、港湾の利用形態は、技術的なコントロー

ノレで管理しうる港ー湾の規模、および港湾貨物と入出港船舶；置を基本として変
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化するもので、この変化は同時に港湾局の性絡をも規定するもののようであ

る。

パース・上屋の専用貸し制度をたてまえとするニュー ヨーク港と、 優先使

用制度によっている太平洋岸の主要港あるいは公共利用方法を採用している

太平洋岸北部諸港との、いわゆる港湾経営峨式の相違について、それぞれの

港湾管理範囲と港湾局のタイプとを対象させながら比較してみると、この関

係が明らかにみとめられる。

ニューヨーク港では港湾施設の中核であるパース・上屋の維持管理は、す

べて私企業にまかされており、港湾局の管理方向は、港湾機能の綜合的な発

揮を目的とした輸送基礎施設の開発に、むしろその重点が置かれているもの

で、 港湾管理体制の分散と統合が、全体として調和しているものと思われ

る。

つぎに、ターミナノレ ・オペレーションの形態をみてみよう。

わが国六大港における港湾運送秩序は、一般港湾運送事業者を頂点とし

て、 実際の港湾運送を担当する船内荷役、沿岸荷役およびはしけ運送事業が

それぞれ下請けとして機能し、ターミナノレ ・オペレーションが完成する形態

が一般的である。また、港湾運送事業法にもとづく認可料金の適用をうけ、港

湾運送事業の秩序維持と事業経営の基盤強化、およびその近代化のための強

い行政指導をうけているが、米国においては港湾運送事業法に該当する法秩

序はなく、はしけ運送も港湾運送のカテゴリ ーに含まれていなし、。海上運送

の責任範囲が船似ljから船｛Jlljまでと定められながらも、ターミナノレ ・チャージ

は別にこれに加算され、船舶運航業者の運送管思責任は、ターミナノレにまで

及んでいる。したがって、船積み貨物の受け渡しは、 わが国のそれと異なり

本船上て、はなく、専用iljc1頭あるいは優先的頭と一体となった直背後の上屋で

ある。つまり、アロングサイド ・デリバリー（Alongside Delivery）でなく

エキスドック（Ex.dock）またはエキスウエヤハウス（Ex-warehouse) デ

リパリ ーとなっている。

また、 ターミナル ・オベレーションの区分および配置は、わが国でいう船
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内荷役と沿岸荷役を担当するステベドアとともに、 上屋における輸出入貨物

の受け渡しおよび上屋保管業務を担当するターミナノレ・オペレーターがあ

る。ステベドアの作業は船舶運航業者との契約にもとづいて、貨物の船積み

船降しを担当するほか、B/LNo.によるマークにしたがって分類仕分けし、

また、貨物の検数および沿岸荷役にともなう事務処理などの付帯業務も含ま

れている。

ターミナノレ・オベレーターは貨物保守のためのワッチマンおよび貨物の受

け渡しに伴なう検数員の提供とともに、マークの示す損傷貨物の仕分け等の

ため、事務員も派遣することとなっている。2〕

太平洋岸諸港の制度としては、船舶運航業者との関係において、一方では

貨物の受け渡しとその保管業務のため、これをタ ーミナル ・オベレーター と

契約し、他方では荷役を担当するステベドアと契約するという、いわゆるタ

ーミ ナノレ ・オベレーション契約は複数制であるが、ニューヨーク港における

制度としては、主として船舶運航業者とターミナノレ ・オベレーターとの単数

契約となっている。

かつて、ニューヨーク港においても、ターミナノレ ・オベレーション契約は

太平洋岸諸港と同様であったが、ステベドアがしだいにターミナノレ ・オベレ

ーターを吸収して、タ ーミ ナノレ業務を一元化したものといわれている。太平

洋岸諸港とニューヨーク港を通過する貨物の量、質の相違が、これをうけと

めるターミナル ・オベレーションの存立形態に、このような変化をもたらし

たものと思われる。

港湾貨物の量的なまとまりと、その需給を結ぶ港湾運送需要が一定のパタ

ーンを形成してくると、そこでは運送の単純化、一元化とともに、統合化が

完成してくるといわれる。この過程では極力制度的、技術的な両面について

それぞれ複雑化を排除しようとする努力が進行ずるものであるc3く

（注） (1) Marvin L. Fair Port Administration in the United States. P.P. 60 

～61. Cornell Maritime Press. 1954. 

(2) Staff Report. Federal Maritime Commission Fact Finding lnvest1ga-
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tion No. 4. Part two Port of New York P.P. 4～5 

(3) 拙著 「輸送革新と港湾」 P.79.昭和43年、港湾経済研究所。

4. 「通路」としての岸壁・エプロンの機能

公共j皐頭における港湾運送の展開が、法規制と取り引き慣行の影響によ

り、また、行政目的によってその生産条件を阻害されている実態にふれた。

法規制における問題の所在は、港湾運送事業法にもとづく港湾運送の秩序

づけが、ターミナノレ ・オベレーションを一種業～四種業と行為別に独立性を

みとめることで、その一貫性を分断することとなっている。また、港湾運送

の始点と終了点が船側となっており、このため、船舶運航業者の委託をうけ

る港湾運送事業者と、荷主の需要にもとずくそれは別系列となって、接岸荷

役における岸壁エプロンが混乱する結果をもたらしている。

さらに、公共利用を目的とする港湾管理者のパース・上屋の指定権は、岸

壁水深と接岸船の規模を考慮して、申し込み順のオープン使用をたてまえと

する利用の方法がとられている3 もっとも、わが国の主要外貿定期船崎頭は

港湾施設量と港湾貨物量との関係で、欧米主要港にくらべていちぢるしく施

設量が不足しているゆえもあって、利用の公平を期すうえからも、公共規制

の必要がなお支持されている。しかしながら、反面港湾運送に及ぼすこのこ

との影響は、まず、分断された港湾運送行為のつなぎ目に多くのロス・タイ

ムを発生させ、個々の運送行為で‘あげ子こ高い労働生産性も、港湾運送全体と

してみるときは、きわめて低生産性に転化することとなっている。

つぎに、ロス ・タイムの存在を前提とした労働組織は、長時間労働制度と

伸縮性をもっ労働時聞が必要となって、8時間労働制度さえ確立しえないの

が現状である。これらは港湾運送需要のもつ波動性に理由付けられてはいる

が、基本的には港湾運送の用役生産関係の基礎がないところに、問題の本質

がもとめられるようであるコ

つまり、港湾運送は交通用役一般の生産がそうであるように、その生産物

は主として距離の克服と空間的移動および位置の効用の創出にあるといわれ
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ているつ （りしたがって、その用役の品質は安全性、迅速性、正確性、連続性

普及性および大量性に分類され、それぞれの品質の向上が要求されるわけで

ある。

港湾運送はもとよりターミ ナノレ運送であり、極地運送であるかぎり用役の

品質は距離の克服、空間的移動よりむしろ位置の効用の創出にその主眼が置

かれることとなる。

このばあい、港湾運送手段は港湾運送事業の生産手段とも考えられ、これ

に港湾労働力が作用して港湾運送用役という、無形財の生産 （サービス〉が

達成される。

港湾運送手段の構造は、（1）、 運送用具（荷役繊械器具〉 、（2）、 通路（岸壁

エプロ ン） (3）、 動力（電気、その他のエネノレギー〉と労働力が生産目的にし

たがって結合し、 組み合わされなければならないが、公共出頭における岸壁、

エプロンの機能は、港湾運送における生産手段の「通路」として作用 しない

こととなっている。このような基礎要因を欠くところに、港湾運送をめぐる

構造的矛盾が秘められており、これが港湾運送事業の前期性と港湾労働の前

近代性に結ひっし、ているものと思われる。しかも、この矛盾の集積は、港湾

運送の需要者→元請け港湾運送事業者→下請け港湾運送事業者→港湾労働

者→登録日雇港湾労働者→門前雇ょう日雇労働者と、きわめて階層的に、も，

っとも経済的力関係の弱いところに寄せられているつ

他のターミナノレ運送事業一般では、たとえば空港、鉄道駅、 トラッ ク・ タ

ーミナノレのいずれのばあいでも、極地運送における運送手段と労働力は結合

しており、そこでは港湾ターミナルにおける事例のよ うに、 問題性を露呈し

ていなし、。つまり、そこではターミナノレを経営における所有単位として、運

送用具、通路およひ動力が、 単一の経営体のもとで労働力と結合しており、

生産計画にしたがって用役の経営的生産が行なわれているからである。

わが国経済の引き続く高度な成長にともなって、各産業と も労働力不足基

調への移行が進行しているが、港湾労働力不足はさらにはげしいものがあるc

このような情勢を背景として、当面、荷役の機械化と合理化による省力化
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が、港湾、労働対策としてかかげられ、機械化態勢へ移行しうる企業力の基盤

強化を目的とした、港湾運送事業の集約化が現在日程にのぼっているわけで

ある。

だが、労働関係はそれが経済的な概念である以上、港湾運送用役の生産力

との関係で、具体的には労働時聞を短縮し、高い労働の対価を保障しつつ、

労働災害の減少と労働環境を改善することが、対策の基礎でなければならな

いものと思われる。 （もっとも、労働組合組織の努力もとくに必要である

カL、〉

公共j皐頭における港湾運送が、コンテナJij}頭以外の場所でなお残ることは

その比重が大きいだけに、問題となるところであろう。港湾運送過程で発生

している多くの非生産的要素、ロスタイムの実態は、単にそれが生きた労働

(living labor）の無駄にとどまらず、対象化された労働（Embodiedlador) 

にもその無駄はより大きく作用しているはずである。 （2）全産業的規模で進行

している労働力不足傾向をむかえて、わが国経済の再生産過程一一一交通部門

しての港湾一ーにおける労働力の疎外条件は、港湾産業としてもまた、国民

と経済の発展にとっても重要な課題である。

〔注〕 (1) 佐竹義昌 「交通労働の研究JP.P.～3、東洋経済新報社、昭和41年
(2) 金子美雄監訳 「労働生産性の理論と政策J第1章、労働生産性一一概念
規定要因・成長可能性・G・A• Prudensky P.P. 4 -5。

5. むすび

わが国における港湾と米国主要港の体制について、在来のタ ーミナノレ ・オ

ベレーションをそれぞれ対比してみると、基本的な相違点を理解することが

できる。その第ーは港湾を開発形成してきた資本の性格によって、影響され

る港湾の管理運営のあり方であるむ国家資木による港湾開発はその運営にお

いて、法律にもとづく画一性を基本とするもので、行政もまた、指導方針を

ここにもとゐることになる。公共の営造物とみなされる港湾は、一般公衆の

利用に奉任することを目的と して、いわば経済外的規制をもって運営されて
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きたといえるであろう。

港湾施設の相対的不足（港湾投資はいわゆる先行投資であり、最適投資額

はつねに平均利用度を充たす範囲に押えられる傾向をもっ）事情のもとでの

公共性は必要であり、また、それなりの効果をあげてきたことも事実であ

る。 しかしながら、経済成長と工業生産力のいちぢるしい増大は、経済的な

港湾機能のより以上の発揮を要請するこ ととなり、公共利用制度が問題視さ

れるようにたった。そして、その解決のための一つの手段が外貿埠頭公団に

よる1阜頭上屋の専用貸し制度である。ここで展開されるコンテナ船のターミ

ナ／レ・オペレーションは、別体系として自己完成を達成するであろうが在来

船におけるターミナノレ ・オベレーションは、なお多く残されることと思われ

るので、その対策が急がれなければならないと考える。 港湾問題に占める港

湾運送の現状と港湾労働の比重はもっとも重く、それだけに、本質的な改善

がとくにのぞまれるしだいて、ある。
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地方公営企業と しての港湾整備事業

1. 港湾事業の経営主体

1-1 港湾法における経営主体

細野日出男
（中央大学〉

港湾、は海陸運輸連絡の接点であって、 国際的貿易及び旅行、圏内的通商及

び旅行をを通じて、国土開発 ・地域開発 ・全国的地域的経済・社会 ・文化の

発展に基本的な関係が深い。このため港湾は国と地方の政治・行政との接触

両が大きく広く 、国の港湾行政は多年文部省以外の各省は全部何等かの関係

を持つといわれる程多角的共管行政の典型といわれていた。その経営主体も

（国大蔵省税関〉 、府県 ・市町等に分れ、行政の一環として扱われ、経営能

率はほとんど問題とされなかった。

戦後、政治行政の民主化、地方自治の強化の波に乗って、多年懸案であっ

た港湾法が昭和25年5月法律218弓ーとして成立した。この法律は、港湾管理

者の設立による港湾の開発、利用及び管理の方法を定めることを目的と した

（同法 l条〉もので、港湾の管理経営主体を地方公共団体若しくはそれが設

立する港務局とすると明定した。従米の国営は解消し、地方公宮原則が確立

されたのである。港湾管理者の主力を「港湾局」という一種の地方公共企業

体 （委員会形式〕に求め、港務局について詳細に規定し、地方公共団体（二

団体以上共同の一部事務組合を含む）の直営については港務局規定の準用に

止めている。港務局制度は欧米 〔LondonNewyorkその他〉の PortAut-

hority構想を採り入れたものであろうが、わが国港湾、の実情はまだそこま

でには発展しておらず、 次表のよ うに、 港務局を設立 したのは~r居浜市のみ

で、他は苦言く公共団体 （一部事務組合を含む〉の直営形態である。
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第 1表港湾管理者 （経 営主体〉の現況 （40年7月〉

区 分 総 数 都府県 市町村港務局一務総部支合 ｜！公告水域

｜特 定 重要 港 湾 15 7 6 。 。
重 要 港 i湾 80 64 12 1 2 

｜ 士山 方 港 湾、 444 355 。 。 150 
ち f壁 長在 港〉 (35) (28) (6) (0) (0) (1〕

i仁hI 計 1,044 515 375 1 4 151 

注 港務局は新居浜、一部事務組合は名古屋、堺、北九州、苫小牧の 4港である。

港湾法はこれら諸港の管理につき、各管理者に主体性をもたせ、港湾の一

元的管理を確保しようとじているが、その経営原則も、法29条の財務原則と

して業務経費は港湾施設等の使用料、賃貸料、給水等の役務料金その他港湾

の管理運営に伴う収入をもって、まかなわなければならないと、独立採算的

企業原則を明示している。ただし、同条の経費からは港湾工事に要する経費

は除かれるのであって、港湾工事の費用は国庫負担若ししくは国庫補助によ

って大幅に賄われる立前であり（同法5章〉 、地方財政からも相当の支出が

行われる訳で、ある。

すなわち、港湾に対する国の役割は港湾工事費用を大幅に負担乃至補助す

ることであり、これは港湾が国土開発、地域開発の機能が高く、単に直接利

用者を利するだけでなく、相当広汎な後背地の経済を発展させ間接的な利益

が大きいからである。工事費用まで・を含めたフルコスト独立採算制は直接利

用者の料金負担を過大にし、 その港の利用を困難にし、折角造った港に船が

来ないという結果になるのであるO 港湾法の立前はいわば営業費 （資本費に

対し）独立採算制ともいうべきもので、 New York市の地下鉄経営などに

採用されているものに似ているのである。

1-2 地方公営企業法と港湾整備事業

港湾の管理経営主体は港湾法によって地方公共団体であることが明定され

た。地方公共団体は多年企業として水道・都市交通 ・電気 ・ガス等の公営事

業群を主力としてその他の企業も経営して来ているが、これを統一的に規制
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する法律を欠いていた。そこで自治庁 （当時〉 は地方公営企業法を立案し、

昭和27年8月法律292号として成立公布され、41年には能率増進、財政再建

を中心として大きく改正されたので、ある。

港湾事業は全国に 1,044を算えるが、これ等の大部分はまだ地方公共団体

の行政の一環として行われている状況であって、地方公営企業法に則って企

業としてし経営されるものは少い。地方公宮企業において港湾整備事業と称

しているものは港湾全般の管理経営ではなく、①臨海工業用地等の埋立事業

と、R港湾の荷役機械・上匡・倉庫等の施設利用事業の2つに限定されてい

る。 41年度末における事業数は埋立事業102、施設利用事業62、計164事業で

あり、経営団体数では 128団体となっている。

これを経営主体別にみると、36都道府県、5大市（名古屋港は市 ・県の一

部事務組合〉 、50市、 27町村、 5一部事務組合となっている。そのうち地方

公営企業法を適用しているものはまだ15に過ぎず、非適用が113に上ってい

る。これを事業 ・内容主体別に表示すれば次のようになっている。都道府県

の経営主体数のうち、東京 ・秋田・和歌山。愛媛・福岡の各都県は法適用の

埋立事業と法非適用の施設利用事業とを併行させているので重複している。

第2表港湾整備事業 の経 営主 体別内訳（41年度末〕
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港湾整備事業のうち、埋立事業は最近の地方公共団体の地域開発への意欲

を反映して積極的に推進され、また施設利用事業も最近の港湾貨物取扱量の

激増や港湾労務者数の減少に伴う荷役の機械化等の要請をノζックとして、こ
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こ数年急速に伸展してきたが、39年度の半ば以降の経済不況によってその勢

は停術固から後退に移り、41年度は景気回復にもかかわらず、事業数も決算規

模や建設投資額も40年度に比べてやや後退気味である。

港湾法による管理者数1.044に対し、地方公営企業としての港湾整備事業

の団体数は128に過ぎず、そのうち、港湾事業本来の施設利用事業はさらに

少し 62に過ぎず、さらに地方公営企業法を適用して企業的経営の体制をと

っているものは、埋立事業で15、施設利用事業では僅々 4に過ぎない状況で

ある。これはわが国港湾が多年国や地方の行政の一環として行政的官庁経営

の伝統が長く、港湾法で営業費独立採算方式を切らかにしても、依然たる官

庁会計方式の官庁行政が温存されている状況であり、港湾事業の能率的経営

はまだなかなか達成されていないといってよい。

2. 港湾整備事業の概況

2-1 地方公営企業における港湾整備事業の位置

わが国はいわゆる混合資本主義 mixedcapitalism体制の国であって、企

業は民営を原則とするけれども国公営の企業もかなり盛大な国である。国は

鉄道 ・電信電話 ・郵便の三大公益事業を明治の草創真Jjから経営しているが、

その後製鉄・塩煙草の専売 ・特殊銀行・公庫などの金融事業 ・簡健保等の社

会保険系事業から主食の管理事業 ・道路住宅その他の公団事業など数十の企

業のほか、日本航空 ・電源開発以下の半官半民企業も入れると百を相当越え

る企業を経営している。

一方、市町村等の地方公共団体も明治以来水道・都市交通から電気 ・ガス

などの公益事業を中心に公営企業の経営をしているが、 第二次大戦終了後は

その種類も急激に拡まって来た。昭和35年度一一一41年度における地方公営企

業の数は、35年4,711-36年5,155-37年5,371-38年5,561-39年5,798-40 

年5,955 41年6,044と増加し、 建設投資額も35年2,505億円から41年の5,518

億円へ、決算規模も35年 3,560億円から41年 12.462億円へ、職員数も 35年
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の201,000人から41年の278.000人へと増加している。

この公営企業の業種別を41年末総数6,044の内訳でみると、上水道l,346、

工業用水道76、交通189、電気40、 ガス71の狭義公益事業計 l,721が規模に

おいて主位を占めるが、この他に病院802、簡易水道l,928、港湾整備事業12

8、市場80、と畜場474、観光施設316、宅地造成369、公共下水道189、その

他37となっている。港湾整備事業は35年98にであったものが128になってお

り、その増加率は30.5%と、 全公営企業のこの聞の増加率26.7%を上回って

し、る。

41年度の地方公営企業における港湾整備事業のウェイトをみると、その企

業数では2.2%に過ぎないが、建設投資額では5,518億円中で、685億円と12.

4%を占め、上水道の27.0%、下水道の16.8%に次ぎ、宅地造成の12.7%と

伯ややし、都市交通644億円を上回っており、経営規模では全企業12,462億円

の中でL277億円と10.2%を占め、 上水道の25.7%、交通の15.4%、病院の

15. 1%に次ぎ4位を占めている。

このように、港湾整備事業は地方公営企業としてはまだ歴史が極めて浅い

ものであり、事業数も少いが、建設投資額や財政規模からみると相当上位に

あり、それだけにその経営成績のいかんは地方経済や地域開発にとって重要

な影響を及ぼすものといわなければならない。

2-2 港湾釜備事業の伸長状況

港湾整備事業は新らしい地方公営企業であるが、その伸長状況を事業数 ・

決算規模 ・建設投資等について35年以降を表示すると次の通りである。

事業数は35年に比べ、41年は98から 128へと増加しているが、41年は前年

より減っている。決算規模も建設投資も35年に比し、 36年は急増しているが

これは、池田内閣の所得倍増10カ年計画によるわが国経済の急成長で、外国

貿易港・工業港の船混みや工場用地難が激化したことに対し、急いで投資を

開始したからであり、37年はさらに伸ひナこが、37年の不況を反映して38年は

規模も投資も減少し、39年、40年と立ち直ったのが、40年の不況を反映して
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決算規模で442しかし、 41年を35年に比べると、41年がまたi成少しているの

%、建設投資で263%という伸びである。

業の伸長状況

定設投資 ｜ 対前年度増減 ω 物
百万円 事業数 ｜決算規模 ｜建設投資

98 24, 167 

' 36 115 70,701 63,086 17.3 165.6 161. 0 

37 123 93,068 T5, 785 7.0 31. 6 20. 1 

38 122 90,374 63 978 ム0.8 ム2.9 ム15.6

39 121,479 68,982 6.6 29.6 7.8 

40 132 131, 115 78,223 1. 5 7.9 13.4 

41 117, 713 63, 628 ム4.6 ム10.3 ム18.1 I 

三重ー港湾整備第3表

港湾整備事業の事業規模n〈
叫ワι

港湾整備事業の事業規模を埋立事業と施設利用事業とに分けて示すと、41

第4表港湾整備事業の事業規模 （41年度〉

｜ 1単位l法適用 ｜ 非適用 ｜ 計
造 ｜総而積 ｜千m2jl93, 854 100. 0矧96,538 100. 0%1290, 392 100. 0% 
成 ｜完r4o年度まで分lII 凡 465 41. o I礼町 50.5 1128, 216 44. 2 
計 ｜刷 41年度分iII I町制 6.5 I 7,225 7.5 I叫印 6.8
｜分l小計：II 92, 059 47. 5 I 55, 976 58. 0 1148, 035 51. 0 
画 142年度以降分III /101, 795 52. 5 I 40, 562 42. 0 1142，町 49.0

22,436 7.7 

98, 671 34. 0 

28, 972 10. 0 

150, 079 51. 7 

30,900 

30 225 

1 819 

15 440 

埋立事業の埋立計画総而積は290、百万m2に及ぶが、公営企業法適用事業

司.；： I完分｜非売却分｜千m2f 14, 142 7. 8 

成 ｜売却消分III I 70, 193 S6. 2 
業届状｜未売却分III I 1げ 6 6. 1 
処況｜ 計 I II I 96, 111 49. 6 

控l年貨｜荷 役 織械l千 tI 2,363 
荊｜間品件 屋. II I 11, 946 
月.I取引倉 庫I II I 426 

薬開盈｜貯木場｜グ ｜ 口08

年度において次のようになっている。

主E

ムL

8,6 

29. 5 

17.8 

55.9 

8,294 

28,478 

17,196 

53,968 

28,527 

18,279 

l, 393 

14, 132 

は数は少いが、 大規模なものが多く 193百万m2を占めている。 41年度末まで
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の完成分は法適用事業で47,3%、非適用事業で58,05'..：；である。完成分の売却l

済は法適用事業で全計画の36.2%、完成分の73%、未売tll分は全体の6,15杉

完成分の12,3%、と割合好成績であるのに対し、法非適用事業では未売却分

が全計画の17.8%、完成分の31.8%に及び、成績は振わない。

施設利用事業では法適用事業が僅か4に過ぎないので、非適用事業に比べ

て取扱量がずっと少くなっている。

2-4 港湾整備事業の資産、負債、資本

港湾整備事業の建設投資額は35年一41年につき第3表に示したが、法適用

企業15事業の資産総額は41年度末で4,111億円、うち固定資産255億円、 土地

造成3,578億円 （うち未完成3,110億円〉で、土地造成が主力を占めている。

資本金は自己資本金が417億円、借入資本金が1.432億円、剰余金9億円、資

本合計1,858億円、固定負債2,105億円、流動負債とも負｛i't合計2,253億円と

なっている。

自己資本金417億円の大部分411億円は固有（51継〉資木金であるが、借入

資本金l,432億円の大半1.402億円は企業債であり、他会計出一入金が29億円あ

る。資本剰余金16.5億円のうち、工事負担金が4億円、再評価積立金が6.4

億円、その他が5.8億円、国庫及び県補助金は僅か19百万円に過ぎない。利

益剰余金は当年度純損失が10億円に達したため7.5億円の欠損となり、その

ため剰余金は9億円に減少している。41年度の資本収入をみると、企業i立が

238億円、 他会計出資金が傑々 1億円、他会計借入金が31億円、他会計補助

金が5.6億円、工事負担金（埋立事業〉カ＇ 250億円、その他が277億円、計804

億円となっている。

法非適用を含む全港湾整備事業の41年度の企業債は419億円であり、建設

改良資中に占める割合は38.2%に過ぎず、各種公営企業中企業民への依存率

は最も低くなっているが、それは埋立事業の工事負担金や土地買入者からの

借入金が多いからで、埋立事業の特殊性を表わしている。地方公営企業の企

業院の原資は41年度で、政府資金48.8%（資金運用部35.5%、簡易保険12.1 
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足、厚生、国民年金3.2%）、 民間資金51.2見（公営企業金融公庫12.8%、

市場公募15.8%、縁故前228%）となっているが、港湾整備事業は縁故債が

220億円で高い割合を占めている。なお企業伎の うちには港湾整備事業と宅

地造成事業には、漁業補償や用地買収に現金の代りに交付される交付公債が

あり、港湾整備事業では37年の393億円を最高に、41年にも 72億円を交付し

ている。 41年度末の全地方公営企業et1t現在高17,942億円のうち、港湾整備事

業ー（法適用と非適用〉の分は2,049億円でll.7泌を占めている。

2-5 港湾整備事業の経営状況

埋立事業と施設利用事業を合わせた港湾整備事業全体の41年度収益的収支

は、建設中の8事業を除く法適用事業llのうち6が純利益 c1. 5億円〉を、
6が単年度欠損金（10.2億円〕を生じている。また総収益対総費用比率は9

3.9% (40年度はlll.2%）に低下し、ここ数年経営状況は次第に悪化して来

ていた出、遂に100%を大きく割るに至った。また、法非適用企業では、145

事業 （うち建設中40事業〉のうちで、120事業が黒字(17億円〉 、25事業が赤

字（ll.2億円〉 であり、収益的収支率は105.8%(4ο年度は132.6%）で、程

度は軽いが、法適用事業問機経営成績は低下して来ている。

第5表法適用港湾整備事業の経営状況 （単位百万円〉

「 一寸 J王己 工L4 o 年 I 4 1 年
総 J!SI. 益 74 15,067 13,354 

うちれ業収益 74 14,632 11, 742 12,809 

総 強 用 51 12,494 14,227 

五竜 矛lj 益 (2) 23 (6) 2,,647 (9) 1,667 (6) 151 

純 損 失 (2〕 134 〔4〕 433 (5〕 1,024 

繰越欠損金 〔2) 134 (3〕 624 (3) 1, 54,1 

不良債務額 (4) 2, Q,18 

収益的収支率（%） 146.4「 m可 9.1. 9 

注 （ 〉内は企業の数である

法非適用の埋立事業89、施設利用事業60、計149事業の41年度の経営状況

は次のようになっている。
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第6表 法非適用港湾整備事業の経営状況 （単位百万円〕

実質収支

l黒字
内訳i
l赤字（a)

信業収主主（b)

赤字比率 （a/b)%

収益 的収支率 。

3 8 年 I 3 9 年 I 4 o年 I 4 i 年

日 sl 乙m l 似 I ss1 
(97) s, so9 I 002) 2, 669 I c103〕 l,122 I (120) 1, 706 I 
(17〕 611I (15) 743 I (13) 700 I (25) 1, 125 I 
23,386 

2.6 

278.9 

38年当時は埋立事業の土地売却が盛んに成果をあげて、収益が計230億円

収支率が278.9話という好成績であったが、その後は総収益が大幅に滅り、

41年には146億円、収支率も105.8%と大幅に低下している。赤字事業も17の

6. 1億円から25の11億円と士宮f力｜｜ し、埋立事業もいつまでも儲かると いう訳に

は行かない情勢を示している。土地は造成したが売れ残りが増加し、資本利

子がかさんで来る。 これは新産業都市の臨港埋立に多いのである。

3. 主要港湾整備事業の経営状況

3-1 法適用港湾整備事業の経営成績

法適用事業は18であるが、その内訳は埋立事業が秋田県・千葉県 ・愛知県

和歌山県 ・名古屋組合・釧路市・函館市（東京都 ・大阪市 ・鳥取県 ・愛媛県

福岡県 ・横浜市 ・神戸市の7つは造成中のため決算を行っておらず、含まれ

ていなしつ の7、施設利用事業は大阪市 ・神戸市 ・名古屋組合 ・釧路市の4

である。

この11事業の41年度の総合損設計算書をみると次のようになっている。

(1）総収益は133.5億円で、営業収益128.0億円 （うち主営業収益124.0億円

受託工事収益3.9億円〉、営業外収益5.4億円、（うち受取利息1.4億円、 他会

計補助金2.1億円、雑収益1.8億円1となっている。

(2）総費用は142.2億円で、営業費用125.3億円（うち主営業費）13.5億円、

受託工事費3.9億円、総係資2.5億円、減仙i(1¥却賀4.2億円など〉、 営業外資
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用は16.9億円で、 支払利息16.7億円がそのほとんどを占めている。

l3）当年度純利益は6事業で1.5億円である。

性）当年度純損失は5事業で10,2億円に達している。

3-2 主要港湾整備事業の経営成績 （41年度〉

(1）埋立事業、東京都 ・横浜市 ・大阪府等の主要埋立事業は造成中て、決算報

告を出していなし、から、埋立事業で最大なのは名古屋港管理組合であり、 次

いで和歌山県となっている。

名古屋組合の埋立事業の総収益は66.2億円で、総費用は69.2億円、純損失

2.9億円となっているが、その内容詳細は不明である。

和歌山県の埋立事業は、総収益34.7億円、うち営業収益33.3億円、営業外

収益1.4億円で、 総費用は34.1億円、うち営業貸用33.4億円、支払利息を主

とする営業外費用0.67億円、純利益0.64億円となっている。

秋田県の埋立事業は小規模であるが、3.4億円の収益があり、0.69億円の

純利益をあげている。千葉県は総収益0.21億円で、純利益ゼロである。愛知

県な5.34億円の総収益で6.96億円の欠損を出しているが、利息が8.63億円と

巨額である0 fj／路市は総収益0.2億円の小規模であるが、o.17億円の利益を

出している。

(2) 施設利用事業

法適用の施設利月3事業は大阪市、神戸市、名古屋港管理組合、到｜齢市の僅

か4に過ぎない。

最も大きいのは大阪市で、総収益8.42億円、うち営業収益5.99憶円、 営業

外収益2.42億円（司王の一般会計補助金2.18億円〉で、総費用は8.42億円（う

ち主営業費4.65億円、受託工事費2.57億円、 資産減耗費1.93億円等〕、 営業

外費用3.76億円 （利息3.63億円〉 であり、損益はゼロ決算を行っているが、

これは赤字分2.18億円を市一般会計から補助して貰って、営業外収益に計上

しているからであって、企業と しては大きな欠損なのである。

神戸市の施設利用事業では、総収主主6.86億円のほとんどが営業収益であり
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総資j日も6.86億円で、純損訴はゼロ決算をしている。しかし、ここでは一般

会計ーからの補助は受けておらず、償却額等を操作してのゼロ決算である。

名古屋港組合の施設利用事業は、総収益60.8億円でほとんどが主営業収益

であり、補助等は受けていなし、。総費用62.1億円は営業費5.28億円（うち主

営業貨4.10億円、 減価償却1~ 1.04億円など）と営業外賀用0.92億円（利息が

主〕とから成っている。当年は純損失o.12億円となった。
釧路市の施設利用事業は総収益0.63億円、欠損0.04億円という小規模なも

のである。

4. 港湾事業の企業的経営への道

本論は港湾、事業全体ではなく、そのうち地方公営企業としての港湾整備事

業の最近の経営状況を、主として自治省の地方公営企業年鑑14集（42年12月

刊〉の資料によって解説報告したものであるが、筆者は近年地方公営企業の

経営悪化、赤字転落の様相が深刻であるのに鑑み、その経営改善と再建に深

い関心を持って調査研究して来ている。さきに自治省の地方公営企業制度調

査会の委員を勤め、この1年半は全国市議会議長会の地方行政懇談会委員と

して人口30万以上の都市の公営企業を視察調査してう！とている。しかし、制度

調査会の頃は港湾関係事業はむしろ、好成績の部門に属していたのに、 40年

41年と急激に成績が低下して米ている。それは埋立事業のコスト高と売行不

振とが目立って米たからであるO 港湾事業の木来のものは船舶の出入碇泊と

船貨の取扱、」二屋倉庫の施設利用にある。しかるに、港湾法は港湾管理者の

営業費独立採算的経営原則を決めているが、一方、同法13条は私企業への不

干与を定め、港湾運送業、倉庫業その他の愉送、保管2業等の活動を妨げまた

は干渉し、あるいは競争することを禁止している。これは、手足を縛って独

算的企業活動を命ずるようなもので、これでは港湾管理者は活動範囲が狭少

に過ぎて、企業的活動をする余地が少く、これが港湾管理者のほとんどを一

般地方官庁のままにしている理由と思われる。地方公営：ii".業化した施設利用
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事業なるものも同法適用な儲か4事業に過ぎず、58事業が法非適用の官庁粍

営的姿にある。

港湾事業は広域的間接受益の大きな事業であり、それだけに社会会計的な

行政事業の要素が強いことは否めないが、そのために港湾経営の能率を無視

しても良いことにはならないのであり 、負担区分を明確化して、料金売上げ等

の営業収益で支弁すべき部門は独立採算制を確立し、あえて現行のような随

設利用事業に限定せず、港湾事業全般に活動領域を拡大して行くことが必要

である。私企業不干与とか競争禁止とかは私企業の立場からのものであり、

公企業が私企業よりも安くつくならば、その方が市民、国民、利用者の利誌

なのである。

ただ、わが国で‘は公企業、殊に近年の地方公営企業は、人件費のみが徒ら

に高く能率は甚だ低く、赤字万年化の係相が濃いのである。これを抜本的に

正すことができなければ、港湾事業さえも、工事だけは公民で大きく賄い、

あとは民営に経営委託をした方が良いというこ とになりかねないであろう。

戸 内
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2. 計画論の進め方

2 港湾都市の性絡と定義

1. 性絡の分析

2. 港湾都市の一般的定義

3 計画要素とその価値判断

神 代方雅
（小樽市企画部〉

1. 計画要素と価値判断のシ久テム

2. 価値判断

.1 計画の骨・格

1. 骨絡形成のIll員Pf

2. 具体的手法の一例

1. 緒 論

1. 港湾都市計画の目的意義

港湾都市計画の目的乃至意義は、

(1）海運起終点聞の海運機能の一部を形成する港湾及び港湾都市を海運の

ために最適の条件下におかしめること。

(2) 港湾の背後圏及ひ‘港湾都市の、海運を利とする総ての生産と消費の活

動を最適の状態におかしめること。

にある。

これがため、港湾、及び都市が広域的に占ゅうるであろう役割を評佃iして、

その性絡と規模を決定するとと もに、必要とする夫々の機能と構造を物理的

（素材的 ・量的 ・機構的〉或ρは経済的 ・社会的相朕！の最適型体として長期

的視点に立ってこれを捕t't判断し、これを定型化することにある。



定義的に表現すれば「港湾都市計画とは、 海運流通機能、 海運を有利とす

る生産弦びに消費における都市桜能、これら両者のための土地利用と諸機

能配置のための都市計画である」。

2. 計画論の進め方

1) この計画論の前提

港湾と都市の成立の要因或いは過程によ り、夫々 の性格があり、具体的計

画においては夫々の類型の組合せにより計画を組立てるべきものと考える。

しかし本論では、港湾と都市夫々が総ての要素を包含するものとしての基本

的な考え方を検討したい。 且つ港湾と都市夫々の計画論の分野からなるべく

外れ、夫々の相関における考え方を中心とする。

2) 計画論の進め方

計画の手法 ・順序は、一般計画論と同様に港湾都市の一般的性格の分析→

計画要素の解析と評価→骨格の組立→肉付け、の！｜瞭序による。本論では骨栴

組立までを極く基本的且つ網羅的に論じたL、

2. 港湾都市の性格と定義

1. 性格の分析

物理的 ・経済的 ・社会的三聞からの性格について概説する。

1) 物理的性絡

海洋に臨む都市として、湾形 ・波浪 ・潮流 ・潮差・津波等の自然条件と陸

地の高低 ・広狭・地形 ・地質等の自然条件によって特化している性格であ

る。 これらは相互に計画上の種々の限定を与えるが、同時に海面の埋立、陸

地の整地または逆に掘込による陸地への水首！の造戒等を可能に し計画的処理

の可能性が強し、。

2) 経済的性格

(1) 港湾と都市の規模と成長度

ー－ l'J 一一



(a) 夫々は相関関係にあり、ま大夫々は背後闘の規模と成長度とのi函数で

もある。

ω広域的経済の相互の影響は、流通の高度化によって強化されつつあり
この影響は港湾都市において特に箸るしい。

{c) 前方閣についても海運を通じその1返済効率を拡大し、且つ相互に影響

する。

{d) 都市は海運の流通効果を通じ背後閤に拡大する可能性をもっ。

(e) 港湾は背後の規模拡大に伴う流通を他の輸送機関とともに負担しなけ

ればならないが、一般に都市の拡大のテンポと港湾機能拡大のテンポと

は一致させることが困難な要因が存在している。のみならず都市の膨張

ないしは計画的処理の不適を因として、溺運と無関係の流通生産消費部

門まで港湾活動の空間に持込まれる。

。） 海運の効果と港湾都市の特性

例 都市は港湾活動のー；絡を負担し、港湾、は生産性大なる空間を都市及び

背後圏に与え、同時に消費部門の生産性をも拡大する。

(b) 近代の資本生産性高度化の追求は、生産 ・消費 ・流通総ての部門にお

いて、規俗化・ 専門化・ 高速化 ・大量化・ 連続化・直通化等の機能の高

度化のテンポが激しい。この影響は海運を通じ港湾都市が最も大きくう

ける。

(c) このこ とは海運中継点として p港湾と都市がこのテンポに合致しなけ

ればならないことと、同時に流通近代化の利益をうける体勢にならなけ

ればならないことを意味する。

(d) またこの利益は港湾、都市においては、大量且つ急速に発生する可能性

をもっと同時に逆に、他地域他港により高い効率が発生することにより

大量の不利益を急速に発生する可能性をも包含している。

φ） 港湾と都市における流通の特性

〈的 愉送手段の変換、 即ち物資別 ・量方lj・距離別等により海運は港湾と都

市を通じ、その愉送手段を変換する。
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叫 港湾は輸送力強弱の調節点であり、保管の役割があるが、都市もまた

その役割の一部を負担する。

¥C) 特に港湾、は都市に対して販売をも含めた流通調節 （保管と配分〉のタ

ーミナルの役割をも分担しているが、港湾の本質と合致するものではな

い。都市もまた背後閣に対しこの分担をなすことは勿論である。

Id) 従って港湾は海陸よりの輸送調節と保管の役割、大量←→大量、大量

←→小口の分岐点としての役割を負担し、都市はこれらを通過せしめ或

いは受止める。

3) 社会的性格等

（的 海洋の自然条件による大災害、港湾における船舶事故或いは石油等危

険物による災害等、一旦発生すると都市に与える被害が大きい。

(b) 港湾貨物流通の波宮Jによる労働力需要の増減と、逆にこれを因として

段漁地帯等失業人口の港湾都市への流入とスラム街の形成。

(c) 海員等労働人口に対する飲食店街の無秩序、反社会的形成。

(d) 多種にのぼる港湾関係官庁、同じく銀行その他民間企業の管理部門の

自然発生的な配置による都市内のロスの多い動線の形成。

(e) 企業の変遷盛衰が激しく土地需要に変化が多い。

2. 港湾都市の一般的定義

蛇足であるが、 I~ 的意、識をより明確にするため、 港湾都市の定義を「港湾

都市とは、港湾とそのヒンタ ーラン ドの一部また大部分を包含し、海運流通

を分担且つ活用し、最少の流通経費を要因として、流通起終点聞における地

域の経済効率を拡大すべき要素と役割lをもっ都市である」とする。

3. 計画要素とその価値判断

港湾と都市計画におけ－る計画要素を、同的に対して最適計画であるために

定性的定量的或いは空間的時間的に捕捉し、評価判断することである。最適

であることは、港湾都市におけーる流通 ・生産 ・消貨音g門の夫々が、土地労働



資本を通じて均衡のとれた最大の生産性を発揮し、 且つ安全・快適であるた

めの諸機能と土地利用の構成と、同時に港湾と都市とがバランスのとれた発

展をなしうることである。経済的にはコス ト・ ベネフィッ トの比較において

最適の計画という こともできる。

1. 計画要素と価値判断のシステム

港湾計画及び都市計画における計画要素を包含するものであるが、本論で

は特に港湾計画の基礎である貨物流通量を、背後都市流通の関係に置換え夫

々の輸送計画の基礎とし、こわを都市計画のエレメントとして抽出配分する

ことに重点をおく。以下概括して計闘の要素とその価値判断のシステム及び

判断の順序を示す。

D 価値判断のシステム

｜最 「｛目的 ＂＂＂＂＂＇・ ；ト…，I ~；与 「 no貰1Hゴー一 三吉陪1、J.－一弔却店＇f
U直 II ¥ I ¥'f... 
｜「「 y Y倒的
中日 ！｜ ハ IV 

｜断 し定性的一 時間的じ 相会的

2) 判断の順序

~1 1\J処理

機能配置

先ず全体としての性格と規模を判断し、これを部分におとす、いわばマク

ロ的作業である。次に ミクロ的判断として、積上作業による判断を行う。こ

の順序を示せば、

一流通 ・生産 ・消費の各部門に於てー

。） 夫々 の性格 ・規模を判断し、総体の（背後地域まで含めて〉受持つべ

き、或いは特化しうる性絡規模を判断する。

同 性格規模に応ずる土地利用と、機能配置を夫々判断し、これを集約し

整理する。

2， 価値 判断
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性格と規模についての判断1) 

地域の経済は、地域が有する諸条件とともに、他の地域と相対的関係にあ

り、また時間的に技術 ・手段 ・条件・財貨 ・等がi時々刻々変化する。従って

産業立地論その他の立場から検討すべきことは勿論であるが、海運を分担す

る港湾都市の性格規模を判断する重点的要素は云うまでもなく、輸送費の分

析である。それにしても、広域的または地域の産業立地の動向を、広域産業

経済の構造と動向並びに地域の諸条件から判断し、 地域の負担すべき或いは

特化しうるであろう。産業の性格規模を前提に立てねばならない。

この前提から予想される輸送需要と、輸送の手段 ・ノレート ・起終点等の組

合せにおいて、輸送費の最低を期待しうる組合せを分析評価し、産業立地或

いは発展要因として抽出し他地域との比較において性格規模を判断する。

輸送費からの性格規模の判断

（品種量）

人

輸送需要

出，

対手地域起終 .＇.＇！.

Nu 1 

2 

If 手段

II ルート

ι一斗 輸送費分析 ｜

3 

4

：：； 

前述のマクロ判断の方法として、輸送費用の分岐点という考え方で次頁の

ような組合せにより、大局的な輸送費の分析を行Bう。

輸送費用の分岐する一一一一一輸送地点

I 愉送手段

一一輸送ノレート

輸送需要〔品目 ・量〉

｛也の組合わせをも類推しうる代表的手段 ・ルート ・実際の方法としては、

需要を選び、代表的地点との組合わせにより夫々の評価を行う。
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ある品種と海運ルートの組合わせ

Alレート

／ ＼  

計 ＿／ ¥ 
図。 J
港 、、 μ ’

、ーー一一一－－－－K分岐点）
BJレート 等filUλ

この評価に基づき、前提として

あげた性格規模をチェックする。

ミクロ的判断におρては、前

述のとおり夫々の要素について

判断し、土地利用及び機能配置

としてレイアウ トし、修正を加l

海陸を通ずるルートの組合わせ

-----ト事立革 、、、
計画，巷 ---- p..1νJ I 、
”’ 、

陵五Ii_o,.. 、
I 

rl ~－－－－－－－－ ,. 
起＼
' ¥ 0 

n: I~ し－＼・砂／／て分岐点
"- ~ JV __.-/ 

迅i、＂－.. ------
、o-
F轟接港

輸送需要と手段の組合わせ（陸連）

（海是正にも問機云いうる）

大量輸送手段

える。更には、時間的変化に対する判断花びにミクロ的に更に分析を加え或

いは、港湾及び都市機能に刻する投資と便益を試算しチェックすべきであ

る。この作業は次に説明する土地利用と機能配置に於ても必要であるが、J炭

模策定の過程に於ては白からその精度を異にする。

2) 土地利用と機能配置について

土地利用と機能配置の重点は、

（司 海運流通の生産性を最大にするo HJJち港湾と背後流通の機能を最適状

態におくこと。

刷機能利用の効果を最大に発揮すること。

( c) 港湾と都市が土地と機能利用上協力的一体化の関係にめり、互いに臣

害しないこと。

(1) 海運流通機能のための判断

これは、港湾と背後流通に対する土地利用上、機能配置上の判断であるご

流通高度化の原則として、流通のために必要な単位重量あたりの仕事量を最

少限にする必要があるが、このためには流通の規路 ・専門 ・高速 ・大量 ・連
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続・直通化 ・更には各輸送手段の協力化等が図られる。これについての判断

が必要である。

この判断の方法としては次の前提を立てる必要があるO 即ち都市及び背後

聞の輸送需要の分散的存在を、都市内の流通センタ一等の拠点を想定し、集

約し或いは農業・鉱業・内陸工業地帯、内陸都市等に集約想定すること。港

湾に於ては、輸送の発生する主たる地点を、品種別 ・輸送手段別 ・船型別・

土地利用形態別等によりゾーンに区分し想定する。この都市及び背後の拠点

と、港湾の各ゾーンとを結ぶ必要な輸送需要に対し、最適輸送手段としての

整理組合わせと、輸送機能の配置とを前提に立てる。 この方法の整理の一例

として次表を参考に掲げる。

この前提を用い、試行と錯誤の修正、即ちレイアウトを試み、更に修正す

るという経過をたどる。

最適輸送 手段の整理の一例

｜ゾ品 ｜盟 ｜ 荷 ｜保 ｜貨物量［ 背後輪｜送と l保管
I I I ｜港湾都市 ｜内陸工業｜鉱 i農業地帯

iン目 ！千t 役 ｜管 i出 入｜拠点 ！分散 ｜都市！業 ！

！！穀 物Iso Iニューマサイロ｜ ｜水運〈船）｜トラ ック｜鉄道（工。l ［ ｜ ｜ ｜サイロ ｜ ｜場引込l I 
I I : I I叶 ｜｜線） I I 

1°1＇雑 貨l10 I，，，レーン｜上屋｜ ｜水運 ｜トラック｜鰐〉削 除九上Z
II! i_ I I _I _Iトラック｜拠点から｜点保管 ｜ ｜白拠点
1:1 I冷凍貨物｜51 I I ｜？？庫 ｜ ｜冷凍僻｜ ｜冷凍貨車I I I I I I セン｜ ｜拠点冷放｜ ｜拠l京冷蔵庫
ンI I I I I I I I ' ' 

｜ハ｜」 ｜ 」」 ！内冷帥1 ---t~＇ i l 
δ陣 貨I10 Iローノレ I 1トレーラ｜ 1鉄道 i I 
(j::zンテナ｜扱5Iオン／ I 卜 I I I I 
却Lーしに三1 1-1ー←」 J_[_j__ _ 
Q出 池Is Iハイブ ｜夕、／ク｜ ｜パイプタ｜ I 

プ｜ I I I I ｜ンク ｜ ！ 

~I L·P カス l s l~Iタ ~I ｜ヂガ瑚に乗せl I 

8札三＂I三l 一一｜」－1－－~1-1竺一一一
［！.「 *I s 1水務 ｜水面l1：：琳より製｜ ｜ 
ンI I I I I I I 
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次に判断の中心思想を述べるならば、

（吋 広域流通の手段の高度化を出来るだけ計画に取入れる。

(b) 大量輸送をなるべく背後に及ぼすための輸送手段と、都市及び背後圏

に大量を受止める空間処理を必要とする。

( c) 港湾における貨物収容と収容能力の回転と背後の収容（発生〉空間及

びその処理機能とにバランスが必要である。

(d) 混交しない土地利用、即ち港湾に於ても目的別に純粋で、あり、港湾と

都市の関係にも然、りである。

(e) 将来の機能拡大を予想した空間及び機能配置が必要で、ある。

(f) 煩似性絡乃至輸送手段をなるべく集約し、またそのための土地利用配

分を港湾に特に必要とする。例えば立体←→予聞の変化の大きい貨物程

埠頭に大面積を必要とする。大型且つ重量貨物や単一大量貨物は背後の

関係との組合わせをなるべく整理し、例えば原木鋼材の如きは水運によ

る筏 ・鮮を活用する等の集約化が必要である。

(g) 一般的に海運貨物は船舶←→背後の関係において立体←→平面の形態

であり、ノミースから背後に向って江主二 ある角度をもって平而的に

拡大する。勿論貨物によって異り、粉体・流体はJi己頭に於ては立体←→

立体の形態をとりうるが背後に向つては細分化平而化される。特に雑貨

は平間化の率が高し、。従って雑貨の如きて]Z同化の高い貨物の荷役のスピ

ードアップを図るには、jJ告頭乃至陣頭直後に余裕ある面積を必要と し、

且つ貨物の動線、も支障や渋滞を起さない配慮が必要であるa またかかる

貨物は大量←→小口の変換にあたり、特にコンデンサー的役割l乃至コン

トローノレのための広い平岡を考慮すべきである。 （例えば雑貨陣頭群の

背後にマスエーリ ヤを設ける。〉また小口分岐の動線はできるだけ統一

整理されて、都市内交通と相互に阻害しない処迎が必要て、ある。

(h) 云うまでもなく貨物流通におけるスピードとは、 輸送機関の走行速度

と積載量の双方を意味し、双方の積を以て表わされる能力であり、 単位

時間に対する輸送の距離と量である。
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従って港湾都市の諸条件が許すならば、水運による大量化、その他近代

的な輸送手段を適切に組合わせるための諸計画が港湾都市計画の重点で、

ある。

(2) 海運流通機能を最大に利用するための判断

(a) 大量輸送の効果に直結する土地利用であること。

(b) 輸送機能の配置との組合わせが最適であること。例えば船舶に於ては

水深毎、 品種毎等の有効な土地利用を図る。

(c) 土地の経済効率に即応し、目的に即応すること。流通或いは生産に必

要な土地に対しては、直接必要なもの以外消費部門等の土地利用を許さ

ない。逆に消費部門の土地利用等に生産や流通の土地利用が混交したり

被害（公害〉を与えることのない配慮である。

φ） 社会的要素に対する土地利用の判断

(a) 港湾労働者に対する対策としては、臨港地域との聞に緑地帯公園等を

設け、これに接して住宅白地を設ける等、都市施設の配慮は勿論必要で‘

あるが、荷役の機械化を図り労働力需給アンバランスの巾を機械の能力

に置換える等の措置が必要であり、このことによりiミ金を安定し、労働

力対策を強化しうると考える。

(b) 自然、災害に対する判断、｜坊潮堤や都市構造物の構造配置、或いは都市

の地盤高、河川水路との関係等の基本的判断と、石油等危険物扱の水面

及ひその背後陸地の規制トヤ、諸種の人的災害（例えば工場〉 に対する配

慮等を総括して、危険区域の設定や防災 ・避難 ・災害復旧等に対する交

通や避難の施設配置に刈する判断が必要である。

( c) 海浜レクリエーションに対する適切な配慮、とともに、交通ラッシュ対

策が重要であるC

(d) 海員労働者に刻する統制ある清潔なアミューズメン トセンターの配置

は、都市全体に与える影響が大きいので是非計画的に強力な行政処理を

必要とする。

(e) 港湾行政官庁と民間企業管理部門は一括して管理ゾーンを形成すべき
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である。その出張所の配置も、出頭背後のマスエーリヤに納める等計画

的でなければならない。

4. 計画の骨格 （一つの手法〉

(a) 全体の性格規模の想定→（b）港湾と都市への大略のレイアウトパc）港湾

機能の配置と各ゾーンの配置及び都市の機能と土地利用配置→（d）港湾と都市

及び背後圏との流通手段の整理→（e）輸送機能との関連に於て港湾と都市の適

性と能力を判断し、更に土地利用と機能配置を修正する。

( c）及び（d）については前掲の表による作業を一つの手法と考える。

(1）パースとゾーンの配置 前掲表による。

(2) パース背後の機能配置

No.1 No.2 

マスエーリヤ

3-2-2）一（1）の（g）における考え方で崎頭群の

背後に大而積をとることと、 NolとNo2

の如き械の動脈を考える。勿論貨物の績の

動きは迎論的でなく、 11;1頭から背後の動脈

に乗るべきであるが、臨海地域全体として

機械や人の動きにも応ずる考えが必要であ

る。

(3) 港湾と都市及び背後との輸送と土地利用

次の図は一例を示すに過ぎないが、都市内への輸送を流通センターに集約

する等前掲表の整理の考え方である。土地の経済効率を%で‘表わし、水際

を100として整理するのも一案と考える。
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貨物輸送史上におけ る港湾

A はじめに

宮野武雄
（東京交通短大〉

わが国で、鉄道が普及し、自動車が発.iiするまでは、旅行はH歩くこと μで、

あった。馬や乗物も使われたが、それは一部にとどまった。瀬戸内海やビワ

湖といった恵まれた地域では舟が利用された。東海道五十三次でもその一部

熱田、桑名間七里のi度のような船で海上を渡るコースもないで－はなかった。

伏見大阪聞は舟が主と して使われたが、そう したことは例外であった。

しかし、貨物輸送では全く異なって H船、イカタコt などの水運が主力を占

めていた。馬や牛を使う駄送、ほんの航かでは車も使われた。だがそうした

陸運は急送を要する物品、害状、貴重品などを別として、地勢など河川やゆ

・上の利用が不可能な地域を除いては、 今日では考えられないような船輸送が

行われていた。わが国の河川は急流が多く 、輸送には決して適していなかっ

たがそれを限界に近いほどに利用していた。

明治維新を迎え、鉄道が導入されても、その当初はこの陸上の輸送機l*J

は II政治経済の中心と水運を結ぶH ｜三｜的を品つものであった。最初の鉄道が

東京と横浜の聞に建設されたのは、横浜港に陸揚げされた内外の物資を東京

へ輸送するための目的であり、赤羽、出山II尚の山手線を開業させたのは白木

鉄道会社沿紘と横浜港を結ぶためであり、｜掲西において神戸、大阪聞の建設

が急がれたのは、経済の中心地大阪に発着する貨物を神戸港経由で海上輸送

に連絡するためであった。これは今日でも、東海道線が1*1戸を終点としてい

る理由でもある。当時の政府は神戸、大阪の鉄道を大津に延長し、一方長浜

から敦賀への鉄道建設を急いだ。湖上は大津、長浜聞を舟によって連絡する

ことを考えていたのである。鉄道が海運とは別の動きをするのは、相当後の

ことである。
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こうして、河川、 海運を通じて水運の量は非常に大きなものがあった。

こうした大量の水運貨物輸送のため、各河川には H河岸IIが定められH河口

港II がつくられ海上輸送のためには H港II が設けられ、 II風待ちII の避難

港なども、今日想像以上の地点に設けられていた。こうした港の設備は、今

日とは比較できないが、当時としては相当の金と労力が投ぜられ利用されて

し、7こ。

この港について、大体江戸末期頃までを対象と して若干の考察 を試みた

し、。

B 港の 種類

「国々湊くらべ」 （海事叢談、住田正一氏〉は角力番付に見立てたもので

時期は明かでないようだが、江戸時代中頃であろう。その主なものを掲げる

と次のようである。

J:j~ 方 西 方

泉 州 堺 ：大 ｜英j 肥 1]tj 長 崎

志摩 鳥羽 IYJ 脇 長州 下関

紀 州、｜ 綱しらず小 結 筑前 博多

越前 コ 国 円1J 頭 安芸 広島

出羽 酒 田 ／／ JJ巴前 名古屋

／／ 秋田 II 長州 1与L

越前 必｛賀 ／／ 備前 岡 山

津軽 青 森 ／／ 安 芸 室住

i越後 新潟 fl II 御手洗

出 羽 本上i:: ノY 阿 i皮 徳島

自己じ :'i王 福良 ノア 石見 浜田

下総 銚子 II 丹後 由良湊

行司 奥州 松前相州浦賀佐州 相川

世話役 摂州 兵庫奥州 ニ馬屋伊豆下回
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勧進元 江戸品川｜、 鉄砲i1H

大阪木津、安治川両JII口

こういった港名とその重要度の評価は今日、われわれの考えとは大分異っ

ている。例えば尾ノ道、石巻、玉

その頃の港の分類方についてはいろいろとあろうが、その輸送上の使命か

ら次のごとく大別したい。しかし一つの港は決して一穐の分類に当てはまる

ものではない。積出港は必ず発送の何活かの到着港でもある。河岸は米など

の農産物を積出すが、また塩などの到着港でもある。比較的積出が多いの怠

味である。由来古代から「ミナ ト」 は水戸で、河口の意であり、 「江戸」も

同意である。即ち川運と海運との接触地で、荷物を付けて河川を下った川舟

が、河口で海舟に荷物を積み替える地点である。これに対して「ッ」は海港

の意のようであり、また 「トマリ」は船の止まるところで、港の意となっ

た。 「イリェ」は湾入したところで、風波から舟の安全を守り得るので、同

様に港の意味に使われた。

l，積出港

付）河 岸

河川は鉄道におけーるローカル級、道路においてはlllJ村道の役目をなし、 そ

の駅に相当するのが河岸であった。ただ舟が停り、貨物を積込、ときには取

卸すことができればよかったので、何の設備も必要がなく 、思い思いの個所

に定められたであろうが、川の流れにおいて、自ら井lを停めるに適当な溜の

地が定まり、また各村々からの道路事情も考えられて自然に適当な場所がき

まり、またその場所に井jを止め、繋ぐ設備、村々からの道路も聞かれ、問屋

や倉庫もでき、運賃の制定も行・われるに至った。もち論村々から河岸までは

駄牛馬輸送で、米（年貢米〉や来It穀の積出が多く 、帰り荷は塩や干イワシな

どの日巴料、日j日雑貨であった。

（ロ）海港

港が生産地、また背後地から｜控送で集貨され、積出す港である。例えば漁

港で、その港やその港の漁船の魚類を押送船（活魚船〉で大都市へ運ぶ港が
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これに当る。明石でとれた魚を大阪の雑喉場へ送り、木更津から同じく押送

船で江戸へ活魚を運んだ。銚子港からは利根川をさか上り、木下から江戸へ

陸送した。また西宮から新酒が樽船に積込まれて江戸に送られた。赤穂；の

塩、行徳の塩も同様である。

2，消費港

江戸時代100万人以上の大都市であった江戸は最も大きな消費都市で、そ

のために日本全土からこの都市に向ってめらゆる貨物が送られた。その輸送

は当時としては、最も大きく困難であった。京都は人口においては江戸に比

すべくもないが、江戸時代以前はわが国唯一の消費都市で、あり、大津、伏見

また古くは鳥羽がその関門で、奈良時代の奈良については木津がその外港を

なしていた。

3，中継港

海対海港、l控対海港の中継港もあるが、最も多いのは河川貨物の中継をな

す河口港である。酒田の最上川に対し、新潟の信濃川、阿賀野川に対し、伏

木の庄川、小矢部川に対し、三国の九頭竜JIIに対し、尼ケ｜崎、伝法、江口な

どの淀川に対するなどなどである。

また海港に対する海港としては下開港などがめり、｜控対海港としては、敦

賀、尾之道などがある。こうした中継港とくに河口港は今日、全く忘れられ

ている。

大阪港は一方においては淀川J11口であり、一方で・は海対海の中継：港で、ま

た大きな消費港でもあり、当時わが国経済の中心であった。

4， 外国貿易港

江戸時代においては鎖国の問、長崎がrift－の外国貿易港でめったが、その

前においては博多、敦賀、堺などが外国貿易港でめった。

5， 避難港

当時の和船では天候によっては避難をなし、また風待のために停泊する港

が必要であった。

これらの港は今日われわれが想像する以上に広く全国に散在していた。し
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かし汽船が使用され、風待の必要が無くなって、こ うした多くの風待港は全

く忘れられている。鳥羽港は単なる風待港ではなく 、決して忘れられている

港ではないが「古へ帆船時代には、遠州灘を渡る船舶は必ず寄泊してJI原風を

待ち しため、前頁殿盛市街の繁華を極めしところなり、伊豆の下回を朝山巻

けば晩にや志州領鳥羽浦へ、鳥羽はよいとこ朝日をうけて七っさがれば女郎

が出る」 （日木地名大辞典〉のおもかげはないて・あろう。

6，政 治港

土地の支配者はその土地の港を保ち、これを発展させることに 力をつく

す。荘園時代にはその荘園からの年貢などの愉送を確保するためで、ある。戦

国時代には軍事上のため、また尚業の繁栄により自国を強大にするため、自

ら十分に支配できる港を必要とした、江戸時代においても、大名も小名も港

を持ちこれを発展させて、自己の富強を企図した、こうして全国に沢山の港

がつくられ、またその港を発展させるため強制的な措置が諮ぜられた。しか

しそれらの港はほとんどその跡を残してはいなし、。

また幕府は交通取締から、はじめ江戸に入港する船舶を総て下回に入港さ

せ、これを検査させたが、享保六年一月、これを浦賀に移した、下回から浦

賀に移した理由としては「下回ハ港ニヨロシカラザノレニ付、風波ノ節ノ、難乗

入、或ヒハ船破損ニオヨビ云々」としているが、そのため浦賀には船舶が多

く集り、泊船の数毎日数十に及ひ常に五大力船十一隻、小船五十隻、伝馬船

百五十を繋ぎて運輸の使を図りたれは、岸辺に立ちて対岸を見るこ と能はさ

りし程なりという、随て当港は江戸に通ずる主要関門として貨物を積卸すこ

とも多く 市況も活穣であった。

C 港 の設備

frr ＼ の歴史は非常に古いものがあるが 、 その~Ji:＼を風波から安全に守るための

自然の適地を探す外ない。難渋津や兵庫が船の泊所として自ら港を為したの

はこうした自然のためがあったろうv しかし船の運航が多くなるに伴って自

然の安全な停泊所は必ずしも客貨の取扱に適当な地点ではないことが理解さ
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れ、風波を防ぐ人工的な造成が試みられるに至った。また良い泊所でも河川

の土砂が船の航行を危険にすることも知られた。こうして「津」の管理促は

津守がおかれ、地方官は毎年一定の時期にその改修を行わねばならなか っ

たこうした改修にも僧侶の力が大きく働いている。天平年間に行基が室津、

将、魚住、大輪回、河尻の五泊を定め、貞観九年（867）魚住の防波堤石椋が

東大寺の僧賢和、賢養によって着手されたが完成で、きなかった。延暦十四年

四月（914）、三善清行が意見十二箇条を提出しているが、その内に「重請修

復播磨国魚住泊事」がある。行基が定めた五の港はその聞が一日の航程とな

っているが、官ではただ輪回泊のみを修造して、魚住港は荒廃してしまって

いる。従って斡港から輪田港までを途中、泊らないで無理な運航をするから

非常に危険で事故が多い、故に魚住港を修理してここに停泊させねばならな

いとの意見である。輪回泊が兵庫、魚住は明石の西、江井島の地と考えられ

ているから、淡路海峡に近く、防波堤も破接されてその役をなさなかったも

のであろう。その後平清盛が大輪田泊に経島（防波島〉を築いたのは有名で

ある。清感はまた広島県倉橋島と木土との聞の音頭の瀬戸を開制し航路を聞

いたと言われる。その後港の修理のためには入港船から税金をとりたてるこ

ととなったがさしたる港の改修がないまま近世に入ったと言えよう。

平家物語六経の島のこと

何よりも又福原の経の島ついて上下往来の船の今の世にいたるまで、わ

づらいなきこそめで、たけれ、かの島は去ぬる応保二年〔1162）二月上旬じ

っきはじめられけるが、同八月二日、にわかに大風吹、大波立て、みな

失ないてき一人柱立るるべきなんど公焔lせんぎ有しかども、それは中々

ざいごうなるべしとて石のおもてに一切経をかいてつかれけるゆえに粍

の島とは名づけけれ。

江戸｜時代に入って国内航路が聞かれるに伴い、工事についても工夫が行わ

れた。

(1） 河川本流のつけ替による港と内陸との輸送の改善。

初期の利根川本流｛、j・変えの工事は江戸を洪水から助うものであったが、ま
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た江戸への物資輸送径路を変更し、港と しての江同年も大きな変化を与え

Tこ。

東北では寛永六年 (1629）川村孫兵衛による北上川の河道変更は石巻港を

441河岸の運命を握る東北第ーの港とした。

定線十六年十月より従来大阪に注いでいた、大和川を柏原村より西流、大

阪、堺聞に注がせることとし、宝永元年十月0704）竣工した。これによっ

て大阪の水害救済には大きく貢献し得たが、堺港はこの新大和川の土砂に

より埋没著しく なった。

(2) 河川の流と港を分離する。

河川本流と港との聞に堤防を築き、土砂による港の埋没を防止。

例えば高砂港には松右エ門帆の発明者工楽松右ェ門の孫松右ェ門は陸地を

開さくし、加古川河口の脇に港を掘り込み三年後、鹿応二年（1866）ようや

く竣工した。 （西岸壁278問、東岸壁 160問、および140問、水深8-10尺

飾磨港また問機にして、江戸時代の末年に東西七十問、南北八十聞の船入

を完成した。

。） 水面の埋立整理

港内を凌諜し、その土をもって土地を造成し、また山をくづして埋立を行

うなどの港内整理。こうした例は各地にみられる。例えば多度津、字和島

住之江（佐賀〉 、八幡山、坂出など。

(4) 防波提の築造

港を波浪から防ぐための防波堤は古くから行われたことで、各地に見られ

る。今治港は慶長九年 (1604）藤堂高党がこの地に封ぜられ、築城と とも

に船入場を造ったがその後荒廃し、天保二年 (1831）に至って東西各四十

聞の防波堤を造り、下回港では正保二年 (1645年〉下回奉行今村伝四郎が

長さ三百間高さ九尺の防波堤を造っている。

(5）港と河川などとの聞に運河の開さく

河川よりの土砂を防止するため別に港を整備し、その聞に運河を開さえす

る。 例えば玉島港は高梁川の河口に当り、その土砂で埋立られるので、松
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山城主水谷勝宗が本流との聞に広く新開地をつくり、一方本流との連絡の

ため高瀬通（幅三問、深さ一間半、長さ二里十四町の運河〉を造った。こ

うした港と背後地聞の運河の閉さ くは、大規模には江戸、大阪港に行われ

たが、他にも今治、若松（遠賀川との連絡〉などに例があるが、また木材

などの取扱のために運河を射った例もある。今日も堀川と名付られている

ものが率ねこうした人工川で、ある。

{6）ふ頭、荷揚場の造成

ふ頭、荷揚場は港としては当然考えられるところである。しかしふ頭を港

内に築いて、船舶をここに導いて直接荷揚する方法は割合新しく （そのた

めには港内の波諜が行われる必要もあり〉船は安全な港の入口の山かげに

泊り、そこで小舟で荷卸する方法がとられていた（江戸や大坂では長くこ

うした方法であったが〉、しかし江戸時代にはふ頭、荷揚場を設け、階段

を造って荷扱に便にしていた。船入や防波堤の各所を適当に荷揚げに利用

していたところも多かった。今治港には既に慶長九年藤堂高売の手で荷揚

用護岸石垣を完成している。

（吟 陸地に船？留を堀込み築港

波浪の荒い海では堀込式の築港を行った。土佐湾の中央から室戸岬にかけ

て、野中兼山によって手結（テイ〉 、室津、室戸などの諸港が造られた。

手結港は慶安三年 (1650〕兼山の試掘にはじまり承応元年 (1652）完成、

室津は同じく兼山の計画により、ー木権兵工がその遺志をつぎ、室戸は寛

文元年 (1661)兼山によって改修された木格的な築港で、今日もなお漁港

として活用されている。

こうした港の設備については、 先人が;JJ~ 々ならぬ努力を続けてきたもので

あるが、鉄道や道路の普及、汽船の就航により、港の使命は全く失われたも

のが多く、先人の努力もイ些かに漁港と して利用されているに過ぎない。

D 大阪港

大阪は江戸時代においては、わが国経済の中心であった。西国を中心とし
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てほとんど全国の物資がこの地に集り、この地の商人の手を経て江戸をはじ

め全国に配送された。従ってここに集散される貨物の量は莫大なものがあ

り、その中心は江戸への輸送であった。今享保九年 (1724）の主な品目をみ

ると次の通りである。 （大阪市史〉

商品名 数 主－＂＇盟L 間 品 名 数 量

米 （俵〉 12,218 炭 （俵） 251 

魚油（タノレ〉 298 醤？1l1（タノレ〉 112. 196 

塩 （俵〕 E, 78(; 酒（タル〉 265,395 

木綿（箇〉 10,471 idl （タノレ〉 73,651 

繰綿（本〉 103. 530 

江戸開府間もなくは、江戸の周辺にはその需用をまかなう商品の生産が人

口の急増に間に合わず、関西からの供給に待たねばならなかったし、その後

関東での生産も進んだが、なお、この人口世界ーの大都市の需用をまかなう

ためには莫大な物資を大阪の手を経て送り込まねばならなかった。そのため

にはこれらの物資はまづ大阪へ輸送される必要があった。従って大阪への入

出航船舶の数は莫大であったろう。明治二年 （l869) 1ヶ月平均の入港数出

（大阪市史〉

50石積 2,008 400石積 65 

100石H l, 455 450石H 20 

150石H 646 500石H 40 

200石 F 362 550石川 3 

250石H 186 600-1000石H 52 

300石H 159 1000-2000石M 14 

350石 H 48 

であるから年間には500石以上の大船のみで隻1300以上となっている。こ

うした船は安治川、木津川両川が主として停泊地であった、大阪は淀川の川

口にあり、昔はここに大和川も注いでいたのて‘水、満々まことに水都の名に

ふさわしいものがあった。それだけに一方では水による被害も多く、また土
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砂で河口が埋まることも多かった。淀川の水が神崎川に入り、大和川が堺に

注ぎ（更に新淀川の開さくによって〉水難を避けることができた。歴史上の

大阪はこれらの水との戦であった。難波津という古名が自らこうした歴史を

物語るものと云えよう。 しかしi頼戸内海の東限に当り、また淀川、大和川を

以て平城、平安両都に通じ、そのIi悶喉にあたるこの要地が幾度か首都とな

り、戦の争点となったのも当然であった。

秀吉於大坂、定城郭、彼地五畿内中央、而東大和、西摂津、南和泉北山城

四方広大、而中規然山岳也、廻路大河、淀川大和J11、合其水即入海、大船

日々着岸、不知幾千万般、平安域外十余里南方平陸、而天王寺住吉堺津三

里余，皆立続／／IJ匡店屋辻小路為大坂之山下也。

柴田退治記（大日本地名辞典〉

淀川治水は既に古事記や日本書記にも記録されていて、わが国最初の治水

工事で難波の郷江の開さく、茨回堤の工事（仁徳天皇）であった。和気清麿

が延暦四年、七年（785、788）の両年、新川を開さくして淀川の溢水を神崎

川｜に流そうとした。この工事は失敗したが、何時か淀川｜の一部はこの流穫を

通ることになった。内海の水運が兵庫、尼崎、江口を経由して京都に通じた

のもこの分流のためである。

秀吉が大坂城を築いた際には、大坂港は土砂で浅く、また狭かったので各

国からの石船は－El兵庫港に停泊せしめ、大阪に廻漕させたということであ

るがこれは一面、築城のための石材ーなどの輸送が多いことを物語るがまた同

港の狭あいを示すものであろう。

徳川幕府はここを直轄地とし、港の整備にも力を注ぎ、貞享元年(1684）河

村瑞賢をしてて安治川を閉さくせしめた。この川筋が大阪水運の中心であっ

たが、その後川I）］$が浅くなり、天保て年 (1831〕に大波諜を行い、その際の

泥土で、天保山が造成されたという。その他大阪市内に閉さくされた運河は、

天満掘川（慶長三年〉、西航塀JII C慶長五年以前〉 、阿波掘JII （同〉東敏

明川（同〉道頓掘JII c元和元年〉 江戸堀川｜（同〉、左門殴川（同二年〉、京
J町掘川（同三年〉などをはじめとし、多くの運河は元政十二年 (1699）ころ

- 95ー



までには大体完成している。大阪がわが国経済の中心として活動させたのは

安治、木津両川が長距離輸送の船舶の停、泊地であり、貨物は総て川口で上荷

舟、茶舟に積換えられ各河川や運河沿いの問屋や倉庫に運ばれた。大阪では上

荷舟、茶舟が船仲間をつくり、河川や運河での運搬作業を独占していた。従

って伏見、大阪聞を通ずる伏見船において運ばれた貨物も、京橋、天満橋を

越えて市中に入る場合はそれらの橋で上荷舟、茶舟に積換を要した、こうし

た上荷舟、茶舟の独占は大｜奴における貨物取抜について大きな支障をなした

ものと思われるが、明治維新後の変化はこうした遺習をも打破するに至っ

た、こうした営業は明治元年以降、商法会所の鍛札を必要とすることとなっ

たが、同年中に交付されたその枚数は、

安治川組 807 堀々札1 389 

木津川組 903 川筋組 218 

上之口組 269 

これは鑑札枚数で隻数ではないが、枚数よりは隻数が多いのが普通である

から、それにしてもこうした舟数が多かったことが知られよう。

舟運が大阪市内の輸送の中心でめったこ とは、陸上輸送についても、その

発言力は極めて強かった。陸上輸送はベカ車、術車程度しか許されなかった

のは、大八車、牛車といった大型車両では橋梁を痛め、水運に支障を与える

ためと言われている。

こうした八百八橋の大阪の水運も今日の自動車の発達で著しく変化し、 道

頓堀など三百余年の運河もようやく 、その姿を消そうとしているのは全く今

昔の感に耐えない。

E 江戸港

家康が天正十八年(1590〕江戸に居械を定めたことは、まことに賢明であっ

た。当時江戸城の近くまで海辺で、日比谷辺が港であったと言われる。品川

辺も海港で竹柴浦といい、隅田川河口も石浜といったようである。当時旅行

者の記録によると、
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「東名泊船－：！成之東畔有河、其流曲折而南入iid.、商旅大小之風帆一一日日

成市、 民lj房之米、 常之茶、信之銅、越之竹箭、相之旗騎卒、泉之珠犀

異香一一」

とあって港があり、毎日市が立って全国からの珍らしい商品が取引される

というのである。たしかに江戸は利根川、荒川の河口にあり、関東一円の貨

物の集散や輸送に便利な港であったろう。この地を城として、港として、ま

たlllJとして、家康は見事な造成を行った。

当時政治情勢が落付き、また参観交代などの制度が実施されて江戸の人口

は漸次増加した。吹血録なと、で、は年別の人口が表示されている。 例えば享保

六年 (1761)501, 394、安政二年（1855)564, 544人である。しかしこれは

町奉行支配のlllJ人のみで、外に代官支配の｜町がかなりあり、江戸のlllJ数933

の中、代官支配が25911りあり、数からすると40%に当る。また裏家住みの人

口は含まず、武家は別に30万人位あったそうだから、安政二年で推定すれ

ば、大体120万人見当て、はなかろうかと思う。こうした江戸への入津物資は

安政三年 (1856）に一応細かい品目別数量が上っているが、その主要な品目

を見ると、

品目 数量 換算

米 300万石 450千トン

大豆 895千俵

小豆 145 I 107 

大麦 487

小麦 370

砂糖 183千タノレ 16 

下り酒 40-50万駄 90 

品目 数 量 換算

炭 2475千俵 74 

薪 1837万束 367 

750万本

その他

計上品目のみ 1. 117 

注、米の到着300万石は非常に多過ぎ

その他酒 9万タル 13 る嫌があるが、その是非は不詳

即ち112万トン見当である。これに魚、野菜類、木材などを加えると150万

トンを下らないのではないかと思われる。 150万 トンといえば現在の輸送力

をもってしても大変な量である。仮りに 1人年間1トンの消費とみ年間 120
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万 トンとすれば 1日平均は3300トンとなる。これを遠海40話、l掲東一帯、）11 

船50%、陸送10%とみると、

輸送別 愉送トン数 単位輸送量 算定所要数 想定所要数

陸送（馬〉 330 40貫＝150K 2200匹 2860匹

遠海（大船〉 L 320 700石＝105トン 15 30隻

川船（中型〉 1,650 300=45 40 80隻

注算定所~l置は単位輸送金より計算、想定所要数は釘定万frJI'.数に対し、馬30%

土説、船は遠海、川船とも算定の2f告とし想定した。

この種の輸送機関、ことに遠海の大船は年に大体5I！！］転位が想定されたが、

品）11、鉄砲洲f中には帆柱が林のようであったというのも、決していつわりで

はなかったで、あろう。

江戸港は、明麿三年 (1657）の大火前は内港の中心は、日本橋筋、京橋川

筋、楓川筋であったが、大火後は隅田川口に中心が移ったといわれる。江戸

市内には数多くの河川があり河岸があった。それらは瀬取船（町、船、茶FJ日〉に

よって木船より荷卸した貨物を河岸まて、運び、所定の河岸で水揚げした。大

阪の上荷船と同じく、江戸では瀬取は茶船の独占であった。享保六年(1721)

九月には「市民が小舟で、江戸湊に！繋留の廻船より物品を密買すること」が

禁ぜられている。 「今後荷包ヲ陸地ニ接運スル茶船（往古茶ヲ販売スノレ商船

ナルモ後世之ヲ貨物接連ニ用フト云ウ〉及ビ湯船（船中ニ浴室ヲ設置シ碇泊

所i人夫等ノ休浴ニ供スノレ商船ヲ云ウ〉ノ各船ヲ除クノ外、一切回溜ノ側近ニ

J掌到スノレヲ許サズ」 （徳川理財会要〉

回船輸送貨物の不正や不足事故などを防止するためで、あるが「茶船以外の

接近禁止」は荷扱はこの船に限定している訳である。

明麿元年 (1655〕十二月には「江戸湊貨物陸揚其他ニ｜美lスノレ制限」を述し

ているがその内に次の項目がある。

一、大船之荷物ハ出入三日中可取揚之、小船ハ翌日ヲ｜浪ルヘシ、明舟久敷

不掛置、荷物揚払ニオイテハ早速可相戻之、並荷物永々 舟；場へ積i置へカ
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ラザノレコト。

附 商船ハ一切入ノレヘカラザルコト

これは大船は三日以内に荷卸をなし出港すること、小船は翌日中に荷卸す

るこ と、 空舟はすぐに廻送すること、陸揚した舟は長くそのままで積置いて

はならないことを令し、 ｜控揚場の回転率を速にするよう図ったものである。

こうした大量の貨物輸送量が当時の手作業による荷役方法しかないことか

ら想定して貨物輸送の流れのあい路はこの茶船の取扱にあったのではないか

と思われる。

こうした運搬について、当時の河JII （埋立が計画的に実施されたものであ

るが〉非常に大きな働きをなしていたことは、大阪と同様であった。汐留や

秋葉原駅の構内にも船11filがあったが、何時の聞にか姿を消している。

こうして見ると、品川、鉄砲洲の外、碇泊設備は持たず、一々瀬取をせね

ばならなかったのだから、これに要した労務者の数も非常に多数であったろ

う。港の俊諜が時々とり上げられ、その経費負担が問題となっているのも興

味がある。また愉送担当者の苦労は大変で、あったろう。輸送を仕事とするわ

たくしにとってまことに同情に耐えないものがある。

43-5-20 
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未来学成立の可能性

一港湾経済論、港湾経済予測論、港湾政策論、

港湾経営論の科学的性格に関連づけて一

（ー） 過去学、現在学、未来学

木間幸作
（東京都立短大〉

学者は真理の探求を職務とする。そのためには自分自身をも自分から突き

離して冷やかに、客観的に観察することをする。だから学者は徒らに過ぎ去

れる過去にのみ拘泥しない。透かなる将米をも見はるかしてものを考える。

II人は考える葦Hであるとはパスカノレ（BlaisePascal, 1623～1662）の言葉で

あるが、終生思考の停止を許されない学者は、人の将来、社会の将来、国家

の将来、世界の将来に対する深い洞察をも怠るわけにはいかないのである。

それは港湾経済論や、港湾政策論や港湾、経営論のような最も世俗的な科学を

探求する学者とSiftも例外て、はない。そうしないと、その学問は広さと深さを

失って、浅薄極まる低俗なものになり下る危険がある。

ところが一部の政治家にいわせると反対である。学者は過去にのみ拘泥す

る。学者は過去をのみ研究し、その意味では守旧的で、限界が狭く 、将来を

洞察することができない。これに反し、政治家は達識限をもって人や社会や

国家や世界の過去現在のみならず、遠い将来の運命をも併せ考えて対処す

る。これが、政治家の崇高な機能であり、責務である。 こう主張し、 行動す

るのである。政治家には二つの極類がある。政治匡（polititian）と真の意味の

政治家（statesman）とこれて、ある。そして、日本には政治屋のみが徒らに多

い。選挙が終ると、もう直ぐに次の選挙のことを考えて、あくせくする今の

日本の政治家にどこまで物事を熟考し、将来に対する深い洞察を払うことを

期待することができるかという段になると、相当疑問なきを得ない。しかも

学者が過去をのみ観察し、そして物をいっているという点になると相当程度
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考えさせられるものがあることは事実である。過去の現象こそが確実に実証

されたものであり、それは動かしようもない必然、としてわれわれに立向って

いる以上、われわれが過去を振り返って、そこに実証的な科学を樹立して来

たことは事実だからである。如何なる科学で、あれ、直接または間接に確固不動

の過去に研究材料の基礎を置かない科学はない。その意味では科学は総て過

去学（pastscience, Verganenheitswissenschaft）なので‘ある。ゲーテ(Joha"

un Wolfgang von Goethel 749～1832）いわく 「一つの科学の歴史は科

学それ自身である。」（DieG巴schichteeiner Wissenschaft die Wissen-

schaft selbit ist）ゾムパート（WernerSombart）もいう「われわれは既知のも

ののみが学習可能であるという ことを明らかにしなければならぬ。」（Miisse

n wir uns klar machen, <lass erkennbar nur <las Bekannte ist.)(Werner 

Smbart, Die drei nationalokonomien, Miinchen und Leipzig 1950.S. 330) 

このようにわれわれの科学上の認識素材は過去に属し、過去に属するもの

のみが既知である。然、し認識する主体は常に現在のものである。認識主体は

常に現時点に立っている。過去の経験せられた認識素材は異質的連続の多様

｜生から成立っているので、認識主体の興味ある一定の観点にかかわらしめ、

現象の一側面のみを抽出するのでないと、認識目的は定立出来ないのである

が、この定立せられた認識同的は既に現在のものである。なるほど認識目的

を構成する材料は過去の経験であるけれども、それが対象化されて認識目的

となるやいなや、それはもはや過去に属さず、現在に舟ーち来たされて、現在

のものである。こういう意味からすれば、科学は総て現在学（presentscien-

ce, Gegen wartswissenschaft）だともいわばいい得る。

周知のとおり、われーわれが科学する場合にあたって採用される立場に二つ

の種類がある。静観的な立場と、実用的な立場とこれである。われわれは何

のために科学するのであるか、こういう科学する目的にかかわらしめて二つ

の立場が成立するのである。

われわれが科学するのは他の目的に科学を奉仕させるためではない。なる

ほど科学は実行の手段となって実用目的に利用せられることは多い。然しそ
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れは科学木米の目的や性格ではない。科学の木体を成す法則は実用や使宜を

はなれて必然的な客観的認識であるη それが、将来の事実を予知させてわれ

われの行為の基準たり得るのは客観的実在たる一般的不変者を表わす真理で

あるが故であって、実用に効果があるという理由で真理となるのではない。

純粋に真理を追求し、真理をその中に体現する科学は総ての実利的な結果か

ら、離れてそれ自体と して価値を持つ。だから研究されるのである。それは

恰も遊戯のために遊戯し芸術のために芸術し、文学のために文学するのと同

様である。いわゆる「象牙の塔に立て舘るJとはこのことであって、古代ギ

リシヤでは殊のほかこの立場が重んぜられた。当時のギリシヤは奴隷制経済

の時代であって、生産販売は賎しいこととして専ら奴隷の負担とされ、自由

民特に貴族は政治、軍事、学問等の高尚な仕事に従事することが責務とさ

れ、誇りとされた。かくして実用から切り離されて科学のための科学、学問

のための学問、真理のための真迎、認識のための認識という考え方が確立し

たのて‘ある。

ところが実用主義の立場はこれに反する。実用主義の立場で、は科学それ自

体の考えを排し、科学をその他の目的、特に実用のための手段と考える。マ

ックス ・シエラー（MaxScheler, 1874～1928）が知識形態（Wissensformen)

を、人怖の生成及び発展のため教養知（Bildungswissen），宗教のための放済

知または限界知（Erlosungswissen），われわれ人間の実際的目標と凶的のため

に世界を実際に支配し改造するための、そしてプラグマテイズムが一間的に

専ら注目するところの支配知（Herrschaftswissen〕または給付知（Leistunge-

swisenとの三つに分け、給付知である実証科学は教義の知識である形而上手：

に、形而上学は救済の知識である宗教に奉仕すると考えたのなどは、これに

似ている。 (Max Scheler, Die Wissensform巴nund Die Gesellschaft, 

Leipzig 1926. S, 250, ff) 

然し右のシエラーの科学に関する手段観は、広義のものであって、普通の

狭義の実用主義はこれと異なる。普通の狭義の実用主義は人聞の幸福とか実

際生活の使宜を主に考え、人間の世：俗的な実際目的のために世界を実際に支
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配し、改造するために科学するのだと考える。その極端なものになると科学

の理論を以て実在の必然的な認識と見なさず、われわれが実際行・動を指導す

るために使宜上作った随意の所産であり、真理は実用に存すと考える。マッ

ハ ErnstMach (1838～1916）の思惟経済説はその代表的なものである。

こうした実践のための科学、理論と実践との統ーは特に実用主義の重視する

ところである。この立場は実際を重んずる古代ローマでかつて盛んであった

し、近代に入って自然科学が発達するにつれ、再び重視され、現代ではアメ

リカのプラグマテイズム（pragmatism）やソ連や中国の社会主義や共産主義

が採用する立場となっている。

もしも科学の上でこうした実用目的を重視するとなると、世界の実際の改

造は将来において実現する以外に方法はないのであるから、科学は総て将来

のためということに立って、そこに将来学即ち、未来学（futurescience ,Zu-

kunftswissenschaft）の成立の理論的根拠が見出される。もちろん、永遠不

変の絶対者の立場からすれば、常に氷遠の相で存在、 従ってまた現象が眺め

られるであろうから、未来学成立の根拠もないであろうが、相対者であるノ＼

間の立場からはそうはいかない。

（二〉未来学文献概観

世上未来学という言葉が流行し出してから、まだいくらの歳月もたっていな

い。唯傾向的にいうと、 哲学、社会学といった系統から発生したものが未来

学の総論或いは一般論を形成しようとしている。思想史、 文明論、科学哲学

といったものもこれに含まれている。

例えば、香山健一「未来学入門」は未来論の出て来た思想史的背景や、未来

は操作可能であると して、 未来の構成を説く社会工学の考え方などといっ

た、新しい未来論の入門を体系的に紹介している。梅桓忠夫他四氏監修の

「未来学の提唱」は執筆者も多彩で、内容的にも地球論あり、人類学的未来

論ありで、全体としてのまとまりは欠けているが、日木における未来研究の

先駆者的人々の考え方が現われる点で便利である。
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フランス政府の1985年グループの手になる「1985年一一変わる人問、変わ

る社会Jは学者、財界の権威者10人が作製したフランス社会のビジョンであ

って、フランス的未来観が、そこに浮き上っている。同燥な意味で‘英国的な

考え方を代表するものにデニスゲイパーの「未来を発明するJ、マイケルヤ

ングの 「メリ トクラシーの法則」がある。前者は社会工学的な立場から、核

戦争、過剰人口、余暇の三つを論じ、後者は業績中心の未来社会の姿を風刺

したものである。 （昭和32年8月28日、日本経済新聞〉

未来学の各論ともいうべき分野では都市未来論、経済未米論、科学技術未

来論等が脚光を浴びており、文献も比較的多い。 丹下健三 「日本列島の未来

像Jはメガロポリス構想を描いでいるし、伊藤善市、坂木二郎編「日本経済の

新地図」は全国を九地区に分けて未来像を展開している。外国のものではE.

A.ガトキントの「都市一一文明史からの未米｛象」 、及びC.A.ドクシアディ

スの「新しい都市の未来像」が注目される。

経済開発ではビジョン研究会の「30年後の日本一豊かな生活えのビション」

同様経済企画庁の国民生活審議会編の「将来の国民生活像一一20年後のビジ

ョンJがあり、また民間のものとしては日木リサーチ、センタ ー編の「10年

後の国民生活」がある。大来や佐武郎、室伏掌郎編の「1985年の日本経済」は

企業の環境という立場から広く経済の全体論を殴ったもので、科学、技術の

予測も試みている。農業｜英l係のものとしては、産業計画会議編の「15年後の

日本の農業」がある。資源、人口といった観点から経済の長期間題を論じた

ものに、フリッツパーデの「二つの世界一一一21世紀初頭の東西勢力」 、及び

ブラウン、ボナ一、 ウェア著の 「百年後の世界」がある。

科学技術関係で、はSF的〈科学小説〉的なものと して、A.c.クラークの

「未来のプロフイノレ」があり、世界の最高頭脳の動員たる特徴をになうナイ

ジェノレ ・コ ーノレダーの「20年後の世界I、E」があり、その他比較的体系だ

ったものとして渡辺茂、松下寛、山田圭一著の「新技術群」がある。

これらの新しい型の未来論に共通しているものは自然科学や社会科学の最

近の発達によって、ょうやく人間が入手し得るようになったある種の能力、
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l!/lち、未来社会を計画したり、管理出米る能力への期待と白信とであり、更

にこのような自信に裏づけされた新しいユートピア思想である。それは西欧

の思想家たちの唱えた古いユートピア思想とは異って透かに楽観的で明るさ

を湛えている。それは現実社会と連続した1時間の延長線上に、非常に高い笑

現の可能性をもって操作され得る未来として描かれている。神の見えざる手

による予定調和や宿命論の独断論は影をひそめ、それに代って情報の操作と

それによる生物系、機械系、人聞社会系の総てにかかる組織の統禦と管盟と

いわれるサイパネティクスの考え方が現代科学の結実として登場しているの

である。

しかしながら、今日の未来論の状態を直視すると、いくつかの疑問点が無

いでもない。第一にそれらの未来論は未来社会の描写に当って経済社会と暮

し向きや、生活技術の変革をのみ偏重し、バラ色の未来に至る過程で必、要な

政治や行政のあり方、教育や物の考え方の組織ややり方の変革に関する未米

像が欠けている。第二に、未来社会と未来学の描写の雄大さに比べて、それ

を実現すべき計画の科学、ないしは政策科学の基本的知識や考え方に関する

研究が稀薄に過ぎる。創造的精神の冒険は、それらの社会工学的知見に裏づ

けられて始めて優れた社会的構想力となり得ることを考えるとこう批判せざ

るを得ない。第二に将来の問題について何らかの意見が述べられても、その

時間単位が不明確で説得力が無いことが多い。例えば間違った時間単位をと

ることによってありもしない景気循環が存在するかのように見えることもあ

り、また、景気対策を考えるにしても、企業その他の経済活動がどんな時間単

位で動いているかによってその政策が効果の無いものになるかも知れない。

都市の交通網や、商店街の設計をするにしても、その地域の人々のま司法の時間

単位の構造のようなものを明らかにしないと効果的な設計は不可能である。

そして、そうしたことのためには社会工学という立場ーからの社会経済、自然

技術などの領域から得られるH寺系列のスペクトラム分析が必要なのであるが

それがまだ研究されていなし、。第四に、今の未来論はノζラ色に過ぎる。電子計

算機に頼って次第に人間性を失っていく人間疎外の問題、 機械文明に圧倒さ
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れていく人聞社会の悲哀、特に各種の公害をどうするかが問題とされていない。

第五に、当世流行の未来論が、余りにも夢物語り的な部分が多く客観的な

科学の領域にまで成熟しているかどうか疑問である。そして恐らくはこの点

が最大の欠陥ということができるであろう。

（三〉未来学隆盛の理由

未来に関する研究は近頃、欧米でも珍らしいことではないが、特にわが国

で盛んである。 欧米先進国に比べると、またまだ欠陥だらけの現在のわが国

でまだまだ遠い先きの話である未来を論ずることに異常の情熱を傾けるわが

国の現状を見ると、一つの奇妙な驚異であるとは欧米を見慣れて来た人々の

異句同音に発する感慨である。

然らば、それ程未来が論ぜられるようになった原因はし、ったい何であろう

かa これには大きくわけで世界共通の原因と日本特有の原因とのこつが考え

られる。第一に考えられることは科学や技術の進歩がこれを可能にしたとい

うことである。第二に考えられるこ とは社会経済の動きの速度が早まって、

将来をも現在と一体化して考えないわけにはいかなくなって来たということ

である。第三に考えられることは国家の役割に対する要求が強まって、将来

に対する展望が必要化しててきたことである。第四に考えられることは、企業

の経営に計画性が要求されて生産計画、仕入計画、販売計画、利益計画、資金

計画、労務計画等といった計画樹立に必要な将来目標の設定が不可避となっ

てきたことである。第五に考えられることは、今日の自然、科学がある一雨で

は昔に比べて奇妙なほどに極めて抽象的なd性格を持つようになって来たのと

反対に、社会科学の方而ではモデル方式その他を使って、極めて具象的な性

格を持つに至ったことである。第六に考えられることは日本人に特有のせっ

かちさ（性急さ〉が科学の上にも反映してそうさせたことである。そしてこ

れは日本に特有の原因でなる。

だが、夜、は未来学が成立するには未来学成立の学問上特有の理論的根拠が

あるからではあるまいかと考える。資木主義が初期資本主義の拡張期から中

期資木主義の沈静期を経て今や再び拡張、耳目J揺期に入った。そうした時代的
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移り変りを背景と しつつ何がそこに未来学発生の科学的根拠が見出されるの

ではあるまいか、そう考えるのである。

（五〉未来学成立の根拠

ウェーバー（MaxW eber1864～1920) の優れた組述者の一人ヤスパース

(Karl Jaspers, 1883－）によれば、ウェーバーのいわゆる没価値性とは常にそ

の主体から一定の距離を保つということであった。 「更に彼の異常な現実接

近性とii'qtも決して本質認識を意味するもので、はなかった」 。ウェーパーが経

験的現実を捉えようとするときそれは常に唯「事物の中核から一定の距離を

保つ限りにおいてのみ試みられたものであった。」（KarlJaspers, Max W巴－

ber, Deutsche Wesen in Politischen Denken,1932、SS,47、52、51、〉

「没価値性理論の要求するところは」と、かのカール・レヴィ 卜（KarlLo-

with 1897ー もまた同様のことをウェーバーの趣旨に従う意味で述べてい

る。 「決して指導的な価値諸理念や諸々の関心の削除ということではな

くて、寧ろ これ等のものを対象化するによってこれ等のものから可能な限

り距たりを保つということである。 (Karl L仇;vith,Max Weber und Karl 

Marx, S. 66) 

上は尾高教授の「社会科学方法論序説」からの引用である。 （尾高邦雄

「社会科学方法論序説」 156頁〉 私はこの引用文中の客体からの距離を保つ

という言葉を殊の他重視して次のように考える。

例えば自に手を密着させて手を見る。目は手を観ることはできない。目が

手を見ることの出来るのは一定の空間的距離をおいてのみである。この場合

見る目は主体であり、見られる手は客体である。

もちろん、同じく距離といっても空間的距離と時間的距離とでは同じでは

ない。そして上でいっているのは空間的距離についてである。だが認識に当っ

てある程度の距離が必要なのは敢て空間についてのみ当てはまることではな

時間的距離い。も同様に必要不可欠なのである。そしてこの場合認識する主

は常に現時点体に立っているのであるから、もし認識するに当って時間的距

離が必要だとすると、認識される客体はどう しても過去か未来ということに
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なる。従米はとかく安易に現在ということがいわれて来たが、厳密に現在を

いわれ得るのは主体についてのみであって、客体については、そういわれ得

ないのではあるまいかっその理由はこうである。

われわれは過去から未来えの永遠のJl'!:fの流れの瞬間瞬間を生きている。こ

のわれわれが現実に生きている瞬間瞬間を現在と名づける。現在は過去から

未来えの接点を構成し、それはわれわれの生命の燃焼そのものの場である。

それはわれわれの体験そのものであり、学問でいえば主客未分の境地であ

る3 学問の上からいうと、主体と客体との間にある程度の距離があって、こ

の距離を距てて主体が客体を客観的に眺めるのでなければ科学は成立しない

のであるから、現在は科学の対象を構成するわけにはいかない。従って、科

学の対象となる領域は過去かまたは未来ということに当然になる。

上は各人の直接経験の認識についての言及であるが、間接経験の認識につ

いてはいっそう このことがあてはまる。間接経験というものは原則的には他

人が直接経験したことを、直接経験した後に、そのことを身振りや手振りや

言葉や文章を通じてわれわれに伝えることを通じて獲得せられるものである

から、われわれの認識対象となる他人の経験はどうしても過去の経験という

ことになる。

とはいえ、過去と現在と未来とを区別する必要のあるのは人間の行為がい

つもかかわっている社会現象に関する社会科学についてのみであって、自然

現象に関する自然科学についてではない。なるほど広義では社会現象も自然

現象の一部に相違ないけれども、狭義に解釈して両者を切り離し両者の未来

に対する関係を考えてみると、そこに重要な差別が見出される。社会的条件

は人間が哲学的思索を始めるに従い、経済が発展し、人間相互の聞の交渉が

深まるに従い、複雑な性質を呈して来るが、自然、条件は社会条件よりも変化

が頗る緩慢で、自然界には多くの単純な過程が繰返されるに過ぎない。これ

な過去に注目しての過去の経験からの：同断で、未来の経験に基づくものでは

ないが、大体そう判断して誤りはないようである。そこで自然の合法則性は

容易に看取されるO かくて、未来は自由のようであるけれども、それは人間
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界に関してだけであって、自然界に闘することだけは必然として予見される

ことになる。そこで、ヴィンデルバント WilhelmWindeldand(l848-1915) 

の個性記述的と法則定立的の区別に類するわけであるが、社会現象は一回性

的なもの、従って質的なもの、自然現象は繰返し性的なもの、従って機械的

量的なものというふうにl持者を区別して眺めることもできる。もちろん自然

現象は平面的に繰返すといっても、その繰返し性はアンリ ・ポアンカレHen-

ri Poincare (1854-1912〕の主張するように、厳密には極めて近似的なも

のであるに過ぎないであろう会 しかしそれでもなおわれわれが生活していく

上では自然現象は繰返され、一定不動だといって差支えない。そこで未来は

常に問のようにわれわれの前に横たわっているけれども、夏の後に冬が来る

こと、明日もまた太陽が上ること、明日もまた腹が空くこと、冬には寒さを

防ぐ必要のあることなどは前もって明らかになる。自然法則が時、処を聞は

ず、普遍的に妥当するとはこのことである。それは結局どういうことかとい

うと、自然現象には過去 ・現在 ・未来の区別は無いということである。

かくして、自然現象従ってまた自然現象の知的整理である自然、科学にとっ

ては生物学のような例外はあるにしても、原則として過去も現在も未来も等

しく同権的に無時間的になって、その聞に区別を施す必要も価値も無いので

ある。自然科学が科学中の科学と称せられるのはこのためて‘ある。

ところが人聞の生活や行為のかかわる社会となると全く異なる。そこでは

どうしても、過去と現在と未来との区別が必要化する。そうしないと、港湾

総済予測論や、港湾経営論や港湾政策論のような未来学の成立の余地が無く

なるのである。

いったい規範学のような未米学の立場からいうと、過去は過ぎ去れる現在

である。それは永遠の彼方に連っている。そこにはわれわれの経験の無限の

」tfi積がある。それはわれわれの能力で、は如何とも仕難い必然としてわれわれ

に向い合っている。故に過去は行為の対象とせられるわけにはいかない。そ

れは行為の結果として談られ、説明せられるのみである。かく して成立した

科学、われわれはそれを過去学（pastscience, Vergangenheitswissenschaft〕
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と称する。港湾経済論は過去学の例であるc

過去に対し、未来は未だ来らざる現在である。それは現在を境にして永遠

の展望の彼方につながっている。そこに何が起るかは神ならぬ身の誰しも的

確に予言することはできない。未来は厳密の意味では未必のものである。そ

れは過去のように固まっていない。それだけに、それは相当程度われわれの

努力によってわれわれのどのようにでもなるものと してわれわれの前に横た

わる。現実には決 してわれわれの自由になるほどそう簡単なものではないで

あろうけれども、然、し全くどうにもならぬものとして後ろに横たわっている

過去と異って、少くともわれわれの行為の対象として前面に横たわることが

出来るのである。過去の歴史は与えられたものであるのに反し、未来の歴史

はわれわれが造るのだというのはこういう意味である。われわれは過去の歴

史によって制約されつつ、未来に於て歴史をつくるのである。

もちろん、厳密にいうと行為の対象となり得るのは瞬間々々の現在であ

り、笑践が行われるのはこの現在において以外にない。然し．未来学でいう

現在というのは物理的な現在を指しているのでは決してない。物理的な現在

は未来学の立場からいえば過去と等 しい。未米学の立場でいう実践の場とし

ての現在は「明日の現在」であり、 「明後日の現在」 であり、 「1週間後の

現在」であり、 「1月、1年、3年、5年、10年後の現在」である。そして

これら未来の現在は光蔭矢の如しで直ぐ現実化する。そういうものとしてわ

れわれは過去現在によって制約されながら、未来こ向って行為し、未来を開

拓し、未来を築くのである。現代は「提案と侠択の時代J(periodof proposal 

and selection）といわれるが、然し実際において提案し撲択されるのは明日

の現在、1月後の現在、1年後の現在、においてである。われわれが未来に

対してのみ希望をつなぐことの出来るのは笑にこのためで‘ある。われわれか

過去を鏡に、現在を境に、将来に向って行動の指針を探求することができる

とせられるのはこの理由をおいて外にないのである。そしてそこに過去学に

対する未来学の特徴が生ずる根拠がある。港湾経済予測論のような予測学と

か港湾政策論や港湾経営学論といった政策学や技術学等の規範学：は未来学の
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代表的なものである。

過去学は過去の動かしようのない現象を対象とする。それ故、それは「何

々であった」、もしくは「何々である」 、或いは反対に「何 で々‘なかった」

もしくは「何々でない」といった記述の仕方をする。と ころが未来学はその

ように記述することはできない。 「何々となる」とか「何々となるであろ

う」 、或いは逆に 「何々とならない」とか、 「何々とならないであろう」と

、った予測的記述となるか、もしくは「どうこうすべし」とか、或いは「ど

うこう してはならない」といった命令記記述となるか、または 「如何にした

らよい」とか「如何にした方が合理的で、ある」 、もしくは逆に「どうこうし

ない方がよい」とか「どうこうしない方が合理的である」といった勧告的、

助言的記述をするかのいずれかである。政策学や技術学が命令的、勧告的、

助言的記述の仕方を採るのはこのためで、ある。

（六〉技術学の特徴

われわれは経験現象群を分って 2っとする。われわれに対し努力なしに自

然、に与えられたものとして存在するものと、われわれが生活をしていく上で、

っくり 出したが故に存在するものとこれである。前者を自然現象と称し、自

然科学の対象を構成することは周知のとおりである。

われわれが生活していく上でつくり出した現象も 2つに分れる。個人的な

ものと社会的なものとこれである。科学という社会共通財の対象となり得る

のはこのうちの後者のみである。社会現象のみが社会科学の対象になり得る

のである。

社会現象という時は原則として、われわれが社会生活を営む上で過去にお

いてっくり出したものということになっている。それは人間の力では改造し

ょうもなく横たわっている。それはわれわれの善悪、好悪を超越し、選択の

余地なく、横たわっーにいる。理論科学、或いは精密科学としての社会科学が

断定的に説明 し、記述することのできるのはこうした過去の社会現象につい

て物語っているからである。



然らば、われわれは未来の社会現象のあるであろう姿、あるいはあるべき

姿については何も語る資絡が無いのであろうか。未来も過去と同様必然法則

によって支配されているのに相違ない。しかも人聞の理解能力の乏しさの故

にそのことが的確に分らない。だから未必のものとして写るのだ。も しこ う

いう見解に立って、この未知の似｜！而に重点を置くとすると、当然未来は科学

の対象になることはできぬということになろう。更にまた科学は真理をのみ

探求する。科学的真理はこの世における真実在を除外しては成立しない。し

かもこの世における真実在は主体と客体、主観と客観とが未分化のうちに統

一されている純粋経験のみである戸こういう論理に立つと、少くとも未来は

未経験の世界であるから科学の対象になり得ないという結論にもなるかと思

つ。

過去の経験について、われわれは果して真実にどこまで知っているかと改

めて問い質されると、そこにわれわれは一抹の不安が無いわけで－はないけれ

ども、しかし未経験の未米について語る場合とは比較にならぬほど、われわ

れが過去の経験について知っていることは1三夫であるコ 過去の緑験は経験主If

という確実な知識なのである。

ところが、未来は未経験であるから経験知か成立し得ょうはずが無い。も

し知識が成立するとなると、経験知ならぬ、未経験知であり、推測女［！という

ことになろう。未来についてはわれわれにとって不確定要素が余りにも多

い。それ故、未来は全体として未知のものである。従ってわれわれは過去に

ついて語るほどには未来について精密に語ることを期する訳にはいかない。

若し未来学が成立するとしてもその精密さは過去学に比較出来ぬほど粗雑で

あることは疑いをいれぬであろう。

然、らばわれわれは全く未来について、科学する資絡が無いかというと私は

そうは思わない。全体としての未米についてノJまこれを知悉していないかり

科学的に諮る資格はないが、部分としての未来については語る資格があるの

ではあるまいか。例えば港湾経済予狽｜！などこれであるeその方法は、港湾粍

済に関係あるありとあらゆる経済指擦をとり出し、その 1つ lつがどれだけ
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港湾経済に作用しているかを丹念に分析し、その何千稲の数字から最も作用

力の強い目立った指標を選び出して将来を予測するのである。

このようにわれわれは全体についてならともかく 、特定の部分についてな

ら、たとえ過去についてほどには精密｜生を欠くにしても、近い未来について

はわれわれが知る限りの過去からの連続として、過去の分析を土台に過去か

ら推理して或る程度自信を持ってその概略や大綱を描き得る筈である。そし

て、その限りでは未来学も広い意I床での経験科学の一種ということにもなろ

。
〉つ

その意味からすれば、われわれが過去に制約されるということは科学の上

からはよいことである。それは未来学をして科学たらしめる根拠を成立せし

めるからである。人間にとって未来は自由であり選択の余地を持つといって

も、全く天馬空を行くといった取止めもないものであっては、それは恰も糸

の切れた凧であって、確実な知識の対象となることは出来ぬけれども、確固

不動の過去がいつも未来の偶然性の手綱を引締めていてくれるとなると未来

の出来事ーも余程確実性を持ち得るということになるからである。

私は未来を分って2っとする。 1つは加工せられず、自然に委せられたま

まの未来である。そこでは因果必然の論理が貫徹する。それは過去や現在と

は断絶されず、過去現在の延長そのままとしての未来である。他の 1つは期

侍された未来であり、改造され得る未来である。そこでは自由の論理が貫徹

する。それは過去や現在とは不連続の連続の闘係にあり、努力の対象となる

未来である。

両者の関係は前者が後者を包み、後者が前者に包まれるといった関係であ

るであろう。成程、人は未来に対し自由に行動する。然しその自由は必然、の

中における、必然を前提としての自由でしかない。これを壁えていうと、孫

悟空が斥斗雲に乗って自由自在に天空を馳け回った。しかも気がついてみる

と依然、として大慈、大悲の御仏の掌中から一歩も踏み出していなかった。こ

の孫悟空の自由が期待された未来に相当し、御仏の掌に｜コが自然に委せられた

未来に相当するといわばいい得るであろうか。
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かくて私は未来学を分って2つに区別する。自然、に委せられた未来と 、

期待された未来との2つに対応して未来学も2つに分れると考えるのであ

る。これを具体的にいうと予測学と規範学ということになる。

自然、に委せられた未来も 2つに分れる。変化は或いはあるであろうが、然、

し、この変化が無視、或いは超越されることが出来て、大体に於て過去と変

りは~！l~いものとせられ得る未来である。それは社会現象でありながら、 しか

もその性質は自然現象的である。それ故、それは過去現在と同置せられ得る

ことが出来る。過去学が対象とする未来はこういう未来である。理論学が、

突は過去の現象をのみ対象と して理論を導き出しながら、しかもその理論が

未来に対しても普遍的に妥当するとせられるのはこうした迎由に因る。かく

して港湾経済学の理論は、もちろん相対的意味においてであるが、未来の世

界に対しでもその真理性を主張することが出来るのである。

もう Iつの未来は当然に過去、現在に比べて変化し、しかもこの変化のあ

ることが前提とされる未来である。ただし、この変化が全く偶然、的であると

せられるのでは科学の対象とはなり得ない。過去、現在に比べて、未来に変

化はあるにはあるが、その変化が大体に於て予測されるのでなければ科学の

対象にはなり得ないのである。将来に於ける人口のj話？減や、経済の成長度合

や貿易の趨勢や物価の趨勢や港湾経済の成長などに見られる変化はこれに属

する。これらの変化は変化は変化であるが大体計算可能である。そうすると

これらの変化は未知のものであり、未必のものであるとはいわれ得ない。学

問」二、未経験の経験と して既知のもの、確定的のものと同様に取扱って少し

も差支えない。かくして未来学が成立の可能性を持ち得るのである。

それは当然に過去を土台に、過去から推理して未来を予測する科学という

ことになろう。港湾経済予測論などの予測学（forcastingscience, Vorsichts-

wissenschaft〕がこの例であって、主と して推理と産業連関論や計量経済学

や統計的手法に依拠する。これはl年後、5年後、10年後といった未来を現

在図に引直して示顕するものである。これは純粋の未来学である。然、し、こ

れは他の条件が等しければ（otherthings being equal）ということの他に

- 114-



主要指標が予測され得る限りに於てという条件がいつもついてまわるので、

それだけ精確性は乏しいが、将来に関する展望を与えてくれる点で実益があ

る。

こうした港湾経済予測については、それは「予想屋さん」のやることであ

って、科学者のやることではないという反論がなされるかも知れない。港湾

経済予測をとってみると、それは半分が科学、あとの半分は芸術であるn 過

去の港湾経済の経過は確かに分析出来る。然し、その結果から将来を予測す

るとなると、どうしても主観的にならざるを得ない。それ故、経済学者はな

るべく予測を避ける。という異論が考えられなくもないのである。

然し、 当るも八卦、当らぬも八卦といわれる現在日本に住む約3万人の易

者の占いと並んで、かつて当ることのない代表的なものとされた天気予報で

も今日では漸次予；（，／~の確実性がj話してきている。そして、なるほど将来につ

いては、必然法則にのみ作用される自然、現象と異って自由が作用し得る余地

を持っている社会現象は、相当の変化は不可避であろう。そして、その限り

確率は低下する。

然しよく考えてみると、自由は必然の中の白由であって、大筋としては必然

を動かし得るほどの強力なものではない。その上、港湾経済予測ljは過去と化

した経済指標を基礎にしているのであって、過去は必然で動かしょうが無い

こと、人聞社会における港湾経済現象も自然界における天気現象も変りはな

い。そして、この過去をなんらの主観偏見も交へず、虚心に分析して将来を

予測するのであれば、それは相当程度の信頼がおけるのではあるまいか。予

測は決して期待ではない。将来を期待するとなるとどうしても主観が入って

無理なものに歪められ勝ちで、あるが、予測はどこまでも予測にとどまるので

ある。

将来こうなるということは、将米こうなって「在る」ことである。それは

広い意味に於て存在してあることである。それは過去に於てあったものとし

て「在る」ことと、木質に於て変りはない。それはこ うすべ しとか、こう

した方がよいということとは全く異なる。われわれは一般に過去学、をどこうあ
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ることに関係した学問と して、 どうこうすべしとすることに関係する学問を

当為学とか規範学（Soll-Wissenschaft）と称するのに対して存在学（Sein-Wi-

ssenschaftとして特徴づけるのであるが港湾経済予測学を上のように解釈す

ると、この予測学も広い意味での存在学の一範曜と解することができる。

予測学に対するものはいわゆる規範学である。これは将来こうなるという

必然論、もしくは確率論の立場に立つのではなくて、将来に対し努力目標と

しての一定目的を設定し、これが達成に対し条件を整えることを任務とす

る。それは一種の努力学である。或いは行動科学といってもよい。その成立

の根拠はこうである。

いったい人間という存在は不完全なものである。動物より進化したものと

して動物よりは多少優っているにしても、全知全能の神に比べれば相当劣

るO だから人聞がっくり出した過去の社会現象がこの不完全な人間性の反映

で相当欠陥だらけであるのは至極当然のことである。かくて過去は後悔の対

象となる。

他方人間は欲望の泉である。人間は無限の欲望を持っている。欲望は欲望

の対象の透か彼方に横たわり、それi枚、人は決して過去に満足しない。過去

を不満として、過去に足らざるものについて理想を摘き、これを未来に於て

選択し、 達成しよう とする。未来はやがては実現せられるであろうが、しか

もまだ現実化されていない未必の世界で、あるから、われわれが過去の後悔を

未来において取返し、現実の改造を未米に托するのは理の当然、といえる。だ

から、未来の夢は楽しいのである。

理想は価値て、ある。それi＇氏、:J;lll想は追求せられる。迎想が追求せられるべ

きものとしてこれが実現を決意せられる時、この理想は円的に転化し、この

目的達成のために手段が選択せられ適用される。それは科学的には次のよ

うな命令または勧告も しくは助言の形に於てである。 「これこれの目的を

達成しようとするならば、こ うこうせよ、こうこうすべきである、またはこ

うした方がよい」 。もしこれを反対にいうならば「これこれの目的を達成し

ようとするならば、こうこうしてはならない、こうこうすべきではない、ま
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たはこうこうしない方がよい」 。

もちろん、われわれはこうした命令や勧告や助言を無視するこ とはでき

る。命令には定言命令と仮言命令とがあるのであるが、この場合の命令は仮

言命令であるから、無視しようと思えばノ＼はこれを無視することが出来るの

である。また現実にいくらも無視されて来ている。しかも、われわれが敢て

これを命令というのは、もしもこれを無視するならば所期の目的を達成する

ことはできない。だから所期の自的を達成しようとするならば嫌でもこの命

令に従わねばならないという意味で、心理的、間接的強制力を持つという点

に、注目するからである。勧告、助言に闘しまた同様で－ある。将来に向つて

の人間の行為基準の設定、換言すれば手段規範の設定を目標とする規範学は

元来こうした特徴を持っているのである。

規範学（normscience, normative Wissenschaft）は公私いずれを規範の

対象とするかに従って公的な規範学と私的な規範学とに分けることができる

政策学（politicalscience, Politikwissenschaft は前者の例であり、技術学

technical science, Technikwissenschaft〕は後者の例で、ある。

公的な政策学と私的な技術学とでは目的の採用及びこれが笑現手続に関し

国家の公権力が伴なうかどうかで人間の自由確保に至大の距りを持つ。港湾

政策は政策論である。

技術学とは一定の所与の実践目的を前提として、如何にすればこの目的が

達成することが出来るかという人聞の行為基準の設定を任務とする科学であ

る。港湾経営論は技術学の一種である。

（七〉規範学の科学性

科学とは一定の対象に関する客観的知識の論理的体系のことである。一定

の対象とは全体に対する部分を意味する。存在一般、人生一般は全体であ

る。これに対し、例えば港湾経済は部分である。客観的とは普遍的に妥当す

るという意味である。知識とは明確な意識のことである。論理的とは形式的

には無矛盾を意味し、実質的には事実の対応関係を意味する。体系とはいろ

いろの知識が唯雑然、とあるのではなくして、それぞれあるべき地位に在って

7
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しかも相互に脈絡ある一体関係を成していることを意味する。港湾経済学は

こう した意味で科学であると称せられる。

港湾経済学が科学であるとせられるのは、過去の存在的事実を対象とする

からである。過去の事実は一定不動のものである。それはなにびとも認めざ

るを得ない。それは主観的価値判断から自由であることが出来る。

尤も如何なる社会学科と雌も全く価値判断から自由であることができるか

どうかについては多少の疑問がある。然しそれでも価値判断はとかく主観的

なものが附着し易いので、知識の客観性を貴ぶ科学では価値判断は出来るだ

け除外し認識論的な判断に依拠することを努力する。

人は判断（judgement,Urteil）という時は2つを区別する。 lつは存在論

的な論理的判断で、ある。他の 1つは実践的なf[llj値判断である。ある結果に対し

てある現象が原因であるかどうかに闘する判断は存在に関する論理的判断で

ある。存在学は原則としてこうした事実に関する存在論的な論理的判断を基

礎に成立する。そして、そのことは存在学をして科学たらしめる根拠となる。

ところが港湾政策論や港湾経営論のような規範学となると事は:311である。

それは将来を11標に実践的意志にかかわらしめられているからである。もち

ろん、存在学といえども実践的要求と全く無関係に成立したとはいわれぬで

あろう。経済的実践を賎しいこととしてみずからは、専ら高踏的に真理のた

めの真理、学問のための学問を志した古代ギリシア｜時代の学者の先例も無く

はないが、科学は多く実践女II、労働知に端を発している。もしそうだとする

と、科学：は自己目的ではなく、他の実践的目的に対するる手数となるわけで

あるけれども、今日においては存在学は一応実践から離れ、真理が独立の価

値として認められ、このような独立の価値の担い手として科学が自己目的と

なり、生活のための学問ではなく、却って学問のために生活が奉仕せしめら

れる。

然るにこう した存在学と異なり規範学、実践学、行為学、実学、目的学、

または技術学と しての港湾政策論や港湾経営論は全く実践的目的に奉仕せし

められている。科学のための科学ではなく、実践のための科学、つまり手段

。。



の科学であるのが特徴である。問題はこうした笑践学も存在学と同様に科学

の名に値するかどうかということである。荒し、 この場合の知識の対象たる

実践的目的は多く主観的価値であり、この主観的価値目的に対する手段価値

の対応｜詞係の叙述には価値判断が絶えずつきまとうものであるが、こうした

価値判断は主観的のものであって、 科学の要求たる普遍妥当性という真理価

値に値しないではないかという疑念がないわけて、はないからであるO

学者はよく科学を実践的要求に適応せしめてはならないともいう し、 また

命令または規範を与えることは科学の権限外のことであるともいう。確かに

実践の要求の中には窓意的とみられても仕方のない要求があるのであって、

こう した要求によって事実が歪められて観察されることは科学の名に値しな

いことはいうまでもない。われわれは欲するようにいうてはならないし、こ

うした願望から自由に解放せられてこそ、初めて科学が成立するのであるc

しかし、 科学の方法が巡意的な実践的要求に適応せしめられてはならないと

いうことと、実践的要求に応じて、つまり実際問題の解決のために真理の発

見が科学の名及び場に於て行われて来たということとは別問題て・ある。港湾

経済の発展ということは総ての人に共通の普遍的願望ではない。しかし、そ

れが多くの人々の共通的願望であることは経験的事実としてなにびともこれ

を認めないわけにはいかない。l!llち港湾、経済の発展ということは相対的普編

的事実である。而してまたこの事実を事実としてなにびとも認めざるを得な

いということは、更にそれ以上の普遍的事実である。こうした視点からわれ

われが港湾経済発展の問題を科学の姐上に乗せることは決して非科学的とは

いわれぬであろう。蓋し、社会科学はいつも一定の社会的関心事：にかかわら

しめられてのみ成立せしめられるものだからである。

次に科学は命令または規範もしくは勧告を与えることができない、それは

科学の名に値しないという点に関していえば、われわれは存在規範の他に規

範に目的規範と手段規範との二種のあることを注意、したいと思う。このう

ち、科学が規範を与えることはできないということは、専らEl的規範に関し

てのことである。なるほど科学・は或る I＝！的を採用せよと人に命令することは
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できない。或る一定の目的を採用することは、個々人の実践的意志に関係し

たことである。その点で、はわれわれは科学の名において港湾経済の発展を円

的とすべしと主張するわけにはいかないのである。

しかし、港湾経済の発展を与えられた目的として受取り、これが達成を可

能とする諸手段を研究するということは科学の範囲外のことでは決してな

い。われわれは因果関係を脳中において倒逆して結果から出発して、これを

生み出すための条件を問うことができる。原因 ・結果と目的 ・条件の関係は

同一関係を異った側面から見ただけのことである。それ故に条件的関係の研

究は何ら経験科学の因果的認識と低触するものではない。結果に人間の意志

が結びつき、それが価値あるものと して追求されるとき結果は目的となる。

目的とは追求される結果に外ならない。そしてこれと同時に条件は目的に対

する手段に転化し、規範的意義を穫得する。かくて港湾経済を発展させると

いう目的を所与のものとして受取り、もしもこの目的を達成しようとするな

らば、それにはこういう手段が存在すると主張することは、科学の範囲内の

ことであるということができる。それは結果に対する条件の研究と同一であ

り、従って因果関係の認識に帰着するからである。また同様の理由で一定の

手段を利用することによって目的以外に如何なる副結果を生ずるかを確定す

ることもできる。それ故、港湾経済の発展という目的を実現するためにこう

いう手段があるとか、これらの手段のうちし寸＂ ＊'Lが最も合理的であるとか、

またこれらの手段の利用によって港湾経済の促進という本来の目的以外に如

何なる冨lj結果、例えば費用の発生という事態がさ｜三すeるかといった事柄を確定

することは科学の範囲内で可能のことである（参照、福井孝治「経済と社会」

428-430頁〉。然らば若しも港湾経済の発展という目的を達成したいと思う

ならば（目的条件の設定〉結果と手段とを見比べて、これらの手段のうちい

ずれを、どの程度採用すべしと命令し、勧告し、助言すること、或いはいず

れをどの程度採用してはならぬと命令し、勧告し、助言することは科学の名

において可能であり、許されると思うのであるが、果してどうであろうか。
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文献紹介

日本港運協会編

日本港 湾運 送事業

寺谷武明
（横浜市立大学〉

近時、 白木経済の急テンポな成長に対応することができず、その「封建的遺風」と

「企業の零細性」という 「宿病」に悩む港湾運送事業界の近代化 ・合理化が、国民経

済の立場から強く要請されている。港湾運送事業の集約化、 港湾労働法施行後の港湾

荷役作業、輸送近代化にともなう港湾運送業の革新等々 、現在港運業界が内包する諸

問題は、枚挙にいとまがない。国際競争力強化の美名のもとに、産業界に大型合併が

あいつぎ、流通！］~ も変革をよぎなくされているときに、 ひとり港運業界が、 過去の慣

行に安閑としがみついて無為に過ごすことは許されないのである、かかる曲り角にあ

る港運業界が、 「業料の過去を回顧し将来への決意を新たにする」（序文）とし、ぅ反省

をなすことは、 きわめて当然、であり、 また 「有意、義」でもある。そのような問題意識

に立って、 J:I木港連協会の編怨した事業史が、 ここで紹介する本書というわけであ

る。

本書は、 「業料人の回顧のいわば索引書にしようという意味」 と同時に、 「世間に

対して当事業の存在を明らかにしておく」 という 「PRの意味」（序文〉をもふくめて

計画されたようである。 日本港運協会が協会の事業史を編纂するなら、何の変てつも

ないが、港湾運送事業史をまとめようとし、うのであるから、 これは野心的な大事業で

ある。港湾運送事業の特定の会社や団体の歴史を編むのなら、 まだ容易であるが、わ

が国における港湾運送事業の淵源を古代にまでさかのぼって、現在まで叙述するのは

きわめて困難な仕事である。港湾運送事業の範囲を、 どのあたりまで拡げるかによっ

て、記述内容も蒐集すべき資料も異なってくる。よほどの｜等学多才の学識経験者の手

に任ねなければ成就しがたし、といえよう。本書の執筆者は 「あとがき」によれば中島

時雄氏であり、高ij任者松村茂登記氏の逝去のあとをうけて、中島氏が昭和39年2月か

ら単独執筆にあたった。 41年秋にはゲラ席｜！の段階にはし、り、翌42年7月、はやくも、

印刷刊行されているから、その仕事の迅速な進捗ぶりには驚かされる。
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本書の木文は950頁という浩織なものであり、目次の主要編章別を示すと、つぎのご

とくである。

第1編前代港運業の生成

第l章概説

第2章各地港運業の発展

第2編現代港運業の展開

第1章四港の変貌過程

第2章港運業近代化の前進

第3章戦前の内地港運業界

第4章港運業の外地・外国への進出

第3*浦港運業の戦時統制

第1章戦時的統制の開始

第2章事業総力結集の諸措置

第4編戦後の港運業界

第l章港運会社の再編成

第2章港運業関係団体の再編成

第3章過波期の港運業界

第4章労働攻勢の開始

第5章港湾、運送事業法の施行

第6主主 成長期に入った港運業界

第7主主 労働関係紛争2件

第8主主 成長期における料金改訂

第9主主 港湾労働等に関する会議官jlJ

第10主主 港湾労働施策の前進

第11主主 近代化進行の過程

港湾運送事業（港運業〕という概念は、戦時下の港湾運送事業等統制法施行によって

初めてその内容を法規の上で明らかにされたもので、 「港湾におけるはしけ運送業お

よび各種荷役業ならびに、 これらと有機的に関連する諸業を包摂している」（1頁）。

それゆえ、斯業の沿革は、みなとの必みが古くから行なわれていたから古代までさか

のぼりうると論ずるのである。第1編では、 「港運業の行ーなわれる場所としてのみなと
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と運送用具としてのはしけ、諸作業担当者と しての労働者について語り、 それから独

立企業としての港運業が形成されるまでの経緯を検し、 最後に、 この間に始まった船

舶に対する法的規制lについてふれ」 （1-2頁〉たのち大坂、湊、兵庫津、堺湊、大津、

最上川水域、伊勢湾内、 江戸湊などにおける港運業の隆替を江戸時代末期まで述べて

し、る。

第 2編第 1 章は明治維新後、~式蒸汽船が和船に代って入港するにともない、 みなと

は変貌し、港運業も 「近代的の方向へと転換を示し、 それから辿った変革期の様相に

ついては、代表港として、 旧廻船航路の二大終点であった大阪（大坂〉と江戸 （東京〉

それから、開港として、発展のとくに顕著であった横浜と神戸の四泌を選んで、説述

する」〔153頁〉のである。第2主主では港巡業の近代化に4類型あることを指摘する。

そして（1）旧来業者の経日革新事例としてや11戸のヒ組と大阪の富島組、（2）洋式埠頭事業

として神戸桟橋、（3）倉庫業者の港A運業経；：；；，・と して三大財閥倉庫、（4）通運事業の大統合

までの過程を通じて、陸上小運送業者の港運業主ft弘’が組織化される事例をそれぞれ紹

介する。 第3章で明治末期から目撃事変期までの内地港運業界にみられる顕著な風潮

について主要港を舞台に論じ、各港の諸荷役賃なども詳細に資料を例示している。第

4章では台湾、t1i！太、朝鮮、満州、中国、東南アジア等における白木港運業者の動き

を克明に追う。

第 3 編は日華ヰi:~後の戦｜時的統制にはじまり 、 次第に斯業が戦時体制に組み込まれ

そのあげくついには、一港一社主義を原則に合同するにいたるまでの経過を語り、各

港における港連会社設立事情を詳しく述べる。

第4編は、戦後の港運業界の再編にはじまり、労働問題を4章、7章、9輩、10主主

と4主主を費して論じているのが、印象的である。 そのほか港運事業法の施行や港湾労

働等対策審議会の答申した港湾労働、港湾運送事業、港湾管理運蛍のそれぞれにおけ

る近代化について今後の見通しを述べて筆をおき、本書は終る。

ほぼ以上のごとき膨大な内容て、あり、 評者は著者中島時雄氏の経歴についてまった

く知らないが、本書に多量に引用してある古文献や資料から判ずると、Wi業には長年

接触し、 蒐集整理に｜刻心をもち、かなりの蓄積がある人と思われる。単独でこれだけ

の資料を整理して一書にまとめあげた努力には、惜しみなく敬意を表したし、。 斯業が

学問的に体系だてられ、 把復するにいたらない現在の水準からみれば、中島氏の偉業

は今後のが［業深化の第一歩をなすものといえよう。
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評者は第3編の戦時統制Fの港運業の動きや港運会社の設立が、豊富に紹介されて

いる法令や設立要綱などを通じてうかがわれ、興味をそそられた。それだけに統制方

針が原則的に地区別の一元的企業合同推進という形勢になった際、 「この原則には、

多少の例外措置も認められていたので、 この例外措置をさらに広大して、一地区数社

制を望むものもあったが、海陸連絡中央会では全国的の統制を様務していた関係上、

逆の動きを示した（傍点引用者〉 」（572頁〕という説明につついて、 「統制令の改正と

いうようなことは、困難かも知れぬが、統制方針なら変更してもらえるかも知れぬ、

たとえそれが早速できないにしても、 第二次の統制として考慮してもらえないだろう

か、 ということで、中央会の三橋会長は、種々奔走したが、結局第二次統制について

さえも当局の言質をうることができなかった。 そこで会長としての立場上－一・・会長の

職を退いた。 」（向上）とし、う経過が、 よく呑みこめないのは残念である。なせ．なら、

「一地区数社制」を望むものがあったが、11コ央会は全国的統制を目標とする立場から

「逆の動き」を示したのであるから、当然地区別の 「一元的」の 「企業合同」に賛成

したことになるであろう。 しかるに、統制方垂｜の変更が当局に考慮されることなく終

ったからとて、 中央会会長が辞験するにいたるという説明は解せないのである。 「例

外措置」の拡大に 「逆の動きを示した」中央会が、何故統制方金｜の変更に 「逆の動き

を示」 さないのか、釈然としない。門外漢が通説すると、この部分は混乱した文脈と

しかおもわれないのである。

上記の点は、小さな穏滋にとどまるが、木；1：：の最大の欠陥は、編別の時代区分にあ

る。 「木1Hの叙述に当って、かりに、明治維新以後を現代と称することとして、」

(1頁〕それ以前の古代、 中世、近i止を一括して 「第一編前代泌巡業の生成」とするの

であるが、 一体『前代』なるH寺代区分がすfされるであろうか。評者は’な聞にして耳に

したことがなし、。おそらく中島氏の造語であろう。学界の常罰·~に反する時代区分をな

すなら、 当然に、何故『前代』なる概念を用いるのか、説明すべきである。 i時代区分

は学界でも、大いに議論のわかれるところであるが、たとえかりに、」せよ、維新以

後を 「現代」とし、 それ以前を 「前代」 と区分する 2大区分だけは、いかなる学者と

いえども採用するところではなし、。

中島氏が無限定のうちに、 「I泊代」と 「現代」のごとき粗雑なl時代区分を採択した

ことは、木書の「港湾運送事業史」なる歴史学的水準の高さに、大きな疑問符を投げ

かけずにはおかない。 「近代港運業」は成立しえず、 「官iJ代港運業」から 「現代港運
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業」へ一挙に転化したのて‘あろうか。

評者は第2編を「近代港運業の展開」とするのが妥当であると考える。「現代」を何

！長年からとなすか、 その指標のとり方によって議論は百出するが、 明治維新期以降とす

るのはどうみても上限が早すぎる。 通常は開国より明治期における近代国家の成立期

は近代であり、 どんなに上限をあげても 「現代Jは日本が帝国主義段階にはいる日磁

戦争前後か第一次大戦前後て、あると考えられる。

本警は：学界の常識を無視してl時代区分をなしたため、混乱が生じざるをえなくなっ

た。たとえば、第2編の 「現代港運業の展開」の 「第2章近代化の前進」 などその例

である。著者の見解にしたがって維新以後を、 「現代」とするにせよ、 「現代」の時

代に「近代化の前進」とは、 それ自体、 自家J道着である。 「近代化の前進」のすえ、

「現代」 にいたるのが論理的ではあるまいか。 もっとも、今日で 「近代化」は厳街な

歴史上の概念として使用されず、 たんなる修辞として、 「古いもの」 「遅れたもの」

に対比して使用されることが多いので、 そのような意味で使うなら訴は別である。

第3編「港運業のii集｜王子統制」の標題から、 「現代」の時代の後に 「戦時」が到来す

るとも解釈される余地がある。 第4f;lffiは「Jp,l;後の港運業界」であるから、中島氏は、

「前代」 「現代」 「ipJ;後」という 411寺代区分をされたことになる。 「lp,l;fli'j」は、まさ

しく 「現代」そのものではなかろうか。 編別の構成をたてるさい、 何をもって港運業

のI時代区分をなすかの認識がないため、批判にたええない点があるのは惜しまれる。

しかし、 かく述べても喜ド者は、

ない。

内容はすでに紹介したごとく 、

に利用されうるものである。

けっして木替の存在理由を否定しようとするものでは

それぞれ詳細な資料に拠るところが多いので、
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松本好雄著

「コンテナの輸 送実務」

はじめに

松岡英郎
〈原田港湾作業・株〉

1967年9月20円、午後4時、米国マトソン社のコンテナ船 「ハワイアゾ ・プラン

タ一号」は、東京泌を出航し一路米国に｜句かった。 日本一米国を結ぶコンテナ輸送の

第1船である。極めて短い期間ではあったが、わが国経済界はが第2の黒船がと呼ば

れたコンテナリゼーションに巻き込まれ、経済新聞にコンテナに｜調達する記If＼：が掲放

されない日はなかったといわれるほどであった。

以来、 マトソン社のコンテナ船は日 ・米両国間にピストン ・サービスを繰り返し、

米国に先行を許したものの、わが国商船グノレープの就航も間近に迫っている。

コンテナリゼーションに関する議論は、 好むと好まざるにかかわらず木質論から

実施を前提と した技術的に移らなければならない。木絡的なコンテナ輸送の開始は、

よく多く の人にコンテナに対する知識一一一と くに実際的な取扱に関する知識を史ー求す

ることとなろう。

このような時に、わが国における数少ないコンテナ輸送のパイオニアの一人てーある

松本氏の手によって 「コンテナの輸送実務」が出版されたこ とは、短めてタイムリ ー

であり、かつ意義のあるこ とといえよう。

以下、 木喜の内容を悩1主~·に紹介してみたい。

本書の構成

1 コンテナ輸送と貿易

2 米国の対日貿易におけるコンテナ貨物

3 コンテナ貨物の港湾における取扱料金

4 海上運賃同盟に規定されているコンテナ ・ノレーノレ

5 米国内の陸上輸送

6 一貫通し輸送経費の把握とその実例

7 コンテナ輸送への関連諸問題



8 航空コンテナ

となっており、付録として①日本におけるコンテナ輸送発展のあしあと②日本 ・米

国中西部の nンテナ輸送に関する輸送実験報告書③ コンテナ用語の新語 ・略語が掲載

されているほか、 51に達する表、40もの図表が収録され、読者の利便に供している。

本書の目的は、タイ トノレの示すように、 コンテナ輸送の笑際を周知させるためのも

のではあるが、付録には簡単ではあるが、 わが国におけるコンテナ輸送の歴史を紹介

するなど、行き届いた筆者の配慮に敬意を表したい。

本書はそのタイ トノレからみても，実務の指針たるべきものであり、したがって、その

声価は第3掌～第7主主において認識さるべきであろう。すなわち、第1章においては

わが国の経済構造が貿易依存型経済であると同時に、 国際競争は貿易自由化の進展な

どを原因としてますます激化しつつある。 この国際商i践を勝ちぬくためには、輸出価

格の位下を図らなければならず、 この点からコンテナ輸送がクロース ・アップされて

きたのは周知の事実でもあろう。

第3章において筆者は空コンテナと港湾運送業界のコンテナに対する姿勢を指摘し

ている。前者については、米国からわが国に送られるコンテナの80%が空であるにも

かかわらず、それに要する経費が過大であり、荷主と海運業者にとって大きなマイナ

スとなる一方、港湾運送事業者にとっては当簡はかなりのメリットを生んでいると指

摘している。

また沿岸料金については 「空ビン、Y.f!;0カマス入〉 、 コノレ夕、石綿d 綿花、羊毛類

は最低1トンにつき3～50門と コンテナに詰めた場合の方が高くなる。 これらの貨物

は、コンテナに詰めてユニット化した場合、荷役の迅速化がはかられ、短時間で大量の

貨物を取扱うことができるが、料金の高くなることを荷主がするわけがない。すなわ

ち、港湾運送業界はコンテナ輸送に対して前向きの姿勢をとっていない……」と断定

するが、 この点については、すべての港湾運送事業者が、来たして近視眼的な視野し

かもっていないのかどうか、筆者の見解にはにわかに育ー定することはできまい。

第4章は、 海上運賃同盟におけるコンテナ ・ノレーノレて・ある。筆者のコンテナに対す

る造詣の深さを物語るものであり、付表の 「海上運賃同盟コンテナ ・ノレーノレ一覧表」

は利用者にとって貴重な資料となりえよう。

筆者は「日本中心とする同問コンテナ ・ノレーノレは、 海運会社の使宣：による貨物のコ

ンテナ詰めを禁止しているが、 これはコソテナ輸送の本質を理解した者にとっては誠
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に矛盾している」と指悩し、 もっとも注「lすべきものとして、 北大西洋大陵運賃同盟

(1966年3月16日以降発効〉を紹介している。 このノレーノレは”在来のコンテナ ・Jレーノレ

の持っていたコンテナ輸送の発展を阻止する要素を全部取り除いた” ところに特徴が

あるとされている。 コンテナ輸送のメリットを享受するには、新しい輸送休系にマッ

千するノレーノレを設定しなければいうまでもないが、いかにコンテナ輸送が脚光を浴び

ているとはいえ、 なお世界海運は在来船が支配している。 したがって同盟ノレーノレは在

来船のメリットを第一義として考えざるをえない。将来の飛躍を約束されているマト

ソン、 シーランドといったコンテナ会社にしても世界各国に張りめくらされた既在の

勢力の前にはやはりliTIせざるをえないのであろう。 しかし、 コンテナリゼー γョンの

展開とともにネックはますます阪塁し、大幅な改正を余儀なくされるであろうことは

自明である。

第5主主は、米国内のコゾテナ陸上輸送について詳述してある。内容は、運賃率、逮

送径路、貨物取扱業者、米国のトラァ タ輸送など11項目にわたっている。コンテナ輸

送には幾つかの大きなメリットがあげられているが、 コストの低減は利用者にとって

もっとも大きな魅力であることはいうまでもない。 米国における価格構造は復雑で、

所品は約3万のカテゴリーに分類され、一つの地点から5万に及ぶ米国内の輸送対象

があるとされている。 また、40兆のサービス側絡があると推測され、これに精通する

には長い経験と努力が必要である。 木項には、各種の運賃率運賃率、の設定方法など

について行き届いた説明がなされ、具体的な事例も明示されているので、米国におけ

るコンテナの陸上輸送を理解するのに至便である。

わが国のコンテナ輸送は、 開始以来l年に満たず、ほとんどが港頭で詰め、あるい

は取り出される現状、 でコンテナの陸上輸送は少ない。 しかし、コンテナ輸送の蝋大

とともに、陸上輸送も次第に繁忙となろう。 と同時に種々の問題が提起されてくるに

ちがいない。米国の陸上輸送を詳説した本占はそれに対処するためにも理解しておか

なければなるまい。

第一6章は「木，I・：：の最も重要な（，JS分を占めるテーマ」 と筆者が述べているように、－

1'.f通し輸送経費の把握はコンテナ輸速にかかせない重姿な問題である。 これを把握す

ることによって、 効率的、経済的な輸送を行なうことができるからである。これにつ

いて筆者は（1）海上運賃同盟のコンテナ ・ノレーノレに精通すること（2）輸出国および輸入国

の園内輸送のコンテナ輸送に関係あるノレーノレを熟知すること（3）輸出国および輸入国の
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関税法規（とくにコンテナ貨物〉を明確に把握することーーを基木的な要。｜ーとしてい

る。

木主主には、各社コンテナー覧表が掲載されているが、 コンテナ輸送が軌道に乗るに

つれてその種類も複雑多岐にわたってきており、輸送実務担当者はその把握に頭を痛

めているといわれている。詳細を極めたこの一覧表は重用されるにちがし、あるまい。

また「日木からの輸出貨物の実例」と して、 T Vカメラ、テープ〔レコーダー。モー

ター ・サイクノレなどを紹介し、 「外国におけるコンテナ輸送の実例」と して自動車シ

ヨーへの出品、 シカコへのパイナップ勺レ輸送、なま菓子の輸送などについてふれてい

る。このように豊富な事例の引用は、 コンテナ輸送の実際を理解するのに板めて有益

で、本書の大きな魅力となっている。

第7章はテーマのとおり、 コンテナ輸送に関する諸問題のうち、 コンテナの税関手

続、 コンテナ・リース、 コンテナの規格と材質、コンテナ輸送と保険をとりあげてい

る。

通関手続は、貿易量の増大、国際競争の激化などを背景に、簡素化、迅速化が図られ

ていたが、 1昨年採用された申告納税制度はその効果をさらに高め、 。輸出即時、輸

入J;!［ほI＂の実現も近いものとみられる。 コンテナ輸送の通院！手続もこの恩恵に浴して

いるが、通達によって特別に配慮されている耐もある。一般に通関手続は煩雑かっ'11t

解なものとされているが、効率的なコンテナ輸送を笑施するうえにおいて、税関手続

をマスターすることは絶対必要であろう。

また、 コンテナ ・リースとコンテナの規格と材質、保険も本章に掲，［主されている。

わが国においてもコンテナ輸送の増加とともにリース企業も脚光を浴びようし、海｜二

保険も種々の問題を提起してくるものと思われるc 規格、材質の項とともに知ってお

かなければならなし、。

第8章は航空コンテナについて、 その発展のめしどりにつし、て、ふれているがめ陸

空を一貫したコンテナ輸送の実現のそう遠いこ とではないと筆者はみている。

まとめ

わが国におけるコンテナの歴史は、 すでに10年をこえるとし、われる。 その恨源は米

軍の引越荷物であった。 したがって、本当の意品の＝ンテナ輸送はマトソン社の日 ・

米間の就航をもってその尉矢とみてよし、。 しかし、 対象貨物はわが国の全貿易量から
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人れdまことに微々たるものである。 欧米に先を越された日本商船l滋も一部ではヨン

テナ船の進水をみ、1968年中にはいよいよサービスを開始するといわれる。 いままで

どちらかといえば、 日和見的であったわが国産業界も、邦船グノレープのコ ンテナ輸送

［治始によって、積極的コ ンテナ化に踏み切ることになろう。 しかし、 リハーサノレの期

間が少ないままスタートしたわが国のコンテナ輸送は、 たとえ、税関手続きなどがそ

れに7 ，ノチする応急体命uを行なっているとはいえ、 多く の問題点を内蔵しているとい

える3 すなわち、現在まて‘は、まだまだテスト的な感じが多く、コンテナ輸送の終局

的な目標というべきドア ・ソードアはま ったくといってよいほと、行なわれていないた

めに、技術的な問題はもとよ り、本質的な問題のいくつかもまた解決されていないの

である。 当然これらの問題は近い将来、解決せねばならないが 、そのためには利用

者の多くが、 コンテナ輸送を実際的に理解していなければならなし、。 とはいうものの

現実のコンテナ輸送は一部の業界が、わずかな量：を行なっているにすぎず、また、実際

的な勉強をしようにも、 それにふさわしいテキストもなかったのである。本替はその

ような要望に応えているものといえよう。 もちろん、木書においても、コンテナ輸送

のすべてがし、いつくされているとはいえなし、。 コンテナ輸送が現在緩めて流動的であ

る現在， すべてを求めるのは困燥である。 しかし、現段階の実務を勉強するにはほど

よくコンフリ ートされた実務脅として、その価値は高く、筆者の努力は高く、評価さ

れてよかろう。
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喜ー多村昌次郎著

輸 送 革 新と 港 湾

玉 井 克 i倒i
（海上労働科学研究所〉

現今、港湾運送業界が当頂iしている最大の問題は、業界の集約化である。

この集約化は、港湾運送業近代化の前提とするといわれながらも、それに対する港

湾運送業界の反織は、執桜Iで激しいものがある。これは、港湾運送業界が、近代化そ

のものを希んでいないからではなく 、集約化の内容が、業界の実態と自主性を無視し

たものであり、実際には、独立的にi巷/';P5運送を分担してきた多くの専業事業者を否定

することとなるものであるからである。

答申に到るまでの過程の不明朗さと、集約（ヒの目標時期や目標内容に対して、港湾

運送業界の不満はきわめて強く 、 「運輸省の港湾行政には、初めから一貫した方針と

権威というものがない」（海事経済通信第149弓）といわれるほど、港運行政に対する批

難と不信は、 根強く 、大きくなっている。

このような現状は、港湾運送司；：業集約化の問題が、ただたんに、経済流通高度化の

要請による、一貫輸送体系の確立強化という現象薗だけて‘なく、港湾を利用する独占

産業資本による、港湾、産業資本の吸収支配という、 見逃すことのできない木質百lをも

っていることを物語っている。

はしがきにもあるように、 本書は、調査報告止？であるが、それより以上に、著者が

「港湾労働の構造と変動」以来、種々の雑誌や学会 ・講演等に発表された、多くの研

究成果の結集であり、わが国港湾管理体制、港湾運送率一菜、港湾労働一一港湾労働組

合の現状と将来にたL、する鋭い分析と批判の書である。

このような本苫が、 わが国港湾運送事業の未曽有の変革期に刊行されたことは、設

にl時宣をえたものであり、木訟の来す役割は、 きわめて大きいものがあると線信す

る。

まず I章において、著者は、わが国港湾における箆史的発展過程に筆をおこし、

その［直面する現状の問題点をきわめて平易かつ通俗に提起する。 従って、E章からK
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章で述べられる報告内容を読むにつれて、 おのずから両国港湾問題の比較が行われる

ことになれその比較を通して、わが国港湾問題への批判が、浮彫りにされてくる。

そして書名と同じ終章 ・輸送革新と港湾に到ってそれは、わが国港湾の将来を示唆す

る全体像として、完成した姿をみせる。

各章の目次は、 次のよ うになっている。

I わが国港湾の現状 ・その問題点の要約

II 米国主契港湾の港湾市情

ill ポートオーソリティの機構と機能

lV 港湾運送事業の経；1：；，・様式構造

v 港湾労働事情

VI 国際海運貨物取扱業の現状と将来

祖 国際複合輸送の実際

¥'111 内陸輸送とト ラッ ク業

xr: トラッタターミナノレの機能

x 愉送革新と港湾
「港湾の管理体制と ともに、港湾Fーミナノレ経企，事情をみることに主眼を置いて」

1沼和42年の前半、約7ヶ月を賀し、おもに、ニューヨー夕、サンフラシスコ、オーク

ランド、 ロスアンゼノレスの諸港湾、内陸ターミナノレ、鉄道、ヤード等を調査し、つぶ

さに研究を行った結果て、あるこの報告は、 Il1立からlX章にわたって、上記4港の港湾

管理体制、港湾運送及び関連陸上運送事業、 港湾労働の実態が、豊富な資料を駆使し

て詳細に述へられており、十分にその目的を達している。 まず報告本文であるE主主か

ら）江章について紹介することとし、 内年半の関連上I章についてはX章とともにまとめ

てふれることにする。

まずE撃では、ロスプンセツレ久、サンフランシスコ、 オークランド3港の港勢が概

説され、ニューヨーク港については、主限点の一つでーある皿主主とN章において詳述さ

れており、 「づねに国家政策にもとつく発展過程として理解されているJわが国港湾

開発の歴史と、大きく呉っているものを感じさせる。

ポートオーソリティは3つのタイフ（P46）に分類されている。著者は、そのタイフ

の如何にかかわらず、「管理運＇i;r；ゃ構成員については、政党や行政から独立分離され自

由な行動機を有しているJことを強調し、その秀れた性械のゆえに、今後の発展が期
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待されるものとして、 公共企業体制度によるポートオーソリテ ィをあげている。

またポートオソリテ ィは、 「港湾臨設の効率的利用を確保するため」、全面的港湾

管理権とバース指定権を有することが望ましいとされながらも、 現実には両洋岸の港

湾において、かなりの違いが見出されている。 すなわち、ロスアンセソレス港、サンフ

ランシスコ港では、」二屋の利用形態は主と して優先使用方法をとり、ポートオーソリ

ティはバース指定権を有しているが、 ニューヨーク港ではJパース上屋の維持管理は

私企業にまかされている。

このことから、 「港湾の利用形態は、技術的なコントローノレで、管理している港湾の

規模、港湾貨物、入出港船舶量を基本として変化するものであり、この変化は、同時

にポートオーソリティの1生格を規定するもののようである」と考察している。

ついで、ニ ューヨークポートオーソリティの設立の経過、施設体系、管理対象、財

政事情等について詳述されるが、財政上独立採算制を採り、完全な公共企業体である

ポートオーソリティに対しては、祖税特別措置がとられ、それが経包・安定の一つの基

銚となっており、 その港湾管理と開発の方向が、 「ターミナノレ運送の合理的完成」

のために、 「物的、非物的流通活動を綜令して、 一元的化を達成することにあるよう

に思える」 ということは、わが国港湾管理機構の現在及び将来の在り方に、大きな示

唆を与えうるものがある。

ターミナノレオベレイションは、 「わが国にみられるような港湾運送事業法の規制も

なく、契約自由の原則による自由似業であり、そこには元請下請の系列関係もない」

という、わが国港湾運送業との根本的な違いがある。

一般に太平洋岸では、 ターミナノレオヘレイターとステベドアが分離しているが、太

西洋岸では、 「ステベドアリングとターミナノレオヘレイターは、兼業というより、む

しろ一体となって、 ターミナノレオベレイターと呼ばれている」。したがって、 「太平

洋岸側の主要港の制度としては、船舶運航業者ーを頂点として、 一方ではデリ λ リーと

貨物の管理保管業務を担当するターミナノレオベレイターと契約し、 他方では荷役を担

当するステベドアと契約する復数tlllJ契約が普遍的であるが、太西洋岸側での契約は主

として船舶運航業者とターミナノレオヘレイターとの単数契約」をとるという。

このような、両洋岸の 「ターミナノレ運送における制度的な遠いをもたらしている基

木的理由」として、著者は、 「港湾を通過する貨物の量、質の柑呉が、これを受けと

めるタター ミナノレ ・オヘレイシ三ンの存立形態に合理的変化をもたらしている」 と考
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察し、港湾、の利用をめぐる構造形態が、港湾貨物の量、質の変化に応じて辿る発展方

向を「①港湾貨物の少なし、段階ー→②比較的多い段階ー→③もっとも多い段階ー→④

コンテナ化の段階」 の4段階に応じて表示している。（P./9）さらに、 「ニューヨーク

港における久テベドアとターミナノレオベレイターの結びつきは、 このような法則的な

移行結果のほかに、港湾における労働力管理が、主安なウエイトをもつこ とによって

決定づけられ」ており、 「労働力の効率的発現を［白接担当するステベドアリングが、

ターとナノレオベレイションのrlコ心」をなしていると述べる。

ターミナノレオベレイションにおける荷役説委の波動性についても、専用ピアによる

「港湾、貨物に対する港湾施設琵」 の余？？？と、 「接岸荷役を建前」とするターミナノレ運

送形態であるため、 「わが国のように、t'I＇待ち、はしけ待ち、ハース待ちを余儀なく

されることはない」。 したがって、 「n住ーの問題点は労働者の質、量に帰すもの」で

あって、そのため 「波動対策は、むしろニューヨーク港全体の荷役量と、労働組合員

の数のパラン久のうえで立てられる全体青｜凶」 であると考えられているとは、波動性

に悩まされているわが国港湾にとってうらやましい限りである。

専用埼頭の効率利用 ・体制について、著者は 「木船と泊背後の上屋の一体的な結

合」による、入港前の船積貨物の仕分分類の完了、 k屋までの管理責任を船主負担に

する受渡し業務の一体化、 フリータイム制度による貨物の［9.1転向上、単独業種別に分

断されない運送の一貫性、i皐頭内における税関手続の完成、 といった綜合的な生産様

式のシステムが 「荷役能率の低生産性、 I虫jb、j昔’頭の賃借料、および高賃金の労務室t」
といった個々の生産要因で句構成される、 高率なターミナノレヰヤ－／をl吸収することに

よって確立していると’判断している。

またターミナノレオベレイターの集約合併もあるが、 わが国のように、法規制や行政

指導、 いわば国家政策に因るものでなく 、経i所的なメリ γ トによるものであり、労働

者はすべて 「労働組合から供給される、 企業外の労働者」であって、 「ターミノレナノレ

オベレイションの幹部久タッフも、専用ピア全体に2名の監督者が配置されているに

すぎない」という経ぷ体制が、合併集約を労働問題に関しては、 きわめて容易にして

いるとし寸。企業の集約合併とは、本来このようなものであるべきではないだろうか。

調査の主眼点である港湾労働事情も、港湾労働組合による港湾労働市場の独占と、

船舶運航業者を団体交渉の対向者としている点において、 わが国のそれと、線木的な

差J·~がみられる。
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港湾労働者の供給は、労働組合を径由してなされ、その使用者は、明確に船舶運航

業者となってなり、 港湾労働者の賃金その他の労働条件に関して、 雇用の責任を負っ

ている。そしてこのことが、坤頭の効率的利用と港湾における労使の安定に 、大きく

寄与しているよ うである。

太平洋F宇にお｛う－る I.L. 

t手労1動者の（まか、 多くの職部からなる 「ユーストワイドな組織をもっており、 臨時労

働音についても組合統制が及ぶ」 が、 「雇用斡旋所の性格及び運ぢ状態、労働条件、

連動方針」は、 かなり異なっている。 この;j{j異点を中心としてすすめられる説明と分

析は詳細をきわめ、わが国港湾労働問題にきわめて有効な優れた指擦を与えるものと

恩われる。

I L. A は、 かつてシエイフア ッフ という、手配師による労務調達制度をとったた

め、 ニューヨ－ IJ港では、組合幹部の：iJJ_落に腐廃による暴力団の港湾支配を招いた歴

史を持っている。 そのため、1953年に 「ニューヨーク港における害悪と混乱を排除す

る目的で」港湾委員会が設立され、 組織的公益ハイヤリングホーノレの運引にあたって

し、る。

I. L.W. U.では、以前は荷役業者団体のi責れするハイヤリングホーノレの経由、又

は撰抜雇用形式による雇用制度をとっていたが、 これは 「雇用安定の反面、有利な雇

用機会維持のため低賃金に甘んずる結果をもたらし」 たため、やがて数度の大争議の

後に、組合によるハイヤリングホーノレ運以と、組合員の優先就労の先任権を獲得す

る。労務統轄の主導権の’手短である。いうまでもなく、雇用斡旋機関を公的機関包す

るが、労働組合が家屋するか（土、労働市場の独占、労働力供給調節において、さらに

労働組合運動において、 資本主義的生産機構における労働組合の置かれる立場は、根

木的に異ってくる。

I L.A.は、 A.F.-L. 1. Q.に所属していて、米国における労働運動の五原則

(Pll7）を遵守している。これに返して、I L.w.u.は、 「かつて I.L.A.のもとに

組織された統一港湾労働組A-であったが、 I.L.A.組合幹部のj潟廃とイデオロギーの

相違から」、1937年に分離独立した 「A.F L. -C I. O.に所属しなし、、独立の労働

組合であり、 五原則に拘束されなし、」ものである。

このことは、両組合の体質を本質的に規定しており、この相異が、団体交渉、登録

制度、労働条件、 コンテァに代表される合理化等に対する運動のあり方に、また相呉

F3
 

q
J
 



を生じているc

I. L.A.の労働協約の協定は、 「地域単位あるし、は各港ごと」に行なわれている。

著者は、 「このような地域的独立性は、労使双方にとって、 その地方の港湾事情にj@"

応する作業方法あるいは労使関係につき、現実的な相互理解には役立つが、産業的規

模で進展する海運、港湾の輸送近代化対策には、やはり障害なしと しないであろう」

と述べている。

I. L.W. U.は、 「支部および各港を統・して、 －つの労働協約を締結しているJ

I. L・ A.では短録制度は、港湾委員会によって 「申請によって、とく に秩序途反と

ならない限り、誰でもが資格を与えられるとし、う、いわば門戸解放主義」であるが、

それは 「無制限に登録労働者を楢加させる」ものである。そのため、I.L.Aや N.Y.

S. A. （ニューヨーク船主協会〉は、 「既存の主主録港湾労働者の就ガ機会の減退、失業

をもたらをもすもので、登録を制限すべきである」と主張し、 「I.L.A.で・1;1:、ハイ

ヤリングホーノレの遥・ιを組合が掌tlli」することを望んでいる、 このことは、いわば労

使倒係の変化が、設立の当初において果した港湾委員会の役割と性格の転換を要求す

るよ うになっていることを意味している。 I L.A.は、ハイヤリングホーノレの運＇，：；；，・方

法について、I-L. W. U.の在り方を指向しているわけである。

著者は、 「ニューヨーク港湾委員会が、法律の委（T:にもとづく強い規．制力によって、

近代的な港湾秩序の回復と、 その発展に寄与するところがあったとはいえ、基本的に

は、正常な労使慣行の確立のための機能としての地位にとどまるべきであると思われ

る」と批判し、公約機関の労使関係への介入の限界を指摘している。 おなじことは、

わが国の港湾政策の在り方についていえよう。

労働条件の詳細に関しては、木訟の一読をお店員し、する。ただ賃金についていえば、

8時間約l万円という額は、わが国のそれに比べて、桁はつれに大きし、。 「港湾労働

者の労働条件は他の屋外労働と比較して高く 、 このため笠録労働者の希望者が圧倒的

に多L、」といわれるほど、米国においても、そのは金は高額なのである。

また、労働協約に協定されている労働災害防止の基本構想l工、 まず 「事故災害防止

は労使双方に利益をもたらすものであることを認識し、 これに関する労使双方の責任

を以下のとおり定める」として、労佼組合および全労働者の災害防止の努力はもちろ

んであるが、使用者の事故防止の責任と義務が強調されている。 ここでいう使用者が

船舶運航業者であることを銘記したし、。
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両組合の運動方針の相異』士、 コンテナリゼイションへの対策で、顕著に現われてい

る。

I. L.A.は、 「就労権基金として年間1.600時間相当の賃金保障制度をN.Y. S. A 

との聞で協定」 しているが、この制度は、労働需要の「波動性からくる就労の不規則

性を、年間ベースにより一定収入を保障する労働安定対策」と考えられており、 「と

くにコンテナリゼーション対策」として、機械化近代化にもとづく就労機会の減少を

保障するのではない」といわれる。労働協約（1964ー 10.1～1668.9.30）全文のなかに

も、 「失業対策にかかる基本的構想はみうけられなし、」。そしてむしろ、機械化によ

って関係産業の受ける巨利を、港湾労働者にも均揺すべきであるとの考え方から、 コ

ンテナ船荷役も在来船荷役も同一ギャングサイズ18名、埠頭よ り501盟以内を地域的に

港湾労働者の職場とする、8時間の所定労働時間を 6時間に短縮、年間保障賃金の増

額、終身年金制度等によって、激しくill抗しているのがわかる。

r. L.w. u.の場合は、1960年、すでに 「ターミナノレ運送の生産性向上と、船舶の

回転率に寄与すると ともに、港湾労働者の労働安定をそのねらいとし」ゆ、P.M.A.

（太平洋岸側船主協会〉と機械化近代化基金制度を協定している。 「協定の基本；構想は

機械化近代化による労働力の節減に対して、使用者はこれによるメリットの一定額を

労働組合に提供するかわり、労働組合はその基金を労働組合員の労働条件向上にあて

るとともに、従来の65才、停年を63才に繰り下げて早期退職を奨励し、機械化あるい

はコンテナリゼーションにともなって、職場を失うもののないよう、労働者の数の管

理を可能にしようとするものである」。

このように、I.L.W. U.の機械化近代化に対する積極的な姿勢は、多くの熟練労

働者の使用や、基準ギャングの編成を9名にする。作業が過重である場合の作業中止

権等の作業規制の変更をみるとともに、 「更に積極的に労働力節約のための機械の導

入を、組合の主張によって義務づけた」のである。

こうみてくると、右翼的組合である I.L.A.の方が、むしろ合理化に対して「職場

の防衛と就労機会の確保」をかかげて、積極的に抵抗している。 これに反して左爽的

と思われる r.L.w. u.の方が、合理化に協力しているように恩われる。 しかしなが

ら、I.L.W. U.のこの運動方針は、 「つねに組織の団結と統制力をilitl1とした労働市

場の独占」と、組合幹部の独査と！変落を荊さない徹底した組合民主h義を基線とし

た上で、はじめて可能になるところの、労働力の節約と賃金柑額の運動の段階にある
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ことを考える必要がある。機械化近代化は、 撃覚合理化であり労働者を排除するもの

である以 ｜三、 協力の反対給付として労働者が獲得せねばならない問題には、多くの困

.iULo：伴う。

いずれが優れた組合運動の在り方かを論ずるまえに、著者が、次のようにいってい

るのを見逃してはならなし、。 「かつては、米国大手労働組合の中で、誇り高い斗争的

組織といわれた連合鉱山労働組合でさえ、 自動化を認めることによって、組織を消滅

させる結果となったとL、う悲劇的な見本を忘れてはならない。 このとき、 自動化導入

に先立って協定された年金支払の協約は、調印後には減額される泌密協定がもたれて

いたのである。したがって、労働組合組織の分裂が進行し、 今日われわたがみるよう

な高度な機械化、 自動化にささえられて、高度な収益性をもっ石炭産業は、米国随ー

のいまわしい貧乏町アパラチアで、 ごくわずかの高給労働者が就労しているにすぎな

いようになったのである」と。

ここには、組合幹部の完全な墜落と恐るべき哀切りがあった。 とはいえ、本質的に

合理化における労働力の節約は、一歩あやまれば労働力の排除労働者の窮乏化と同じ

謂になることが、いみじくも実証されている。

このような両劇｜合のコンテナリゼィション対策を、 「労働力の縦保維持と共に、労

働者の社会経済的条件の向上は、労働組合組織の保障に負うところが多いが、 この保

障は労働組合の組織を拡大し、 「その統制力と組織強制力にもとづく労働力の独占に

よって、はじめて達成されるとし寸法則」 の実体化、と著者はみている。そして、巷

間ともすればいわれる 「コンテナ輸送におけるターミナノレオベレイションは、機械装

置荷役に代替され、極度に労働力を節減させるためy この制度への移行によって、現

在ある労働力の不足現象を解消しうる」という期待に対して、 「わが国の港湾労働力

不足場情は、米国における港湾労働者のように、数のコントローノレで解決しえない内

部事情を秘めており、賃金、労働時間、労働安全、福利厚生、必働E苦境等の広範な労

働条件とその安定が確保されない限り、換言すれば労働力の再生産が十分達成されな

い限り、港湾労働力の不足は解消しないものと恩われる」 と、厳しい批判の矢を放っ

ている。

次にI主主とX章の交錯のなかから、著者が最初に提起した、 わが国港湾の現状の持

つ問題点とその変革発展の方向をとりあげてみる。

著者は、わが国港湾の発展過程は、 「主として国家の財政投資」 、すなわち国家政

。。



策に基くものであり、 「その政策的基本は、 公共の利益に奉仕することを目的とされ

たと」規定している。この規定の上にたって、わが国港湾の現状が論述され、将にその

ような国家政策を核として形成される港湾の公共性こそが、今日のわが国港湾に、多

角的抜本的に変革を迫られる一因となっていることが指摘される。

港湾の管理運？：？問題では、外資訓告頭公団法があげられている，o本来、外貿埠頭公団の

構想は、 「国および港湾管理者による出資のほか、長期低利の財政資金の導入と公団

債券の発行Jによる財源の調途方法と、 「岸壁とその直背後の上屋を一体として、外

航定期船会社、 または港湾運送事業者に専用貸し」する、士号1頭の効率的巡＇i;J；方法が採

られる計画になっているもので、 このこと自体、従来の港湾の公共概念と国家の基本

的港湾政策の否定を立味していることになる。つまり港湾の管理運i話は、著者がいう

ように、 「一般公衆の利用に供することを目的として、公の機関が建設管理し、その

利用の対｛聞は原則として無償であり、手数料的な使用料を徴収する場合もあるが、そ

の際も商業採算泊ミめるいは施設の能率的運公；を考慮されないことがきわめて多い」公

物的管理の段階から、 「公共の利益ということを配意しつつ、建設管理されるととも

に、その運引にあたっては、商業採算の原則に従って、利用者に対しては原価にもと

づく対佃lをとることを建前とし、 これに対応して施設の効率性を考慮する」という段

階に移行せざるをえなくなっているわけである。

「港湾施設の公共的利用を中心とするかぎり、港湾管理者の財政をいよいよ圧迫す

ることと、 また、公共規制にもとっく施設のオープン使用が、結果としてその効率的

利用を阻害することとなって」 いるという矛盾の顕在化に加えて、 コンテナ輸送の急

速な導入が、 その移行を早めているわけである。この現状を、 「港湾の管理運刊の政

策的方向が・・…現在ユニットロードシステムの進展に対応して、その基礎づくりの段

階を迎えた」とみる著者は、 また、今後の 「港湾機能の広域化は、港i湾を内陸輸送体

制jを一元化する方向に発展するのみならず、港湾、の管理体制の総合も同時に袋詰する

こととなろう」と予測している。

港湾運送事業では、一般港湾運送事業と単独専業事業との花｜奥はあれ、何よりも冒

頭に述べた、港湾運送事業集約の問題が中心となっている。

港湾運送事業が、戦時中のー港一社主義による 「独占企業体を解体して、自由日業

制度にもとづく能率的な経日を目的とした、事業の再編成も、法律上の空白は新規串一

業の進出を可能にし、結果として小数大企業を頂点とする、i』1少零細企業の乱立状態、
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を露呈させることにとどまったJのであり、 これは、 「港湾が公共の場所で・ある限り

…何人も自由に港湾運送事業者となり うるわけであ り、 その港湾における事業の適

正規模、およびその事業者の数の多寡は問題とならなし、」以上、当然の結果であった

わけである。

このように無制限無責任に乱立を訴された一般港湾運送1:］；：業者が、企業の構造性と

荷役運送需要の波動性によって生ずる危険負担を転嫁するため、 「重層的下請系列関

係」を形成したのであり、 そこから必然、的に生じた過当競争に因る港湾運送秩序の混

乱を規制する目的で制定されたのが、港湾運送事業法である。

しかしながらこの秩序づけは、 「単一形態でしかるべき港湾運送を、 ことさら 1種

～4種と独立的に分断して」 、かえってターミナノレ運送としては、 「非能率的でロス

タイムを発生させやすい構成」を作り上げてしまったわけで‘ある。

著者は、 このような港湾運送行為の歴史的形成過程の理由の多くは、 「港湾運送需

要と対応関係に規制されてきたこと、 および港湾の公共的利用方法」に求められると

して、そのいずれもが沖荷役はしけ回漕を媒介とする、 「ターミナノレ運送の物理的な

分断」を生じたにもかかわらず、 「港湾取扱い貨物量の比較的少い段階では・・いわ

ゆる乏しきを分ちあう効果をもたらす」彦、味において、 「港湾運送事業者の乱立状態

に対応して、一つの社会的分業秩序となりえた」と認める。したがって、高度成長に

よる港湾貨物の急増が要求するに到った港運業の集約は、 このそれなりに安定をみせ

ている社会的分業秩序の破壊と再編成を要請するものであり、 「独立的に港湾運送を

分担してきた多くの専業事業者を否定する」 ものとなるのはいうまでもない。集約に

対する専業事業者の抵抗が、そこからでてくる。

しかしながら、すでに生産部門の合理化を一応完了したといわれる。国家独占資木

の2起請する流通f.11門の合理化（集約〕政策l工、きわめて巧妙で餓烈て‘あることがわか

る。 「従来の専業体制を認めながら、 一方では免許;1i!i準を引きあげて、 専業体制~]i:業

の集約化を促進させようとする一貫責任体制、港湾運送事業法16条改正に現れた一貫

貰問自体制、 そして運賃料金体系の改訂とし、う、 三段構えの波状攻撃体勢がとられて

いる。いわば－II寺的に過渡的に－1＇［責 （T体制によって専業I]i:業者の混乱を避けながら

も、早期にターミナノレ運送秩序の目的とする一貫直也体制の確立を計り、 側面より運

賃料金体系の改訂（p 274）により集約を強行しようという立図である。

「法律にもとづく集約化の規制および行政指導の限界が、港湾運送の運賃料金体系
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にうけつがれ、運送需民市場による規制と自由な経済競争慢に、専業体制から一貫直

必体制へ、構造的転換をはかろうとする意図を意味するものである」、とし、う著者の言

葉は、いみじくも問題の絞心を鋭く突いている。

その、 「一貫l自必イ木ilill移行を促進させる環境条件の整備が、 大規模な港湾投資にも

とづく港湾施設の整備拡大であり、外貿埠頭公団設置による港湾の利用形態の転換」

であるわけだが、 その外貿土判長公団法によって誕生した「新設港湾運送事業者との合

併会社は、 いずれも株主構成において、船舶運航業者の支配するところとなってい

る」としづ現状には、近代化という錦の街l旗の下に、強力に押し進められている集約

の木質が、館骨に姿を現しているのがうかがえる。

このよ うな企業存亡の危機に曝された専業事業者に対する著者の批判は、 きわめて

畏正である。 「単独専業体ililJの港湾運送業者が、港湾運送の下請けとして機能するか

ぎり、港湾運送約款の制定も義務づけられず、そこでは一般港湾運送事業者の下詩け

として、おもに労務を提供するにとどまることになる。屯数請負に代表される双務契

約当事者である者であるとはいえ、 いわば一般港湾運送事業者の履行補助者にすぎな

い。港湾運送需裂と供給関係が請負とし、う秩序にもとづく経済的行為であ るとすれ

ば、そこには対外的な椛利義務関係が存在しなければならない。 このような基木的関

係が義務として斐求されない経aぺは、 自らの足で白つ主体性ある経？；？ とはいえないで

あろう」、と著者が論断するとき、専業Ij；：業者はもとより全港湾運送事業者が企業危

機の断主義に追いつめられるまで、 自らの経引の維持発展につき、時頭の公共伯ニーと非近

代的な雇用形態を基盤とする分業的秩序と行政指導に、依存しすぎてはいなかったか

を、謙虚にかえりみる必要があろう。 必然的、 経済法則的に犠牲部分を生み出して成

長していく資木主義経済機椛下に、生きながらえんと望むならば、 自らの足で立とう

と努力せぬ企業がその冷酷にふり落されおしつぶされることも、 また止むをえぬ。と

するような厳しい姿勢が、その言複にひそむのが感じられるのである。

それゆえまた、 「単独専業体制の経臼的特徴」であり 「それが存立する一つの基鑓

的条件」である労働集約性を有する放に、 「労働力を企業内部にもつ専業体の立場は

強い」とL、う考え方に対しでも 「労働力不足現象は、他の産業全体にも同じことがい

えるように、社会的な現象であり、同時に経済的な結果で‘ある。そうであれば、 「労

働力を企業の内部にもつ単独専業体の立場」 を維持するための労働力確保対策は、 ど

こまで必然性があるのであろうか」 と、著者は手きびしい疑問と警告を投げかけてい
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るのである。

単独専業事業者が、体制的構造的転換により、新らしい港持活送組織を開発せねば

ならないと同時に、一般港湾逆送事業者も、 また従来の運i差形態からの脱皮を計らね

ばならない現状になる。

集約化の政策では、 「一般港運業者が中核となり、各業秘にわたる協調体制のもと

に、港湾運送事業の強力かつ大規模な縦の一貫体制を実現する」 ことが期的され、そ

のために、 「経＇，：：r；基殺強化と、基礎的な企業力の充実」が＇＆青青 されている。

しかしながら、 コンテナシステムの効率的連日にあたる輸送主体者は船舶運航業者

とみなされており、すでに設定された 「新設港湾運送事業者との合併会社は、いづれ

も株主；構成において、船舶運航業者の支配するところとなっている」 ことは、海迎会

社がその「守備責ff範囲をターミナノレまで拡張させ …・－港湾施設の上屋および埠頭の

利用者の地位が置きかえられよう としている」のであり 、 さらにそれが 「倉庫、路線

陸連業者にまで及び、 内陸輸送と集貨機構の再編成が進行している、 とみられている

のである。

「輸送の近代化過程で、資本力その他の権力によって、 きわめて小数のクソレープが

公共的な港湾を支配するような体制は、否定されなければならないJという著者の強

い主張が、すでに否定されようとしているこのよ うな現実の小では、一般港湾運送車

業者が、たとえ経日基盤強化と基礎的企業力の充実を成しえたと しても、著者のいう

「国際的な一貫協同輸送主体連；へのアブローチ」は、容易ではないと恩われるのであ

る。

港湾労働問題では、米国のそれとくらべて、 かなり奥質なものがみられる。わが国

港湾の発展過程が、正常な 「資本と労働」の関係が育つには不毛であったがゆえに、

未だに未成熟な労資関係をもたざるをえず、港湾労働組合巡動もまた敏行性を矯正で

きずにいる現状が、通確に述べられてあり、米国港湾労働組合運動の在り方に、多々

l手：ぶところのあることを教えられる。

港湾における日雇労働に依存する雇用形態は、 ターミ ナノレ運送の供給手段が、 「つ

ねに条件即応主義、非計画的にならざるをえなし、」 もので、その大量性、問題性に対

応する労働力供給関係が、 「自然仲縮性ある労働力供給構造を維持する」 ことと もな

って、 「企業採算 l二の必然的形態として生じたものであり、 「この雇用形態を規定す

る港湾逆送業者、つまり港湾労働者の使用者」が、下請重層系列を構成する、多数のicj・1
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小零細港湾運送事業者である。著者は、 このような 「事業の不安定性と前期的形態は

そのまま労働関係にも反映するもので、 ターミナノレ運送の労働内容および労働過程と

結合して、特異な労働組織事情を形成している」、すなわち、 「組織率の低さと、中

小前期的対使用者との関係で、労働組合運動の健全な進展が図難であった」ため「資

木と労働の関係が生産力をめぐって、港湾において発現してこなかった」 と説く。そ

して、 このような労資関係や労働組合組織と運動の基縦の未熟と脆弱さのゆえに、労

働組合運動が、労働安定についても行政一国家政策に依存せざるをえない状態にある

ことが指摘され、 港湾労働法法制j化の運動とコンテナ輸送導入対策に現れた労働組合

遂動の在り方に批判が加えられている。

「不安定雇用の廃絶と、労働条件の向上および労働安定を獲得する」ことが、港湾

労働法法制化の目的であったとしても、 それが 「本来の労使関係を越えたところに、

むしろ『問題』の焦点がみとめられ」 て制定されたものである限り、海運資本や産業

資本のために 「もっぱら港湾運送における現業労働力の確保と、労働安定をそのねら

いとして」 いるわけであり、労働保護法としての色彩はきわめて薄くなっているのは

当然のことであろう。 港湾労働法制定袋求に対する、海運、港運の代表的反対理由

c p 13）がどのよ うなものであったか、またそれら反対理由の全面的存定の上にたって
港湾労働法が制定されたものではないことが、その証左であろう。

またコンテナ輸送方式の導入にともなう労働関係の変革に際しでも、著者は、港湾、

仁h央共斗会議は、海上コンテナ輸送に伴う海運、港湾の合理化は、明らかに独占資本

奉仕のため港運業のスクラップ ・アンド ・ピ‘ノレド化であり、港湾労働者を業もろとも

に港から放り出そうとするものである。 として、その対策についての 「要求をむしろ

関にむけている点を指摘している。

このように港湾労働組合運動には、 国を労資関係の外にある第三者の立場と考える

のか、国家政策ー一一経済外的力に依存する傾向が強いようである。 しかしながら、労

働組合運動として、その対向関係に国を置くことは木来の在り方ではないのではない

だろうか。 また国は第三者の立場に立つものでもないはずである。国家独占資本主義

の Fでは、国は独占資木奉仕の役割をこそ荷負うものであり、合理化を強行する主体

は、あくまで独占資本であろう。国に要求することはよいとしても、正しい対向関係

を見失っている限り、 いつまでナこっても港湾、労働組合運動にも、港湾ヲ；働問題にも、

健全な発展は在りえない。それは、 「業もろとも」などという感傷主義を越えて、そ
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の対向の地位に、独占資木たる海運資本、産業資木を確固と鋸えた労働組合運動であ

って、はじめて解決と発展をみることができる。港湾をめぐる諸問題、就中、港湾近

代化、体制変革は、 単一横断組織を基盤とした 「労働」の側からの、積極的な運動の

展開こそが先鞭をつけうるものと思われる。

著者が述べる 「港湾労働問題」の現状と、その分析と批判の中には、 こう感じさせ

るものが波みとれるのである。

VI章国際海運貨物取扱業は、わが国乙イ中業との関連において、1直撃国際複合輸送の

実際は、 コンテナ輸送取扱に不nJ欠の通しB/4の現状に関して、vm掌内陸輸送とト

ラック業とK章 トラック ・ターミナノレの機能は、一貫輸送体ili!J完成のため、道路整備

と併せてその発展のまたれる輸送機関として、 夫々重要性をもつものであるが、与え

られた紙数を越えながらも、 なお全くふれることができなかった。 このことについて

は、他意あってのことではなく 、 ひとえに筆者の浅学未熟によるものであって、ただ

ただ著者の御寛容を乞う外はない。

なをはじめに著者についての紹介をなすのが順当であったのだろうが、 「港湾労働

の構造と変動」 をはじめと して、 港湾の諸問題は関して、すでに著者が多くの論文、

部！演、研究発表等で、豊富な蓄積と学識を示されていることは周知のことと思い、あ

えて省略させていたにいた次第である。
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北見俊郎著

「港 湾 論」

柾 宰雄
（横浜市立大学〉

国際環境は亥lj一芸ljと厳しさを増し、新しい産業体制jづく りの一環として、流通革命

の中心は、 いまや「物的流通」の近代化 ・合理化に凝集しつつある感が深し、。かくし

て、 これまでは一般庶民にとっては、 日常生活の上tこ直接には利害関係がないと考え

られ、見過ごされがちであった港ー湾問題も、漸次関心が高まってきて、とくにコンテ

ナ船の就航来港は、第2の黒船騒ぎのようにマスコミにも取り上げられ、一般人土の

間でも、 「異国情緒」の港から「経済活動」の港へと、依然、関心j主のt昇と質的変化

があらわれはじめてきている。

ところで、数年前まて‘は、港湾を社会科学の側から研究しようと志すものは、だれ

でも戦前に刊行され、 絶版になって久しい木会々長矢野剛氏の 「商港論」を探し求め

て、 その商学的研究成果をまず身につけたものである。 およそ、学聞は各｜時代におけ

る社会的発展の観念的所産として、 とくに研究対象や方法論の推移 ・動向は、その時

代の社会的要求を如実に反映するものである。昭和30年代後半、すなわち高度成長政

策の時期に相応するのであるが、それまで、工学系以外では実務書的なものに終始し

ていた港湾研究の場に、 従来の枠を脱し、 水準を趨えた成~；が、 まとまった論文や単

行本として花を咲かせばじめている。そして、なかでも港湾関係の現業面ーからの要請

に応える形で近代的経日’組織論の分析手法に依った港湾経白河や、生産力の発展に対

応して脱皮を迫まれた港湾労働問題の分析と指針を求めようとする労務管理占などが

まず先発となってあらわれ、ついで、国民経済的観点から、経済計画の一保としての

港湾計画策定の理論的拠り所として、需要予測や投資効架などの問題をも含めて、流

通経済論や公企業論的な接近が求められ成果が実ってきた。

しかして、それらの多くが、個々には極めてすぐれており、斯学のl前進と問題の鉾

j＇｝（に益するところが大きかったとはし、え、港湾論として集人成され、全領fyJ{を網羅し

ているものとはいえなかった。 この芝、味からも、早くから港湾研究一途に励まれ、了
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度10年前lには、はやくも 「国民経済と港湾」 の書を此に間し、、 港湾、経済研究の旗手で

ある ことを宣言された北見氏、 が その後の書長~＼で‘の寺実績に加わえ、 広く内外港湾の現

地に親しく按し、 また各種の港湾関係の審議会や研究会などの中心的安員や幹部とし

て活躍された中で得られた膨大な資料や討議の結果をよく吸収消化され、 これまでに

公表された氏の多く の論説をもとにして、独自の理論体系の｛確立をはかられ、木警の

刊行が実JJもされたことは‘たんに氏個人のためのみならず、斯竿’の発展を示すもので

あり、 さらに関係官業界にとっても抑益するところが非常に大きい。

木；号f土、 序章をも含めて18の章と76の節から椛成されている。

序章は、はしがきとともにこの木の問題の部分に相当し、氏が:J.：巻を通じて一貫して

追究している港湾および港湾問題の合理化 ・近代化の理念とその考察視角を提示して

いる。氏は経済学研究の素材として港湾を選択されると同時に、i港湾に対する一般経

済法則適用の可能性を肯定するものの、港湾における交通用役生産独自の太質にもと

っき、港湾に特有の法則の存在を解明することにすt慌的である。その意味で、いわゆ

る流通論性格よりも多分に生産論的性絡を有している。 また、経済発展、ことにわが

国資木主成経済の構造的矛盾と、 その具現化した場としての港消ないしは港約産業の

実態をふまえて、 港湾問題の分析を展開している。

本』与の全章は、いずれもそれぞれのテーマを何故以り扱ったという問題意識、 いか

なる理由で現代的説題として盗場してきたかといういわば、 テーマの社会経済的背が

について各章毎にまず開陳している。 これは、 学術研究の~勢として最も必要なこと

であるのみでなく 、読者に対レ亡適怖に著者の分析視点と問題の所在とを知らせる立

味からも、 当然のことながら有，志J主である。 また各了主毎に必ず当面の対策 ・問題点、

浅された今後の誠j琶を明示し、各市l官lの将来の展望や他の港湾学徒に研究の指針を与

えてくれる点で好都合である。

第1章 国民経済における港湾の役割と主体性、第2業港湾における 「合理化」

と問題性、第3:f,i: 港湾輸送体tlllJの形成と近代化、の部分は、主として、港湾経済研

究の総論に当るもので、 国民経済の再生産過手11のし｜コで港湾を抱J!iIし、港湾における資

木と労働とのからみあいに注目するべきである ことを教えてくれる。 第4意地域開

発と港湾経済 ・社会、第5主主 港湾における工業生産力支配、第6主主 港湾、機能と経

済発展（港湾配位論序説〉 、の部分では、主に港湾と地域経済および産業資本との関係

が論ぜられており生産力構i占における地域的不均等発展や社会資本；のf支持ilfこ同をむけ

- 146-



ている。そしてそれは次の第7:ti'i 港湾経消の桂木的性絡と諸問題に引き継がれてい

く。第8章港湾労働の構造性と背景、第9主主コンテナ輸送と港湾労働、第10章港湾

労働法の問題点と展望、の部分は港湾労働にかんする研究であり、前近代的性絡の組

織が存続されてきた事由を港湾の特殊性とわが国経済社会体制の中に求め、 コンテナ

リゼーションの実現普及にとなって展開されつつある新しい港湾輸送体制！の下での労

働問題の意味を検討しようとしている。 第11掌港湾運送業の近代化条件、第12主主

港湾管理 ・ 運~：；＼·問題と港湾の近代化、 第13章港湾経営の基礎問題、 の部分では、 港

運業および港運業者、 ならびに港湾管理および管理行政主体にかんして、前者につい

てはその中小企業的特性に、後者についてはとくに欧米の例と対比させながら、港湾

「経蛍」的理念の導入に焦点をあてて、 ともにその港湾近代化への対応の必要性を説

いている。第l4章 港湾政策の展開と課題では、わが国における港湾政策の理念につ

いて、第1511雲港湾都市の｜甘j題意識と謀越では、港湾関係関係諸企業の活動を通じて、

各経済発達段階に対応、した態様に形成されていく都市の本質についても述べられてい

る。第16章経済発展と港湾のビジョン、では、第4～15章を通して検討し究明された

港湾の機能と性絡つけをもって、 第1～3主主のテーマに回射し、今後の方向を求めよ

うとしている。第17主主 経済発展における 「港湾研究」の方法論的反省て‘は、内外の

港湾研究史にふれ、社会科学的方法論にもとづくT巷湾研究のあり方と著者の立場とを

再碓認する一節をもって鋪筆に至っている。

ここで、 各主主毎について具体的に叙述内容を紹介し、著者の見解を論評することは

割愛するが、頭注に記したような趣旨で全総を1'.tき、複雑難解な性絡を有している港

湾の全貌を、あらゆる側i古lから取り上げて、港湾の木質を把握霊し理論体系の実現を試

みた意図と努力とは十分に成功しているといえよう。著者はマックス ・ウェーバーな

どの理論を社会科学的考察分析のための必木的な認識の武線として、 それらの適用の

場と有効性と限界とを卜分に認識した上で‘使用している。 また社会;f'l学の術語や港湾

関係の専門用語については＇i~＇＼ IBに概念、規定を泊してから用い、 論理の展！311にも析屑と

疎漏のないように留意、していることが読みとれる。

しかし、 若者があまりにも多方面に気を配り、はしがきでも強調しているように、

直接的な｛尚徳判断を加えることを極力避けたためか、 あらゆる部門に及言し、詳細な

解説をしているにもかかわらず、理論と実態とが十分に融合してない感がめり、換え

すれば、 折角著者が矢II悉している ~i笑を扱いなが ら、理論的lでト論理的に空巨l りをして
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いるような感じを読者に抱かせるよ うな、 箇所がまま見受けられる。このことは用語

や表現の竪さと相まって、 社会科学的書物に馴染みの薄い諸者に対しては、 説得力を

欠く結＊になるのではなかろうか。 H下年刊行された中西陸氏の 「港湾流通経済分析」

とか、 柴田徳衛氏 「現代都市論J宮木窓一氏 「社会資本論」なでと比較してみてのこ

とである。 必要以 ｜二に術語名詞や 「構造的特殊性」 「特殊日本的」のような語の多い

ことや理論的体系化意識がやや先行しがちであることも影響しているのではあるまい

か。 今後各部門、 とくに公共投資 ・港運業 ・港湾都市などの諸問題は、より実証的な

方法による実態分析の累積の上に港湾における経済発展の法 則をまず明らかにしてい

〈必要がある。

世界経済ないしは国際経消における港湾の役割と主体的意義につし、ても、著者のljJf

t慢の成果を早｜免ぜひ表示され、 見解を披歴していただきたいと思う。

北見氏が取り上げられた多面的な各部門について、港湾研究学徒がそれぞれにこれ

を継承発展させ、 もしくは異った分析視角ないしは方法論によって研究を進めていく

ことが、ひいては本書の意義を一l乱高からしめることになるものである。何場によら

ず、 どの分！！ffにおいても先駆開拓の役をになう者の歩む途は次におおわれており、 こ

とにたんなる小径を切りひらくのみか、荒野に諸族交流のための広場を造り市を設け

る業は容易ではなし、。それを英11学においてまず成し遂げられたのが氏でーあり、本書は

その開花を示すものである。はしがきの，，，で、ヌドメiを中間報告であるとして遠慮的姿

吟をとっておられるが、数年後には、われわれが文字通り完全に結実した 「港湾理論

体系J を北見氏から示教 L ていただけることをM~首して待つ次第であるの
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B. Chinitz : Freight and the Metropolis. 

武 山 弘
（北海道立総合経済研究所〉

宏、と本書との出逢いをとりもってくれたのは、 北見先生であった。神戸で開催され

た第三回日木港湾経済学会に初めて出席しての帰路、港湾経済研究とどう取組んだら

J:いのか、街l教示いただくべく先生宅へ出向き、 これを読めと示されたのが木書であ

った。早速とりょせ、 今日まで、或る主主は、二三回読み返すまでに、 私にとって身近

かな習となっている。 というのも、本，！§は、それまで、私がいだいていた 「地域経済

発展と交通」への混屯たる関心を、 論理と実証によって、その混屯たるキリを消し去

って、はっきりした問題意識にまで高めてくれた唯一の書だからである。

木書［主サブタイトノレが、 7アメリカの輸送革命のニューョ－ !l地域に及ぼすイ ンハ

クト」とされているように、貨物輸送機構の変化が、 ニューヨーク都市聞の経済発展

：こ、 いかなる影響を、今まで与えてき、将来与えるであろうかを解明している。

地域経済発展における貨物輸送の沢す役割lには、二つの｛JU］聞がある。木書は、序論

において先ず、 この二側面を論理的に明らかにし、 分析視角をはっきりさせて、その

二側面をそれぞれ、第一部、 第二部にわたって、実証的に分析しているのである。

第ーの側面は、貨物輸送の機能的変化が、地域経済発展にどういう影響を与えるか

という視角からの問題設定である。貨物輸送機能は、地域内のみならず、全国的需給

関係によっても規定されるから、その機能的変化は、 国民経済の全体的、地域的構造

変化を反映する。すなわち、 輸送の機能的変化は、当該地域をも含む全国的構造変化

に受動的にまit定される。従って、地域経済発展に与える貨物輸送機能イ、ノパクトのメ

カニスムは、企図的視野に立った地域及び地域閉経済構造を与件とし、 その与件変化

に対応した機能変化として顕現する。

第二の側面は、貨物輸送の構造的変化が p 地域経済発展にどういう影糾を与えるか

という視角からの問題設定である。貨物輸送の構造変貨とは、その技術革新である。

第一の側面における分析が、地域及び地域間構造変化を与件とした貨物輸送の機能変

化の地域経済発展における受動的役割jを解明したものであるとすれば、 第二の側同lに
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おける分析は、地域及び地域間構造変化を与（Lf：のggから引きおろし、今度は、逆に貨

物輸送構造を与件と し、 その技術革新という与件変化が、地域及び地域間経済構造を

どう変化させるか、 しかして、地域経済発展をどう規定するか、そのメカニスムの分

析であり、 貨物輸送の構造変化の地域経済発展における能動的役割を解明しているの

である。

では、この二つのアプローチで、 ニューヨ－ !l都市闘を具体的にどう分析している

か、 まず、 第一の側面から接近している第一部 「国民経済の玄関口 （Gatewayto the 

nation〕」からみてゆこう。

アメリ カにおける初期の経済発展は、外国貿易に大きく依存していた。第一次産品

を輸出してのみ、経済発展に必要な工業製品を輸入し得たからである。従って、その

輸出入の触媒としての港湾機能は、 アメリカ初期の経済発展に重要な役割をになわさ

れていた。 とりわけ、 ニューヨーク港は、アメリカ全体の外国貿易における玄関口と

して、直接的には、ニ ューヨータ都市閣の経済発展の核を形成するとともに、間接的

には、より以上に、 合衆国全体の経済発展を促進する役割lをになわさせられていたの

でめる。

ちなみに、合衆国全体の外国貿易領にしめるニューヨーク港のシェアー推移をたど

るなら、1790年5.7%、 1830年37%、1870年57%、1957年38%と、同港開港以来、そ

の港湾機能は、 19位紀半ばまで相対的に上昇し、そこをヒータとして19世紀後半以降

現在にいたるまで、 相対的に低下しているが、同港の貿易量：は、ヒーク｜時においては

まさに、 合衆国全量の半分以 l二をしめており、現在において、シェアー低下したとは

いえ、なお3分の l以｜こをしめているのである。

では、初期から09世紀半ばまでの同港湾機能の相対的 I.昇は、 し、かなる地域経済的

構造条件に恨ざすものであろうか。

1820年代以前においては、内陸輸送手段が未だ発達していなかったが故に、内陸発

着の輸出入貨物にとって、その発着地点より最も近い港湾径由の輸送径路が、輸透＝

スト上、最適ノレートであったがために、 各港湾の背後闘は小さく、従って、多放の港

湾が、それぞれローカノレな需給関係に、その機能を限定されざるを得なかった。

181止紀末に、 ニューヨーク港の貿易シェアーが、5.7%にすぎなかったのは、そ う

した構造条件を背示としていたからである。

しかし、運河開設を始め、 1820年代からの道路整備、1830年代から鉄道開通など、

- 150-



内陸輸送における技術革新を中心とする構造変化が、 191止紀半ばにかけての港湾機能

の集中化をもたらすのである。それは、相つぐ革新的内陸輸送手段の開発が、内陸輸

送コストを削減し、港湾のローカノレ的機能のメリットを失わせ、大港湾への機能集中

を有利にしたからに外ならないっ

さらには、 船舶の大型化、定期船の就航、輸出入業務の専門的サービス産業として

の自立化が特定港湾への機能集中に、一層の拍車をかけたのである。

こうした港湾機能集中化の地域経済的構造条件を背景としながらも、特にニューヨ

ーク港を、 合衆国全体の玄関口にまで、機能集中化した桝造要因として、その天然、的

位置をもみのがすわけにはし、かなし、。 ニューヨ－ !J港は1825年開設したエリー運河と

ハトソン川による広大な背後間への輸出入貨物集配基地として、都市発展の核を形成

するとともに、輸入原料指向型産業特に砂結精製、 コーヒー加工などの特化をみ、人

nの中西部諸州移動に伴L、、水運と欽i心の発達も相まって、そこへの輸出入取引をも

一手にうけて、国民経i庁を主導するまでに金融、販売両機能の集積をみせ、 19世紀ニI'・

dにおける貿易シェアー57%の偉栄を達成し、 ニューヨーク都市閣の自律的成長力を

ここに確立することになるのである。

しかし、ーたん、 都市が自律的成長力を有するに至ると、移輸出入に依存せずとも

それ自体の中に成長への活力を内政し得るから、郡市成長の港湾依存度は低下する。

19世紀半ばをヒータとして、その後、 ニューヨーク港湾機能は、絶対量的には拡大恭

凋にありながらも、全国的伸びほどではなく 、相対的に機能低下をみ、年には貿易シ

ェアー全国比38%にタウンしているのは、 そうした都市の自己規制を反映しているの

である。 だが、必民主的には、ニューヨーク港の機能低下は、より一回、地域経済的構

造変化に恨ざしている。地域経済的構造変化へは、両側面iから接近し得る。全国的機

益変化と地域間競争力構造変化とである。

ニューヨー ク港機能低下への全国的構造変化としては、人口、工業の西部移動の激

化、アシア交易の日IJ始による太平洋岸発展、 ニューヨーク泌において比重の高いジエ

ネラノレ ・カーゴーよりはノくノレタ ・カーゴーの伸び率の全国的増大などをあげることが

できょうし、その地域間競争力構造変化としては、全国的経済成長及び船会社への補

助金政策による、 他港湾の商機能整備、 通信施設の改善によって、他港においてもニ

ニーヨー ク並みの輸出入サービスがl可能となったこと、かくして、 ニーュヨ－ !J港の

サービス機能優位が低下すると、輸送コスト極小化、輸送時間短縮において優位な他



港が見直されたこと、ニ ューヨーク港のハシケ依存性及びエプロンの狭小によるト ラ

ック乗入れ困難性、 従ってコス ト高、 ラテゾアメリカとの交易が増大するにつれて、

その交易における南方諸港湾の優位性強化、 iシγッビー川利用による同沿岸港への

一部貨物流出などをあげることが出来よう。

ニューヨーク港湾機能の上述しきたった推移と現状をふまえた上で、 チニッツ教授

は、同港の将来予測を行っているのであるが、 今後とも、同港の輸出入大宗貨物はヂ

エネラノレ ・カーゴーであるとみて、 その港湾機能における雇用吸収効果に期待をかけ

るのである。 しかし、その期待のヂエ不ラノレ ・カーコーにおいても、輸出において、

全国比同港γェアーは、 1955年26.8%であったが、予測値は、1965年229百、 1975年

20%、 1985年18%、 輸入において、全国比同港シェアーは、1955年28.6%、であった

が、予測値は、 1965年27%、1975年26%、1985年25%と、輸出入とも、今後更に、ニ

ューヨーク港湾機能の相対的低下を推測しており、 そうした予測の前提条件としての

地域経済的構造変化の想定を明らかにしている。その想定は、一部、現在の同港機能

低 Fをもたらした構造変化を深化させたものである。 すなわち、人口及び工業の西部

及び南部への分散強化、｜司港の輸出入サービ久機能優位性低下の進展、 ｜司港における

ターミナノレ ・コス ト高騰である。 しか し、過去の経験から想定し得ない構造変化とし

て、セント ・ローレンス ・シーウエーの航路改修によるイゾハタトが大きな比重をし

めよう。問、／ーウェーは、五大湖につながり、同湖沿岸に散伝するアメリカ中北部工

業地帯への大西洋側からの原料搬入、 大西洋側への製品出荷に輸送コスト 1~. 、 大きな

節減効果をもち、特に、 ニューヨーク港径由のシニネラノレ ・カーゴーの うち、同工業

地帯発地産品がしめる 8%は、 1965年において、 ゾーウェー航路へ流出すると想定さ

れている以上の想定から、外国貿易におけるニューヨーク港機能の相対的低下を予苦l〔

する一方、他方では、 内航海運において、コゾテナリゼーシ言ンの進行が、陸運への

巻き返えしを演じ、特にそのフリケゾトサービスに優れている同港機能の相対的上昇

要因と想定され、国際航空においても、 ニューヨーク都市閣は、全国比25%をしめて

貨物量：は少くないが、雇用吸収効果は大である。だが、今後25年間におけるニュ一 三

－？港の雇用誘引の執は、何んと云っても、外国貿易におけるジエネラノレ ・カーゴー

の海送機能なのである。

さて、木＂ill第一部を要約紹介し終えたのであるが、 貨物輪選後能が、地域経済的構

造変化対に応して受動的に機能変容をとげる機能客体！＂！.港湾商機能でめり 、 その輸送
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機関は船舶であった。その他の輸送機｜錦、鉄道、白動車及び飛行機の相つぐ出現は、

貨物輸送構造の技術革新的構造変化と して、地域経済的構造変化の一環に組み込まれ

ていた。 しかし、そうした一連の貨物輸送構造の革新的変化は、むしろ、地域経済的

構造変化を引きおこすイノベーションである。

木書第二部 「貨物と工業（Freightand Manufacturing〕 」は、それら一連の革新

的変化が引き起す地域経済的構造変化を工業立地の変化として把握し、 ニューヨーク

都市闘を中心とする工業立地に、輸送革新がし、かなるインパクトを与えてきたか、又

その将来展望にもふれているのである。従って、第二部は、港湾機能が、直接でてき

ていないので本稿ではその紹介を簡単に止めたい。

まず、 ニューヨーク都市l習を中心として、合衆国全体の工業立地に、輸送革新はい

かなるインパタ卜を与えたか、 第一部においてみたように、19世紀後半からの全国的

な人口及び工業の分散化が展開する中にも、 1910年頃までは、大規模工業の大拠点集

中が、特に中西部諸少1・11-h心に進行した。 この期間、ニューヨーク都市閣は、輸送コス

ト感応的工業を流出させたが、代って、都市的外部経済に依存する運賃負担力の高い

衣服業、 印刷業などに特化した。こうした工業の大拠点集中をうながした輸送機関は

鉄道である。 それまで、内陸輸送は水運が中心であったが、鉄道は、水速に対抗して

運貨を長距隣逓減し、輸送コスト削減においても、輸送時間短縮においても、水運を

おさえた。大規模工業が、規模の利益を追求しての規模拡大が必然的に伴う市場拡大

従ってそれは、輸送コスト増大となるが、鉄道のこの内陸長距離的輸送コストダウン

は、内陸大拠点地域における、規模拡大を一層有利にし、集中に拍車をかけたのであ

る。かくして、 鉄道は東部海岸諸都市を相対的に停滞化させたが、その仁［:iにあって、

ニューヨーク都市聞はその外部経済の集積によって、付加制Ii値のi吉＇jl、中小工業を集中

特化せしめ、なお高い成長率を維持し得ていた。

しかし、0910年以降、 それまで集i:jコ化していた大規模産業も人口移動に対応して、

特に西部、南部の諸州へ分散し初めたのである。 しかして、この工業分散をうながし

た輸送機関が自動車である。 鉄道輸送は、 ターミナノレコストが高L、。従って、ターミ

ナノレコストの小さいトラック輸送は、短距離輸送において鉄道輸送より、はるかに安

い運賃で、貨物を集配する。しかも集配サービスは鉄道よりよし、。

かくして、長距同i輸送は短距離輸送に対比して相対的に割高となり、大拠点地域に

おける規模拡大は必らずしも有利ではなくなってくる。むしろ、それぞれの市場地域
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に分散立地して、たとえ生産規模の利誌が務ちても、それを埋め合わせて余りあるほ

ど、の短距離~·命送の利益を亭受し得るようになってきたのである。

こうした産業分散化傾向は、 ニューヨーク都市幽において、中西部地域に特化して

当圏内では非特化てあった大規模工業の成長率を高め、逆に、当圏内に特化していた

中小工業の成長率を低下させた。中西部地域からの大規模工業のニューョ－ (l流入は

云うまでもなく 、短距離輸送コスト削減の利益を求めての立地行動であるが、中小工

業のニューヨーク流出は、 これら工業が、 運賃コ久トに~，，感応な高i田l産品生産グノレー

プであるから、輸送コスト削減よりは、 輸送時間短縮に帰因するのである。すなわち

輸送機関の高速化は、高賃金地域から低賃金地域へ、生産工程を分散化させることが

有利となる。 何故ならば、中小工業は．都市外部経済の接融の利益に大きく依存する

とわL、え、都市における高賃金圧力も叉大きいが、輸送の高速化は、その接融の利益

をそれほどそこなうことなく 、 生産工程分散化を~9：し、 その分散地の低賃金による高

収誌で、その都市接融上の不利益を相殺しつくしてしまうほどに、 その不利益を小さ

なものにしてしまうからである。 こうした高賃金圧力がなければ、輸送革新は、ニュ

ーヨーク都市闘の経済成長を相対的にもっと高めていたはずである。

しかし、工業分散化は、ニューヨーク都市閣から、周辺地域諸州へのみならず、叉

ニューヨーク都市閣内においても顕著である。 チニッツ教授は、その圏内分散化傾向

をも輸送機関との関連において詳細に実証分析されているが、 もう、ふれる余白がな

くなったのて、残念ながら、省略せざるを得なし、。

ただ、最終章において、 「産業の将来 （Theindustial fature）」と題して、上述し

てきたアメリカの産業分散化傾向が、 今後も続くであろうとは必ずしも云えな いと予

測している。物的流通一貫化の一環として主主場してきたピギーパック及びフイッシー

パック両方式が、 短距期［輸送に対して長距離輸送を再び優位化し、工業の大拠点集中

を又促進させるからである。 しかし、今後のハイウエーのより一層の拡充は、長距離

輸送よりは短距離輸送を俊位化し、更に分散化傾向を促進させる。その他、 緒綜した

貨物輸送構造変化の想定の Fにチニッツ教授は、今後、分散化傾向は弱干にぶるであ

ろうと推定しているのである。

さて、 これで一応、本書の骨格を桁介し終えたのであるが、 「地域経済発展と交

通」におけるアメリカの況突は、その日本の現実とはまことに対象的であることに気

がつく。第｜部において、アメリカは、外国貿易を経済発展の基縦として出発したが
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すでに貿易依存度を低下し、 自己充足的発展過程をたどるに至っていることが明らか

にされているが、 日本は、なおその経済発展に貿易依存度を不可欠としている。叉、

第二部において、アメリカの輸送革新は、 すでに工業分散化の段階にあることが明ら

かであるが、 日本の輸送革新は、なお工業集中化の段階にある。

この両国経済構造の雨対称性は、 地理及び風土構造的側而と、経済発展段階的側面

との両国から究明し得るように思われるのであるが、ヌ｜三書が教えてくれたきわめて興

味深い研究謀題である。
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T. Arthur Smith (Operation Research lne.); 

A Functional Analysis of the Ocean Port 

山 本泰督
（神戸大学〕

Operation Research Inc.はアメリカ合衆国j傷事局の委託を受けて港湾の運営 ・管

理 ・開発に関係ある連邦政府機関についての研究調査を実路しているが、 この報告需

は当調査の第一j問研究の成果をまとめたもののひとつである。（この他に姉妹鰭として

James p. Morris and Robert F. Steeves, Operations Research Inc.’Federal Policg 

for United States Ports. 196,1がある。〉 この報告書は、研究第二NJで連邦政府の

役割と港湾の機能との関連を研究するための予備的研究として、港湾の機能を分析し

たものであって、研究第二期で港湾に関係を持つ諸政府機関の雑多な権限責任を組織

的に分析するのに役立つよう。 とくに／）~湾管理（および港湾開発〕に重点を置いて分析

がおこなわれている。分析の手法としてはシステム ・アナリ ンスが用いられているが

以下の紹介でも明らかなようにシステム分析の手法が一貫して用いられているという

よりは、報告書表題のように機能分析とでも呼ぶ方がふさわしいと恩われる。

報告曹は港湾機能の分析に先立ち、f守衆国港湾の問題点、＝研究！!VJ機をあきらかにし

ている。 すなわち、アメリカでは全国交通体系のなかで港湾が充分に機能を果してお

らず、港湾経費のコスト高が輸出入貨物運賃の相当部分を占めているし、また、第一

次大戦以後の沿岸海運の衰退も港湾問題と関連があったと思われる。 他方、船舶の相

次ぐ大型化に対応して港内水路を繰返し淡flする必変に迫られている状態である。 し

たがって全国交通体系にたいする港湾の貢献度を高めるためには、全般的な港湾改善

計画を継続的に実施しなければならなし、。連邦政府は港湾を含めた全国交通体系の効

率化に大きな関心、 責任を持っているが、港湾政策の樹立のためには、まずもって治

的の機能を明白にすることが必安だとして、本研究の着手をみたものである。

きて港湾は全国交通体系内の重要な－＇lf素で、 輸出入の門口となっており、全国交

no
 

ph
d
 



通体系中で移動機能を＊しているが、港湾を詳細に分析するためには、港湾自体を移

動機能を来すひとつのシステムとして考察することができる。

港湾は、輸出入貨物の円滑 ・効率的かつ経済的な移動のために設けられた多くの要

素を含んでおり、 これらの要素は分析目的（たとえば港湾工学とか船税関係書類の単

純化など〕によって、いくつかの兵ったサブシ久テムにくくることが出来る。 ここで

は港湾の運.，：：＼・ ・管理 ・開発にかんする述邦政府の役割lを分析することが目的であるか

ら、 この目的に沿って、港湾！ノステムを二つの主要な、相互に関連し合うサブシステ

ムに分けている。そのひとつは港湾作業で、港湾における貨物移動機能と直接関連す

る諸活動を含んでいる。他のサブシステムは、港湾、管理であって、港湾作業を支持円

滑化する諸活動を含んでいる。 この二つのサブシステムは、独立の存在としては無意

味であり、共同して港湾の機能を達成する。

港湾作業につき、 いま少し説明を加えておこう。港湾におけるi!t命出入貨物の流れに

したがって、遂行される活動を般かめ、かつ輸出、輸入の二つの貨物の流れを比較し

てみると、そこで臼’まれる機能の多くは、 まったく同一であるか、またはある機能は

他の流れにおける機能の逆であることが判る。そこで、 これらの諸機能は発生場所に

よって三種のサブセット（サブtステムの下位慨念をサブセットと考えているようで

あるが、定義はしていなし、。〉に構成することができる。

1. 港湾（水域〕で発生するもの 港湾機能

2. ターミナノレて‘発生するもの ・ターシナノレ機能、 （ここでターミナノレとは、貨物

の船から陸上交通機関への移動または、その逆の移動、ないし貨物の一時的保

管：のために利用される諸設備を指す狭義の慨念〕

3. 需上配送過程の一部であるもの 配送機能。

港湾管理機能も、個Aの特定の港湾作業機能を支持、円滑化する管理機能につ

いては、港湾作業機能のサブセットに対応した形で、諸機能を港湾管理機能、

ターミナノレ管理機能および配送管理俄能にま とめることができる。港湾作業機

能および管理機能の各サブセットに属する諸活動を表示すれば、 表1のとお

りである。なお、港湾管理機能のうちには、
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第1表特定港 湾シス テム 機能

J髭 能 ｜ 管理機ー能 ｜ 

港

I 港内交通用役および

｜停泊地接近

パイ ロット

検

曳

疫

船

停泊

貨物発送

タ ー

貨物積卸

一時保管

内陸接近

内陸発送

積換え

保 管

(P. 23) 

配

第2表一般

公共安 全確 保

水ヒ瞥 察

航行 法規実

逃灘船 j妥 ll)J

障害物除去

b弘

陸上の公共安

パブリッ夕、 リレーションズ

集荷

(P. 24) 

全

湾 （水域〉

港内交通用役管理

水路維持

航行援助供与

水路設備維拘

天気予報等

｜ パイロット矧交付、規制

船舶検疫管理

曳船管理、規制

ナ ノレ

I ターミナ畑、労使関係

送

鉄道管理

トラック管理

沿岸、内陸水運運送者管理

国際海運管理

｜ 倉庫管理

管 理機 自E
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特定の港湾作業と関連を持たぬものがあるが、 これを一般管理機能と呼んでおり、

一般管理機能は他の管理機能サブセットを支持するものである。（表2)

さて、港湾の管理に関連した活動は、実は上述したような港湾管理機能につきてい

るのではない。浴湾は全国交通体系のなかで、 また全国的なひろがりを持つ環境のな

かで後能しているものであるため、全国交通体系あるいは環袋の｛也の；：：ii面からの必要

性に応じて、各種の経済的福祉、公共福祉商から規制がうち立てられている。かかる

安素は、作業コストの士制日や港湾システムを通る貨物の流れを停滞させることにより、

港湾システムの制約（Constraints）と して作用することがめりうる。経済的福祉面か

らの制約としては、 コモン ・キヤリヤーの規制、税関管理等があり、公共福祉面から

の制約として、動値物検疫、大気、海水汚染防止、移入民管理、旅券管理、公共安全

管理等がある。港湾作業機能にたいする港湾管理機能および制約的管理（administra-

tion constraint）の作用を図式化したものが図 lである。

これまでに説明してきた港湾は、j'J事的システムと しての港湾であるが、動的要素は

港湾開発過程のうちに生ずる。港湾開発過程の機能的：~f質は、 港湾の改善、 拡張と結

びついた諸活動により表現できる。一般的に云えば、港湾、開発機能は、港湾開発のた

めの調査計画と 、 港湾が現実に拡張してゆくにつれての物理的必~の充足の双方を含

第1図 港湾作業にたいする港湾管理機能および制約的管理の作用

(P.22) 

統ii引l(Jti品｜ーによる出IWJ

公共riMil：による市IJk:'.J

；｛.~ i々 11 ":Ji~ 

般 w~＇！！機能
公共安全，パブリック ・リレーンヨンス
集初
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んでいる。（なお港湾管理機能のうちには、港湾開発にかんする活動をも含んでいる

とし、う考え方も成り立ちう るわけであるが、 この報告書では、l先述したように港湾管

理機能を港湾作業を支持円滑化する諸活動に限定している。

港湾開発計闘をどの程度まで将来にわたり、策定するべきかは重要な問題である。

港湾システムの使用方法がかなり長期にわたり変化が見られないと予想されをが、他

方港湾機能の需~：の大きさの予測の正確度および ｜摘発資金の利用可能性が計画を制

約する条件となることから、長期、中期、短期の三計画が併んてイ乍成されるパきで

ある。 この開発計闘のfl'成にあたり、留意しなければならぬ点は、港湾の成長過程は

港湾をめく、る環境により加速されたり、抑制されたりすることである。港湾成長過程

には、港湾設備の拡張 ・近代化や産業立地、港湾と関連する大都市地域の変化を含ん

でいる。 したがって、内陸ないし都市交通のバターンの変化、産業立地の変化、都市

地臓ないし土地利用の変化は、港湾成長の可能性に強い影宇中を持っているのであり、

開発計画の作成に当っては、 これらの要因を充分考慮しなければならない。

港湾開発機能には以下のものがある。

A. 長期計画

B. 調査 1. 0. R. 

2. 貨物予測

3. 設備調査

C.港湾相互間情報交換

D. 中期計回 1. 水路

2. 港湾資産改善

3. 設備設計

4. 内陸交通設備

E. 短期目十周 1. 統計編纂

2. 統計分析

F宅金融

G.用地獲得

H. 設備建設

I. 港内航行用役開発

以上の港湾開発機能が効率的に遂行されるためには、機能聞を情報が継続的に流れ
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なければならないし、 まずこ外剖iからの情報も必変である。港湾開発機能間の関係をシ

ユーマ化したものが、図2である。

第2図港湾開発 機 能
外的要因

フI－ー ドノ〈 ソヴ
ー

港
湾
ン
ス
干
ム
ヘ

1
17

( p. 34) 

なお、 この報告書には、港湾開発機能にかんする考察を補足するため、付録として

都市交通計画と港湾開発計画との関連が分析されており、都市港湾の開発計画におい

ては、 都市交通の変化が港湾に及ぼす影響を重視すへきことを指摘している。報告九

末尾には、港湾にかんする用語の定援および関述文献が付せられており、 ともに利用i

に便利なものである。

以上に報告苫の骨子を紹介してきたが、 この報告書の特色のひとつは、港湾におけ

る諸種の管理活動を、港湾作業（港湾における貨物の流れと直接的に結びついている

活動〉との供l速を基準として整裂し、港湾作業の効率化に役立つ泌狗管理機能および

一般管理機能と、港湾シ久テム外からの要求に基づく管理活動とを区分し、後者は港

湾システムにたし、して制約として働くことを示したこと、かつまた各範隣に属する誇

管理活動を磁定したことにあるといってよし、c 港湾における管理活動を、 このよ うに

整理することによれ港湾に関係を持つ諸行政機関の主主任権限やその相玄関連を分析

するのに便利なことは、あきらかでめる。

しかし、報告書の究極的な調査目的が港湾機能の改善にめったのだから、管理活動

- 161-



を分析するにしても、異った接近方法があると考えられる。たとえば、港湾における

輸出入貨物の移動は、貨物自体の移動と貨物に付随する書類の流れの双方を必要とし

ており、 後者が貨物の移動を遅延させることも往々生じている。 したがって、港湾を

貨物の流れおよび付随書類の流れの二つのサブゾステムから構成されるシステムとし

てとらえ、管理機関をこのうちに位置付けることも考えられよう。また、かかる港湾

システムについて、貨物移動の迅速化、 コスト縮小を目的とするシステムの最適化を

工夫することも出来ょう。ただ、 このばあい、注意すべきことは、システムの最適化

l土、公共福祉等のシステム外古gからの制約を受けて達成されねばならぬのであって、

制約条件の緩和 ・無視は、公害その他港湾をめくる環境に望ましくなL、結果を伴なう

ことになる。報告書が港湾における制約的管理として把握した管理活動は、 ここでは、

システムにたいする外乱（規範〉となるわけである。 （なお港湾システムの最適化につ

いては、港湾システムの最適化が、港湾をサブシステムとするトータノレシステム一一

全国交通休系の最適化を必ず しも 、 ~ii らすものでないことも 、 注意されておいてよ

L、。〉

この報告書のいまひとつの特色は、港湾｜分］発計画の進め方について手順を明らかに

したことで、 これは港湾開発にあたり都市交通その他環境への配慮の重要性を指摘し

ている点とともに、参考に（＠：いするだろ う。

総じて、 この報告書は、港湾政策樹立のための調査の第一段階におけるそれである

ため、港湾機能の改善のためにl白寸断定立つことは期待できないにしても、問題の解明

には示唆するところが多いと思われるつ

（ω …巴 forFederal Scientい d Technical山 冶ti

Sp】ingfield,va. U.S.A. 1964. P.P. IX+51 

ワ
】



学会記録

学会記事

1, 第6四年次大会

昭和42年度第6回大会は小倉において10月2311（理事会、講演会、研究報告会、総会〕

24日（研究報告会、シンポジューム、懇親会） 25日（北九州港、下関港、八幡製鉄所見

学〉 のスケジーュノレで‘行なわれた。木大会における共通論題は「輸送の近代化と港湾J

というかなり巾の広い、そしてまた本質的な課題て‘もあった。各会とも常時80余名の

参加者と、 とくに談演会、研究報告会には北九州市、下関市その他地元の港湾関係官

公庁、業界等の出席者も加えて盛会であった。 なお、講演会、研究報約会のフロクラ

ムは次のようである。

講演会

「九州、111口地方における港湾計画について＿！ （第4を湾住設局〉尼崎 軍総

「関門港の概況」（ゴヒ九州港管理組合〉谷川 護文

共通論題研究報告会

（輸送の近代化と港湾〕

〔第 l部〕

(1）輸送の近代化とコンテナリゼー γョン 港湾経済併究所 高見立一郎

(2）流通の近代化と港湾 n通総合研究所斎藤公JlJJ

(3）石炭輸送の近代化と港域！？自発北海道立総合経済研究所 武山 ヲJ、

(4）輸送の近代化と全港湾体1ii1J 関東学院大学： 北見俊郎

〔第2；部〕

(1）湾港業務の合理化と海運 三光汽船岡五五 Pl/ 

(2）輸送の近代化と臨港上屋の巡・e 東 i下大学松本 ir'i 

自由論題研究報告会

〔第 1部〕

(1）交通労働における港湾の性iれ 大阪市立大学：柴凶悦J’

(2）化物輸送史上における港汚 東京三ど述短大 宮IJ,.~· 武雄

(3）港湾とシティプランの基本論 小縛市企画部利i・K 方1在

〔第2{ff；〕
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(1）北海道における物資流動からみた港湾の位置付け 北海学園大学筒滞 明

。） 港湾タ ーミ ナノレ運送の経泌事情一一アメリカ主要港を中心として一一

原因港湾作業（株） 喜多村昌次郎

{3）地方公；，；；，・企業としての港湾卒業の経済性について 中央大学細野日出男

(1）未来学成立の可能性について 東京商科短大本間幸作

共通論題研究報告の問題意織は、 開放経済体制下における流通費、港湾経費の削減

とし、う交通部門の合理化過程が港湾にどのような影響を与えるかということにあった。

この点、論題 「輸送の近代化」とLづ 概念規定は全体を通じて必ずしも明確化され

ず、 「輸送の合理化」一般の上で考えられていたようである。したがってそこでは、

輸送の合理化方法、 もしくは港湾における合理的輸送方法の策定的報告にとどまりが

ちなきらいがなくもなかった。 ~ ：：ンテ ナ リゼー γ ョンの問題意識」においても 「物

耐流通」 の進展も、港湾機能をし、かに合理的に作用せしめ、もって流通費の削減なり

国民経済の再生産過程にL、かに港湾機能を有機的に組入れるかとし、う視角が前提にあ

った。 この前提や分折視角はそれなりに要ーを得ているが、それらが、本質的に「輸送

の近代化」や 「港湾の近代化」 とどのように関連付けられるのか。むしろ、港湾経済

を独立の研究対象とする学会のと りあげ方としては不徹底さが多分に残された感がす

る。

こうした共通論題における問題点は、 したがってγンポシュームにももちこまれた

が、 しかし、一方て・は例えば 「＝ンテナリゼーションが物的生産力の革新と飛躍的増

大をもたらすとしても、そのことが港湾における輸送体制の近代化を自動的にもたら

すであろうか。 」 とする問題提起にみられるような本質的な討論もみられた。その他

約 10余名の予定質問者による活発な質疑と報特者の応答は木学会はじまって以来のも

のであったと言ってよい。 ただ時間的にかなりの無理もあり、充分に討論をつくすと

いうことは不可能で、ここでも多くの問題は残された形て、もあった。 しかしながら、

従来の大会雰囲気からすると、港湾の社会科学的学会としての質的向上というか、学

的問題意、識や方法論的討論が大いにλられ、 いわば第6＠目をむかえて港湾経済学会

もやっと学会らしくなったという感を うけた。 共通論題の内容的な追求の不徹底さは

ばからずも、今年度第7回大会 （北海道、8月上旬開催〉の共通論題が港湾の近代化

問題をとりあげるので、 ひきつづいて今後も展開されるものと期待される。

一方、自由論題については、港湾労働、港湾経日にかんする分析、および地域港問
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題、港湾都市にかんする問題等、一見ノミラエテ ィに富むものであるが、それぞれの問

題意、識は、いずれも経済発展と交通のターミナノレとしての港湾の構造的変革を要請す

る個別分析とみられる。 しかも、その構造的変革のための個別的表現は、根底に港湾

への合理的再編成が、近代化怠識からすれば一つの矛盾を秘めるものが流れているよ

うにうけとめられる。経済成長という重化学工業の生産力を 「てこ」 とする国民経済

の急激な発展は、直接的に流通過程におけるターミナノレの即応性を急テンポに要請し

ても、 その即応性は港湾の物的開発のみで解決するものではなく、全社会的基盤との

関連をもっ港湾機能の制度的、産業的、あるいは人間的な港湾の社会的諸関係が変革

されなければならない。 この社会的変革は、港湾の物的開発や合理化要請とかなりの

ずれをもって進展するもので，そこに自由論題にとりあげられた個別的な諮問題の発

生基盤があると思われる。

自由論題の 「交通労働における港湾の経済的性絡」の分析視角も、以上の意、味にお

いて港湾労働への 「しわょせ」 というとりあげ方が特徴的であり、 「地方公営企業と

しての港湾整備事業」 における経日思化の状況や諸問題も、 j也方財政や行政的分野に

おける変革のずれがあらわれているものとうけとめられる。 また、アメリカにおける

主要港の「ターミナノレ運送の経・，；；＿＼・ B作業」 においても、その背景にはわが国港湾の運送

事業の不明確な範囲が、 高度な経済的合理性の要求にしたがってあらわになってきた

ものが秘められる。 この点、 （合理的かつ近代的なアメリカの運送事業の体系がわが

国のそれと対照的に示されるわけて‘あるが〉わが国港湾運送業の基数にある前近代的

な諸関係とアメリカの港湾運送業経：；.；；の間の断層を今後どのようにうめ合せてゆくか

が一つの課題ともなろう。 また 「港湾とシティ プランの基本論」も、わが国におい

ては当然、 「港湾都市」 としての湾機認を行ない、都市問題の中で港湾問題をとりあ

げなし、かぎり諸問題の解決は計り是正し、と思われる。 「北海道における物資活動からみ

た港湾の位置づけ」 も、（輸送ノレートを中心とする輸送体系の中での港湾の位置付け〉

も経済地理学的手法に依存するが、北海道の輸送における港湾機能の重要性が確認さ

れている。その他、 「貨物輸送史における港湾」や 「未来学の可能性について」も、

いずれも方法論的な問題意識が強く、 史的考察の前者も、 また、 「港湾経済論は過去

学に属し、港湾政策論や港湾経..； ~· ~1命は未来学に属する」 とする後者も 、 いわば港湾問

題の現代的認識と経験科学のあり方ということまで‘問題を提起しており、港湾研究の

木情的な方法論的整理を要請しているようにも感じられる。
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以上は、共通論題ならびに自由論の研究発表内窓から感じられた学会それ自身の問

題意識でもあるが、 この第6回の大会を通じて、わが国における港湾経済学会の意義

や役割をあらためて関われているように恩われた。 これはすでにのベたように、今回

の大会が学会らしし、盛り上りをみたということと大いに関係する。そのわけは港湾

経済学会は、他の社会科学の諸学会一般の会員が大学関係の研究者が殆んどであるの

に対し、むしろ、 港湾関係の官公庁、関係業界の有識者の方が多し、。 したがって、い

ろいろな意味からも，、学会と しての客観的性格を実質的に形成する ことが内容的にき

わめて重要でもある。 とくに、現実の港湾問題という具体的な経済的、社会的現象を

研究対象とするこの学会は、一つにはアカディミスムの深度を計るという意味から

も、また現実の港湾政策上の諸問題にかんしても中立的な客観性をもたしめることが

大切て、ある。学会は発足後やっと 7年をむかえたU-ii'で、いわば富lj成の期においてはと

くに以上のことに留：怠せねばならない。 研究報告会やシンホジュームにおける活発な

発言 ・批判 ・討論が行なわれたということはい寸．れにしても上記の意味からよろこば

しい。この点が今回の大会における一つの特徴点でもあったといえよう。

（文責 ・北見俊郎〉

2. 第6回大会シンポジュームについて

学会における討論は研究報告とならんで、 もっとも重要な大会フログラムの項目で

ある。今まで本学会は、 もろもろの事情から大会における討論が必ずしも活発ではな

かった。 この点を反省して、 第6回大会では、はじめてンンホジュームを開催した。

｜時間の関係で充分とはいえないが、共通論題における問題点の析出、基本的な性格規

定も しくは方法論上の諸問題にわたる質問や論義がかなり燐んに行なわれ、学会らし

いもりあがりをみた。今後の大会においても、 この学会が佼命のーっとする学的研究

の成果をあげるためには、大会場が年一度の討論の場となることがのぞましし、。

したがって、本年報では、第6回大会のγ ンポジュームの要旨だけでも集録して、

討論の過程や成果を明らかにしようと試みたが、 いろいろな事情から実現しえなかっ

たのは残念でもある。そのため、 ここでは、その時の質問、意見等をとりあえずあげ

て共通論題の発表内容における問題点をあげるにとどめる。

和泉雄 三 （画館大学〕

(1）高見玄一郎氏へ

コンテナー導入がコンテナリゼーションにまで発展ナることは、物的生産力の飛躍
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的t設大をもたらすと考えられるが、 これは、北見教授のいわれる体制の近代化を自動

的にもたらすだろうかつあるいは休制的近代化の起動力たりうるだろうか。なぜな

ら、従来の合理化問題の論議では、 II本の合理化は、 日本における前近代化的社会関

係（体制〉を意識的に視存し活用することによって行なわれたとの説が有力であるがた

めである。

玉井克輔 （海上労働科学研究所〉

(2）北見俊郎氏へ

① 1:1雇労働力の近代化について（合理化と近代化矛盾〕

l.J麗港湾労働者（力）の使用上のあり方に問題があるのか、II雇労働者（カ〉その

ものに問題があるのか。

②港湾合理化の過程に残存していく労働力（Il麗労働者を主とする〉はどのように

変動し流動するのかっ

筒 ；甫 明 （北海学園大〉

(3）武山弘氏へ

① 北海道、 福岡などの 「持 ft. ~ ！主別物であって開発とか再開発とかの地域性のた

めではないか。

その経済構造からどう考えられるか。

(4）松本清氏へ

① 上屋は不必要とするのが輸送からみると理怨と考えるがどうか。

河西 稔 （横浜市政調査会〉

(5) 斎藤公助氏へ

卜！通総合研究所の調査による物的流通貨の検出は、 いかなる方法でな されたか。

たとえばと、14.8%いう数字の礁！主は何か。

(6）武山弘氏へ

北海道および福岡の経済成長水準低下の原因は、石炭斜陽産業に起因するのか。

それを是正するには、 どうすればよいか。

そのさいの港湾商険能との関連性について。

(7）松本 清氏へ

流通革新が上屋の独占使用合理化に結びっく恨拠し、かん、公共負担と受益者負担

との範闘をどの辺に定めるか。
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橋 本博之 （南山大学〉

(8）北見俊郎氏へ

「体制」とし、う場合、 資本主義体1fil）ということに変りはないが、具体的にどうい

うとらえ方をなされるのか、 ］：！［！ち、体制！の推移をどのようにとらえるか。

その時の 「輸送体制」はどのように関係するのか。

近代化を進める動因は何か。

一般的に社会経済が近代化される場合、 「輸送の近代化」は予測によって体制の

推移に先行しなければならないと見るのか、体制！の推移に従属すると見るのか。

(9）武山 弘氏へ

(K-L〕および（p-G）はどういうファクターを考えるのか、計測可能であるの

か、もしKLPGが抽象的な概念であるならば式に導入するのはどうか。

間斎藤公助氏へ

港湾輸送は生産と消費を結びつける 「線」 としてー貨体制lが必要であるが、日本

の場合超大型トラックの繊能を発搬させるための道路拡張は限界があるのではな

いか、 この点の見解をお聞きしたい。

神代方雅 （小樽市〕

制 高見玄一郎氏へ

圏内沿岸輸送におけるコンテナリ ゼーションへの見通し （11］＂能性〕を伺いたい c

間 斎藤公助氏へ

①鉄道と自動車輸送の機能憎λと港湾のそれとのアンバランスについての対策い

かん。

② 海運｜控運の協同化の動l~•J について。

間 武山弘氏へ

輸送近代化イコーノレ経済距離短縮、 とj也主主の特化能力の変化（後進地域の特化機能

減退〕についての所見を伺いたい。

(14）岡庭博氏へ

港湾機能の増大に対する海遊資木の進出（海運全体を通じての資本のλランスが

必要と考えるが〕ということについて、簡単なる御意見を伺いたい。

今野修平（東京都）

(15）北見俊郎氏へ
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①今後の港湾管理はし、かにあるべきか。

② （意見） 港湾、の近代化概念については北見教授の怠見に全く賛成である。 コン

テナ化に代表される港湾合理化1は近代化との関係において問題点がでてくるとこ

ろを考える必要があろう。

港湾管理問題にこれを移して考えると、 港湾管理の民主的体制といえる管理音

による港湾管理は現在新中央集権主義と窮迫する財i政の両面から狭撃されている

にも拘らず、急激に進行している港湾の合理化による新しい港湾の未来像に対し

何らそれへの対応策も具体案も検討されていなし、。具体的にはユニットロートシ

ステム ・公団 ・港運業の集約、産業資本の進出に対し、基木的なビジョソもたて

がたい実情にある。 これは経済的、施設的合理化に対しあまりにも妓行的であり

近代化への大きな問題である。

3. 部会活動状況

北海道部会

1. 第5回研究会 ・小樽港視察

日 H寺昭和42年9月19Fl 

場所小樽市港湾合同庁舎会議室

1）小樽港視察小得港，，、jを一巡、視察を行なった。

2) 研究会

開会挨拶檎山千里（部会副会長〕

研究報告

I 港湾とシティプランの法本論

和'1代方雅（小；防市企画部主幹〉

TI 青森 ・l函館関の貨物航送の推移についてー一一戦後の変選一一一

林 英雄（国鉄道支社開発課長〉

m 経済2去総説と港湾

一一北海道開発論の一視角一一

武山 弘（道立総研研究員〉

N 北海道における物資流動からみた港湾の位置づけ

筒浦 明（北海学園大学教授〕
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v 質疑討論

閉会の辞怯沢太郎（苫小牧港副管理者〕

2. 第6IE!J研究会 ・室開港視察

「l H寺 fl｛：｛羽143年2月13rl

場所室蘭市労働会館

1）室l品I港視察酋埠頭を中心に視察を行なった。 後測量山から全港域を展望し

た。外港築設の状況も望見できた。

2) 研究会

開会挟拶〈檎山 千里（部会副会長〉

く自由論題＞

I 工業と港 一一一両館を伊｜！と して一一

n 港湾投資について

＜シンポジュ ーム＞

「室 l~ti港近代化の課題」

問題開示

奥平 .'J;'.志〈画館工業高等専門学校〉

永世m 栄治（室1JM市港湾部管理診I－長〉

I 室附港の近代化一一外！勿計画をめぐって一一

鈴木迫夫（室日正i市港湾部長〉

IT 室的自治近代化の方！｛1j

塚田政二 （楢｜崎産業K.K.港連部長〉

III 室l刻港近代化の方向について

須1'i H百（栗林商会取締役港連事業訓長）

N 討論〈座長和泉雄三、永瀬栄治〉

DrJ会挨拶筒浦 明（部会幹事長〕

新しい試みとして、 シンボジュームを行なったが、関係者ーの多数の活滋た参加に

より、多大の成果を得た。

3. 第7回研究会 ・総会

1-1 I時 H酔日43年 6月2211

；場所道庁会議室
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1) 研究会

第719:1大会の予備報竹を兼ねて f＂；＼~により研究会を開催した。

次第

開会の辞上原鰍三良fl（部会々長）

I 海運流通の務合性

TI 北海道の漁港について

m 港湾の近代化と述送の機械化

和泉縦三 （1函館大学教授〉

開会の詐槍山 千虫（.＇iii会副会長〕

利l代方;flt（小得市企画部主幹〉

工）燦 烈！（道立総研研究員〉

2〕総会 昭和43年度中ー業計画 ・予算の審議と役員選出を行なった。

部会会長（北海学園大学名誉＝学園長〉上原轍三郎

副会長。｜｜崎建設KK札幌支1,1＝.長〕 d陥ilJ 千.m

！；咋~j；：長（北海学園大学教授〕筒ifl'i l:J)J 

幹事（札幌大学教授〕 森 光夫

II （函館大学教授〉 不II泉 liW三

II （小降市企画i秘主幹〉 神代方雅

II （道企画部第5謀々長補佐） lllJ任1真也

II （道立総合経済研究所労働経済課々長〕徳凶 欣次

II （道立総合経済研究所研究員〉武山 弘

E；ー査（三輪運輸株取締役〉石浜芳次郎

II (::jヒ海道開発局港湾iii；港湾言一｜凶器~－＂＇長補佐）閏 lド（交渉中）

II 中村嘉夫（北海道社会復;Jit｝ ~］ i業協会事務局長）

昭和43年度は前年と同じ事業計画11~粋であるが、 第 7 巨！大会の北海辺開催に当

り、その大会の成功を重点中‘項とした。

なお、第7回大会準備委員会は 1月13口に結成され、 7月に入り実行委員会に

切りかえ、大会準備が大略おわる段階となっている。

3) その他（郎会事務局の移転について〉

II本港湾経済学会北海.ill部会・J；.務局は、本年2月、下記の返庁新庁舎11階に移



転した。

北海辺部会事務局新住所

(060) 札幌市北3条西6丁目北海道庁11階

i亘立総合経済研究所研究第2音II内

0122-23-,1111内線 3874

（徳田欣次記〕

関西部会

① ｜昭和41年度 海運経済学会関西部会と合同で第 l回研究報告会を聞 いて以後、

関西部会の郎会活動を強く望む声があがった。

② 42年度は、年度末の43年4月2911、独自で関西部会の研究報告会を大阪船舶ク

ラブで聞き、約45名の参加を得た。

報告は、柴田銀次郎氏の 「自由港についてJ第三港湾建設局長架憾氏の「大阪湾

諸港の港湾事情について」

研究報告終了後、柴田銀次郎副会長より、44年度学会開催をぜひ大阪へ依頼した

いむねの話があり、参加者は了解した。

@ 43年度第1回研究報告会は、43年6月21Fl、神戸第三港湾建設局において海運

港湾学会関西部会と合同で開催予定。

（柴田悦子〉

関東部会

① 海道経済学会との共催で、下；＼己のように 1月17「I、東京海運会館にて関東部会

が開催された。

報告 「横浜泌を中心とする定期貨物流動調査の実態」

（伊坂市助）

「アメリカのコンテナリゼーションの現状について」

(1jコ西 ｜控）

② その後4月6日関東側理事会にて、部会活動を活発にする提案、 とくに従来の

海運経済学会との共催部会とは別に、単独部会を開催することにした。さしあた

り、 ターミナノレ ・オベレーター問題、 あるいは空港問題の特殊テーマをも研究す

る。

7月6JI第 l凹の単独部会が航浜にて下記のように開催された。出席者23名に
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て機会であった。

報告 「ターミナノレ ・オベレーターの諮問題」

「変革期の港湾産業とそのi課題」

（喜多村昌次郎〉

（北見俊郎）

なお、報告後、今後の部会連日上の諸問題、および、ターミナノレ ・オベレーター

研究部会の開催について話され、近く東京にて開催される予定である。

（北見俊郎〉

その他

部会結成については、いままで日木海岸地域、北九州地域、名古屋地域等がとりあ

げられてきた。 とくに名古屋地域て‘はかなり具体化されているはずである。

f'fl）会活動については、学会から一部会につき年額1万円一2万円程度の部会費予算

が計上されているので、各地の／HI会結成ならびに活発な研究活動がみられることが2i!

望されている。 （事務局〉

4. 常任理事会開催状況

昨年度大会後、本年7月までに下，i己のように常任理事会が開催された。報告事項お

よび協議事項の主なものとしては、（1）第6回大会後処理の件、（2）第7巨l大会開催準備

の件、（3）昭和42年度運輸委託研究の件、（4）賛助会員、正会員総充の件、会費未納者会

員の件、（5）総会活動の件、（6）年報の件（編集委員会事情をふくむ）(7）部会活動の件、（8)

会計報告、予算編成の件、（9）第81£1大会の件、側理事 役員の件、叫その他。 開催「l

（ 〉｜什開催地、 4月611 （桃浜） 7月6「｜（横浜〉

5. 運輸省委託研究の件

昭和42年度の運輸省委託研究調査は、木年3月下記のように報告を終了した。

（研究課題〉横浜港における物資流動調査

（関係者〉高見玄一郎、北見俊郎、中西 ｜陸、戸fi1Ii稔、

6. 会員移動について

別冊に会員名簿、会則、役員名簿を編集したが、第6回大会l時に入会申込みをされ

た方およびそれ以降に申込みをされた方については、賛助会員、正会員とも別評｜｝名簿

に収録してある。

なお、第6巨｜大会以降に申込みをされた方については、一応常任理事会におし、て入

会仮前E認を得、その年度の大会l時総会において正式に言E認を得る形式をとっている。

また、役員等の移動についても、一応手続を行った上で、名簿に収録しであるが、総
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会にて正式ゑ認を必·~とするものもふくまれる。 この点、名約作製の’・J＋情からも一応

のご7R了を乞う次第である。

7. その他

木学会理事、佐波立平氏、評議員、土;Ji：智喜氏のご逝去に対し、つつしんで哀悼の

立を表すると共に、 ご両氏の只福を祈り、かつご遺族のご平安を念ずる。
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。 編集後記 。

木年度大会が、 夏の~［｛毎道とて、例年より約 3 ヶ月早 く 開催されることに

なった。この3ヶ月のずれは、大会準備の上でも、この年報編集の上でも、

いろいろ困難な問題をかもしだした。この困難さを見込んで、もろもろの準

備を比較的早くからはじめたが、効果はうすかったようである。まず原稿の

集まりがはかどらず、業績アンケー トの集録が殆んど不可能であったり、そ

の他予定されていたことが時間的制約のために実現で、きなかったのは残念でー

もある。

そのようなわけで、 とくに今年度の共通論題報告論文は、全員の方のを

掲載できず一部にとどまった。こうした木号の不備な点については、今後の

編集委員会で、第7回大会事情をにらみ合せながら、次号でカバーしていき

たいと念ずる。また労働力不足は港湾のみならず、年報編集の上でも、切実

な問題であり、きわめて限られた条件の中て‘作業を進めさ．るを得なかった。

本来の合理性一般からすれば、組織化、効率化、客観化などが主要テーマ

であるが、この点も港湾のみならず、 『年報』の刊行作業にも問題点があ

り、今後大方のこ。協力をお願いせねばならない。

したがって、不手ぎわの多い点が本号にも残っているであろうが為ど海容

を乞う次第である。

ここにあらためて、ご多忙の中に玉稿をよせて下さった各位にお礼を申上

るとともに、 年報刊行については、と くに賛助会員各位のご厚意によるとこ

ろ大と感謝の意を表する次第である。なお、この年報充実の上でも、また会

員名簿整理のためにも、今後会員ご一同のご尽力とご高批の頂けるこ とを念

じてやまない。

July 1968 （文責 ・北見〉

（編集委員）

山 本泰督 （神戸大学）

今 泉敬忠（横浜国立大学）

柴田 悦 子（大阪市立大学〉

中 西 睦 （早稲田大学〉

北見俊郎 （関東学院大学〉
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